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は
じ
め
に

か
つ
て
中
世
の
京
都
「
四
条
河
原
」
に
関
し
て
河
原
者
の
居
住
地

区
「
余
部
（
天
部
）」
を
中
心
に
そ
の
様
態
を
検
証
し
た
こ
と
が
あ
る（

１
）。

そ
こ
で
は
河
原
者
の
居
住
地
「
余
部
」
を
四
条
河
原
の
一
部
と
措
定

し
て
考
察
を
お
こ
な
い
、
彼
ら
の
生
活
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
を
、
絵
画
史
料
を
も
用
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
あ
き
ら
か
に

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
中
世
の
四
条
河
原
が
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
た

か
が
不
十
分
な
が
ら
確
認
で
き
た
も
の
と
考
え
る
。

し
か
し
、
本
来
の
「
河
原
」
が
「
川
辺
の
、
水
が
な
く
て
砂
石
の

多
い
所
。
川
沿
い
の
平
地
」（『
広
辞
苑
』）
で
あ
っ
た
す
れ
ば
、
余

部
の
集
落
は
そ
の
発
生
当
初
よ
り
、
堤
に
よ
っ
て
「
河
原
」
と
は
画

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り（

２
）、

そ
の
意
味
で
は
本
来
の
「
河
原
」
で
は
な

か
っ
た
。

お
も
え
ば
鴨
川
が
氾
濫
し
た
と
き
、
す
ぐ
に
流
路
と
な
っ
て
し
ま

う
「
河
原
」
に
お
い
て
、
人
び
と
が
日
々
の
生
活
を
営
む
こ
と
は
不

可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
む
ろ
ん
余
部
の
集
落
が
鴨
川
が
氾
濫
し

た
と
き
に
最
初
に
被
害
を
こ
う
む
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苛

酷
な
環
境
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
と
は
い
え
、
前
稿

で
確
認
し
た
よ
う
に
、
河
原
者
は
こ
の
集
落
で
青
屋
を
営
む
な
ど
、

彼
ら
な
り
に
安
定
し
た
日
々
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
余
部

の
集
落
が
本
来
の
「
河
原
」
に
所
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
可

能
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
余
部
の
集
落
の
外
に
拡

が
っ
て
い
た
鴨
川
本
来
の
「
河
原
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

京
都
の
東
山
の
景
観
が
、
祇
園
社
に
対
す
る
人
々
の
信
仰
の
あ
り

　

中
世
「
四
条
河
原
」
再
考

下
　 

坂
　
　
　 

守
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か
た
の
変
化
に
と
も
な
い
、
劇
的
な
変
貌
を
遂
げ
る
の
は
、
十
六
世

紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
初
め
に
か
け
て
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が（

３
）、

こ

の
変
化
は
十
七
世
紀
半
ば
ま
で
続
く
。

そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
で
き
ご
と
が
、
鴨
川
の
「
河
原
」
に
お

け
る
興
行
地
「
四
条
河
原
」
の
出
現
で
あ
り
、そ
の
「
京
四
条
芝
居
」

（『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』）
へ
の
移
転
で
あ
っ
た（

４
）。

こ
れ
ら
の

舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
す
べ
て
か
つ
て
は
祇
園
社
の
境
内
と
し
て
存

在
し
た
鴨
川
の
「
河
原
」
で
あ
る
。

中
世
ま
で
祇
園
社
は
四
条
橋
西
詰
め
に
建
つ
鳥
居
を
も
っ
て
西
の

結
界
と
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
東
が
同
社
の
境
内
と
な
っ
て
い
た（

５
）。

興
行
地
「
四
条
河
原
」「
京
四
条
芝
居
」
は
、そ
の
祇
園
社
境
内
の
「
河

原
」
に
現
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
た
と
え
「
河
原
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
祇
園
社
の
境
内

が
遊
興
の
巷
と
化
そ
う
と
は
、
誰
が
想
像
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
祇
園

社
に
お
い
て
中
世
と
い
う
時
代
が
完
全
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
告
げ
る

で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
鴨

川
四
条
の
「
河
原
」
に
お
け
る
激
し
い
変
化
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
い
く
つ
か
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
の
基

礎
作
業
と
し
て
、
中
世
以
前
の
鴨
川
四
条
の
「
河
原
」
の
状
況
を
あ

き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

鴨
川
四
条
の
「
河
原
」
が
中
世
・
近
世
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
広

が
り
を
も
ち
、
誰
の
領
有
下
に
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

を
知
る
こ
と
な
く
し
て
、
十
六
世
紀
後
半
以
降
、
こ
の
地
で
起
こ
っ

た
劇
的
変
化
の
歴
史
的
な
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

中
世
以
前
、
四
条
の
鴨
川
両
岸
に
ど
の
よ
う
な
領
域
の
「
河
原
」

が
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
を
誰
が
領
有
し
て
い
た
か
を
、
鴨
川
の
西
岸

（
左
岸
）
つ
い
で
東
岸
（
右
岸
）
の
順
に
検
証
を
進
め
て
い
く
こ
と

と
し
た
い
。

一
、
西
岸
（
右
岸
）
の
河
原

①
河
原
の
広
が
り

別
稿
で
詳
し
く
見
た
よ
う
に
、
戦
国
時
代
ま
で
鴨
川
西
岸
に
所
在

し
て
い
た
河
原
者
の
居
住
地
区
と
し
て
の
「
余
部
屋
敷
」
が
大
雲
院

の
寺
地
と
な
る
の
は
、御
土
居
構
築
時
の
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）

の
こ
と
で
あ
る
。そ
の
時
点
で
の「
余
部
屋
敷
」の
敷
地
が
四
条
以
南
・

綾
小
路
以
北
、
寺
町
以
東
・
御
土
居
以
西
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
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ち
が
い
な
い（

６
）。

で
は
、「
余
部
屋
敷
」
の
敷
地
の
東
側
（
御
土
居
の
外
、

鴨
川
の
西
岸
）
は
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
り
注
目
さ
れ
る
の
が
、
当
該
地
区
に
お

い
て
「
御
土
居
」
が
構
築
さ
れ
て
い
た
場
所
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も

な
く
御
土
居
と
は
、
天
正
十
九
年
に
豊
臣
秀
吉
が
京
都
の
周
囲
に
築

い
た
「
惣
構
」
の
こ
と
で
あ
る
が（

７
）、

高
橋
学
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
鴨

川
沿
い
の
線
は
、「
古
代
末
か
ら
中
世
初
頭
」
に
段
丘
化
し
た
「
完
新

世
段
丘
Ⅱ
面
」
と
現
氾
濫
原
面
と
の
境
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
い
う（

８
）。

こ
れ
ま
た
先
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
余
部
屋
敷
」
の
敷
地
は
、

平
安
時
代
に
こ
の
地
に
所
在
し
た
崇
親
院
の
「
所
領
」
の
領
域
、
す

な
わ
ち
「
四
条
大
路
南
、
六
条
坊
門
小
路
北
、
鴨
河
堤
西
、
京
極
大

路
東（

９
）」

を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

で
は
、
そ
の
東
境
と
な
っ
て
い
た
「
鴨
河
堤
」
と
は
具
体
的
に
現

在
の
ど
こ
に
あ
た
る
の
か
。
そ
れ
は
自
然
的
条
件
を
勘
案
し
て
構
築

さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
時
す
で
に
段
丘
化
が
始
ま
っ
て
い
た
後

の
御
土
居
と
同
じ
場
所
―
「
完
新
世
段
丘
Ⅱ
面
」
と
現
氾
濫
原
面
と

の
境
界
線
―
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
余
部
屋
敷
」

は
の
ち
の
御
土
居
の
線
を
も
っ
て
東
境
と
し
、文
字
通
り
の
「
河
原
」

は
さ
ら
に
そ
の
東
に
拡
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
側
面
か
ら
で
は
あ
る
が
裏
付
け
て
く
れ
る
事
実
も
存

在
す
る
。
そ
れ
は
四
条
を
挟
ん
で
「
余
部
屋
敷
」
と
対
峙
す
る
形
で

そ
の
北
に
所
在
し
て
い
た
金
蓮
寺
（
四
条
道
場
）
の
敷
地
の
あ
り
よ

う
で
あ
る
。

金
蓮
寺
が
寺
地
と
し
て
「
四
条
以
北
、
錦
小
路
以
南
、
京
極
以
東
、

至
于
鴨
河
」
の
領
域
を
室
町
幕
府
か
ら
安
堵
さ
れ
る
の
は
、
嘉
慶
元

年
（
一
三
八
七
）
十
月
の
こ
と
で
あ
る（

10
）。

そ
の
主
要
部
分
は
、
か
つ

て
の
釈
迦
堂
の
寺
地
と
、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
佐
々
木
道
誉
が

同
寺
に
寄
進
し
た
敷
地
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
が（

11
）、

実
は
そ
れ

以
外
に
も
か
の
時
に
同
寺
が
獲
得
し
た
敷
地
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は

「
鴨
河
西
岸
地
」
と
呼
ば
れ
る
敷
地
で
あ
る
。

次
に
引
用
し
た
の
は
、
翌
嘉
慶
二
年
十
二
月
、
足
利
義
満
が
金
蓮

寺
の
敷
地
を
安
堵
し
た
御
教
書
で
あ
る（

12
）

金
蓮
寺
四
条
道
場
敷
地
付
釈
迦

堂　
　

等
事

右
佐
渡
大
夫
判
官
入
道
々
誉
就
寄
進
、
已
令
下
知
訖
御
教
書
案

公
験
在
之
、

爰
於
鴨
河
西
岸
地
者
祇
園
社
執
行
顕
深
法
印
避
状
座
主
妙
法
院
宮

出
状
也　
　
　

分

明
、
至
釈
迦
堂
者
自
根
本
無
諸
寺
社
末
寺
之
号
精
舎
也
、
近
年

及
破
壊
顛
倒
之
間
、
寄
附
道
場
遂
功
上
者
、
旁
以
無
子
細
、
云

彼
、
云
是
、
金
蓮
寺
沙
汰
不
可
有
相
違
之
状
如
件

嘉
慶
二
年
十
二
月
廿
三
日

従
一
位
源（
足
利
義
満
）

朝
臣
（
花
押
）
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こ
れ
に
よ
り
前
年
の
嘉
慶
元
年
に
金
蓮
寺
が
得
た
「
四
条
以
北
、

錦
小
路
以
南
、
京
極
以
東
、
至
于
鴨
河
」
と
い
う
「
敷
地
」
が
、
厳

密
に
い
え
ば
、
佐
々
木
道
誉
か
ら
の
寄
進
地
と
か
つ
て
の
釈
迦
堂
の

寺
地
に
、
祇
園
社
執
行
顕
深
が
手
放
し
た
「
鴨
河
西
岸
地
」
を
加
え

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
「
鴨
河
西
岸
地
」
が
い
わ
ゆ
る
「
河
原
」
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
文
中
に
い
う
「
祇
園
社
執
行
顕
深
法
印
避
状
」
が
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る（

13
）（

傍
点
は
下

坂
。
以
下
、
同
じ
）

四
条
河
原
西
岸
地

4

4

4

4

4

4

4

事
、
為
道
場
要
用
上
、
内
々
自
公
方
被
仰
出

之
間
、
所
進
之
状
、
如
件

至
徳
三
年
六
月
八
日　
　

権
大
僧
都（
宝
寿
院
）顕深
（
花
押
）

金
蓮
寺
の
敷
地
に
は
、
文
字
通
り
の
「
四
条
河
原
」
が
含
ま
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
金
蓮
寺
の
敷
地
と
な
っ
た
「
四
条
河
原
西
岸
地
」
が

以
後
も
中
世
を
通
じ
て
開
発
さ
れ
る
こ
と
な
く
長
く
「
河
原
」
の
ま

ま
の
状
態
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
九

月
、
嘉
吉
の
変
で
討
ち
取
ら
れ
た
赤
松
満
祐
の
首
の
引
き
渡
し
が
こ

の
「
四
条
河
原
」
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、『
建
内
記
』
嘉
吉
元
年
九
月
二
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、

討
伐
軍
か
ら
検
非
違
使
へ
の
首
の
受
け
渡
し
場
所
と
な
っ
た
「
四
条

河
原
」
は
、
他
な
ら
ぬ
「
四
条
道
場
東
河
原
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
の
「
祇
園
社
執
行
顕
深
法
印
避
状
」
に
い

う
「
四
条
河
原
西
岸
地
」
が
嘉
吉
元
年
の
時
点
で
も
依
然
と
し
て
「
河

原
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
と
い
え
る
。

そ
し
て
、こ
の
よ
う
に
金
蓮
寺
の
敷
地
の
東
部
が
「
河
原
」
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、四
条
を
挟
ん
で
同
寺
の
南
に
位
置
す
る
「
余
部
屋
敷
」

の
東
部
も
ま
た
「
河
原
」
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き

よ
う
。
そ
こ
で
便
宜
上
、金
蓮
寺
東
の
「
河
原
」
を
「
四
条
河
原
①
」、

四
条
を
挟
ん
で
そ
の
南
に
所
在
し
た
「
河
原
」
を
「
四
条
河
原
②
」

と
名
付
け
、
そ
の
位
置
関
係
を
図
式
的
に
示
せ
ば
、
図
１
の
よ
う
に

な
る
（
図
中
「
四
条
北
頬
」
と
注
記
し
た
部
分
（
点
線
よ
り
下
）
は
、

祇
園
社
が
参
詣
道
（
四
条
）
の
一
部
と
し
て
至
徳
三
年
以
降
も
領
有

し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
領
域
を
示
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち

に
改
め
て
説
明
す
る
）。

で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
河
原
」
は
誰
が
領
有
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
。



−　 −5

②
河
原
の
領
有

二
つ
の
「
河
原
」
の
う
ち
四
条
河
原
①
が
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）

ま
で
は
祇
園
社
領
、
ま
た
そ
れ
以
降
は
金
蓮
寺
領
と
な
っ
て
い
た
こ

と
は
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
残
る
い
ま
一
つ
の
鴨
川
西

岸
の
四
条
河
原
②
は
、
誰
が
領
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
祇
園
社
が
領
有
し
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
祇
園
社
が
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
以
降
、
図
１

で
い
う
鴨
川
西
岸
の
「
堤
（
の
ち
の
御
土
居
）」
以
東
を
も
っ
て
境

内
と
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る

祇
園
社
が
官
よ
り
社
殿
に
隣
接
す
る
地
域
一
帯
の
「
田
畠
」
の
領

有
を
認
可
さ
れ
た
の
は
延
久
二
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
四
至

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た（

14
）。

　
　

 

東
限
白
河
山　
　
　

南
限
五
条
以
北　
　
　
　
　
　
　

四
至 

西
限
堤　
　
　
　
　

北
限
三
条
末
以
南　
　
　
　
　
　

こ
の
四
至
が
祇
園
社
の
四
至
と
し
て
長
く
存
在
し
た
こ
と
は
、
至

徳
二
年
（
一
三
八
五
）
に
い
た
り
、
官
が
再
度
こ
れ
を
執
行
宝
寿
院

顕
深
に
安
堵
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る（

15
）。

ま
た
、
こ
の
四
至
の
う
ち
「
西
限
堤
」
の
「
堤
」
が
鴨
川
西
岸

の
堤
を
お
い
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
東
岸
に
は
堤
は
存
在
し
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
お
け
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。

京
域
を
鴨
川
の
水
か
ら
守
る
に
は
、
西
岸
に
堅
牢
な
堤
を
築
く

と
と
も
に
、
溢
れ
出
る
水
を
逃
す
た
め
東
岸
全
域
を
遊
水
地
と
す
る

図
１　

鴨
川
西
岸
の
河
原
（
四
条
河
原
）
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の
が
も
っ
と
も
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
東
岸
に
堤
は

必
要
で
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
建
仁
寺
が
創
建
さ

れ
る
ま
で
東
岸
に
堤
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る（

16
）。

堤
は
西
岸
に
し
か
造
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る　

さ
ら

に
こ
の
四
至
に
い
う
「
西
限
堤
」
の
「
堤
」
が
、
鴨
川
西
岸
に
あ
っ

た
堤
で
あ
っ
た
こ
と
を
、よ
り
明
確
な
形
で
裏
付
け
て
く
れ
る
の
が
、

四
条
橋
西
詰
め
に
建
つ
祇
園
社
の
鳥
居
（
大
鳥
居
）
で
あ
る
。

こ
の
大
鳥
居
が
い
つ
創
建
さ
れ
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
に
製
作
さ
れ
た
「
一
遍
上
人
絵
伝
」

七
に
は
そ
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
遅
く
と
も
鎌
倉
時
代
末
に
は
確

実
に
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
十
六
世
紀
以
降
に
作
成
さ
れ
た
「
洛

中
洛
外
図
屏
風
」
の
多
く
が
そ
の
姿
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら（

17
）、

以
降
、
中
世
を
通
じ
て
四
条
橋
の
西
詰
め
に
建
ち
続
け
て
い
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
。
ち
な
み
に
同
鳥
居
が
天
文
十
三
年（
一
五
四
四
）

七
月
の
大
洪
水
で
流
失
し
、
以
後
二
度
と
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る（

18
）。

た
だ
、
こ
れ
ほ
ど
そ
の
存
在
が
確
か
な
大
鳥
居
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
こ
に
建
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
考
証
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
大
鳥
居
は
ど

こ
に
建
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

図
２
は
時
代
は
は
る
か
に
下
る
が
十
七
世
紀
半
ば
の
寛
文
の
頃

に
祇
園
社
が
作
成
し
た
「
四
条
通
大
和
大
路
寺
町
間
絵
図
」（
部
分
）

で
あ
る（

19
）。

参
考
と
し
て
近
辺
の
状
況
を
同
様
に
図
示
す
る
寛
永
十
四

年
（
一
六
三
七
）
作
成
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
「
洛
中
絵
図
」
の
当
該

地
区
の
図
像
（
図
３
）
を
あ
げ
て
お
い
た
（
両
図
と
も
に
図
中
の
×

印
は
下
坂
）。図
２
で
注
目
す
べ
き
は
、い
う
ま
で
も
な
く
四
条
と「
洛

中
惣
構
土
居
」
の
交
叉
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
柱
の
位
置
を
示
す
○
印

と
と
も
に
「
祇
園
社
鳥
居
」
と
い
う
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
鳥
居
は
四
条
が
御
土
居
と
交
わ
る
あ
た

り
に
建
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

図
２　

四
条
通
大
和
大
路
寺
町
間
絵
図
（
部
分
）
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い
っ
ぽ
う
延
宝
（
一
六
七
三
～
八
一
）
頃
に
祇
園
社
に
お
い
て
作

ら
れ
た
「
感
神
院
鳥
居
幷
額
之
記
」
な
る
記
録
は
、
同
鳥
居
の
所
在

地
を
「
其
ノ
第
一
ハ
在
ニ
四
条
、
今
ノ
之
大
龍
寺
門
辺
ニ一
」
と
記
す
。
こ

こ
に
い
う
「
大
龍
寺
」
は
裏
寺
町
に
所
在
し
た
浄
土
宗
寺
院
で（

20
）、

そ

の
寺
地
が
図
２
で
は
「
寺
」
の
文
字
（
図
中
で
は
天
地
が
逆
さ
ま
に

記
さ
れ
て
い
る
）
の
辺
り
に
あ
た
る
こ
と
は
、図
３
に
描
か
れ
た
「
大

龍
寺
」
の
場
所
と
対
比
す
れ
ば
容
易
に
了
解
で
き
よ
う
。

ま
た
、
近
代
の
史
料
と
な
る
が
、『
京
都
坊
目
誌
』
下
京
第
六
学

区
之
部
は
大
龍
寺
の
「
寺
門
」
の
位
置
に
つ
い
て
は
、「
寺
門
南
面

す
四
条
通

に
向
ふ
」
と
記
録
す
る（

21
）。

こ
れ
は
図
２
・
３
で
い
え
ば
、
や
は
り
×

印
の
地
点
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
「
四
条
通
大
和
大
路
寺
町
間
絵
図
」
の
図
示
す

る
地
点
は
正
確
で
、
大
鳥
居
は
ま
さ
し
く
図
中
の
×
印
の
地
点
（
四

条
と
「
洛
中
惣
構　

土
居
」
の
交
叉
す
る
辺
り
）
に
建
っ
て
い
た
と

み
て
よ
い
。

御
土
居
が
平
安
時
代
の
「
堤
」
の
位
置
に
造
築
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
と
す
れ
ば
、
×
印
の
地
点
は
、
か
つ
て
の

「
堤
」
と
四
条
が
交
叉
す
る
地
点
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

神
社
に
お
い
て
鳥
居
が
広
く
そ
の
神
域
の
結
界
を
示
す
標
識
と

な
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
祇
園
社
の
西
の
結
界
を

示
す
大
鳥
居
が
「
堤
」
の
あ
っ
た
地
点
に
建
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
か
の
地
点
こ
そ
が
四
条
に
お
け
る
祇
園
社
の
西
境
で
あ
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
お
り
、
四
至
に
い
う
「
西
限
堤
」
の
「
堤
」
が
、
や

は
り
ま
ち
が
い
な
く
鴨
川
西
岸
の
堤
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）、顕
深
が
「
四
条
河
原
西
岸
地
」

を
金
蓮
寺
に
引
き
渡
す
に
あ
た
り
作
成
し
た
避
状
に
は
「
内
々
自
公

方
被
仰
出
之
間
」
と
い
う
文
言
が
み
え
て
い
る
が（

22
）、

こ
れ
は
境
内
の

割
譲
と
い
う
本
来
は
あ
り
え
な
い
事
態
を
顕
深
が
な
ぜ
認
め
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
を
後
代
に
向
け
て
弁
明
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
至
徳

三
年
ま
で
は
鴨
川
西
岸
の
堤
か
ら
以
東
の
河
原
（
四
条
河
原
①
②
）

図
３　

洛
中
絵
図
（
部
分
）
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は
す
べ
て
祇
園
社
の
「
四
至
内
（
境
内
）」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を

側
面
か
ら
で
は
あ
る
が
裏
付
け
る
文
言
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
本
節
で
は
、
鴨
川
西
岸
の
四
条
河
原
①
と
四
条
河
原
②
の

二
つ
の
「
河
原
」
が
、
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
以
降
、
至
徳
三
年

ま
で
は
祇
園
社
の
境
内
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
、
ま
た
、
至
徳
三
年

以
降
は
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
四
条
河
原
①
が
金
蓮
寺
の
「
敷
地
」
の

一
部
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。

で
は
、
次
に
鴨
川
東
岸
に
眼
を
転
じ
て
、
中
世
、
そ
こ
に
拡
が
っ

て
い
た
「
河
原
」
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
し

よ
う
。二

、
東
岸
（
左
岸
）
の
河
原

①
河
原
の
広
が
り

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
鴨
川
東
岸
は
平
安
時
代
以
来
、
京
域
を

洪
水
か
ら
守
る
た
め
の
遊
水
地
と
な
っ
て
お
り
、
当
然
、
そ
こ
で
は

「
河
原
」
は
川
の
流
れ
に
任
せ
て
自
由
な
拡
が
り
を
み
せ
て
い
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
が
一
変
す
る
の
は
、
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）

東
岸
（
四
条
・
五
条
間
）
に
建
仁
寺
が
創
建
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
同
寺
の
伽
藍
を
鴨
川
の
洪
水
か
ら
守
る
に
は
堤
が
必
要
不

可
欠
で
あ
り
、
堤
の
出
現
に
よ
っ
て
東
岸
の
「
河
原
」
は
明
確
に
そ

の
東
境
を
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
堤
は
ど
こ
に
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

創
建
当
初
の
建
仁
寺
の
四
至
に
関
し
て
は
、『
帝
王
編
年
記
』に「
五

条
以
北
、
鴨
河
原
以
東
」
と
見
え
る
だ
け
で（

23
）、

北
と
東
の
境
は
わ
か

ら
な
い
。た
だ
、年
代
記
と
は
い
え
、『
帝
王
編
年
記
』の
こ
の
記
載
は
、

充
分
に
信
用
で
き
る
。
特
に
建
仁
寺
が
西
の
境
界
を
「
鴨
河
原
」
と

し
て
い
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
同
寺
が
の
ち
に
そ
の
領
有

を
め
ぐ
り
祇
園
社
と
長
く
争
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
裏
付
け

ら
れ
る
。
し
か
し
、
建
仁
寺
の
伽
藍
が
「
鴨
河
原
」
と
同
じ
地
平
面

に
営
ま
れ
る
は
ず
は
な
く
、
当
然
そ
れ
は
「
鴨
河
原
」
と
は
一
線
を

画
し
、
そ
れ
よ
り
も
高
い
と
こ
ろ
に
造
築
さ
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

時
代
は
は
る
か
に
下
る
が
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
以
前
、

建
仁
寺
で
は
大
和
大
路
を
も
っ
て
そ
の
西
境
と
し
て
い
る（

24
）。

大
和
大
路
は
「
鴨
河
原
」
の
東
を
南
北
に
走
る
道
で
あ
り
、
む
ろ

ん
そ
の
地
平
面
は
「
鴨
河
原
」
よ
り
は
、
は
る
か
に
高
い（

25
）。

十
七
世

紀
後
半
の
絵
図
を
見
る
と
、
大
和
大
路
の
西
頬
に
は
町
屋
（
建
仁
寺

町
）
が
連
な
り
、
町
屋
の
裏
手
は
藪
地
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
藪
地
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に
つ
い
て
『
境
内
並
近
隣
之
古
記
』（
11
条
）
は
、「
今
銘
々
持
居
候

屋
敷
裏
之
藪
ハ
河
除
ニ
而
有
之
、
少
土
手
之
如
ニ
高
く
有
之
候
」
と

伝
え
る（

26
）。

こ
の
「
土
手
」
が
い
つ
構
築
さ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ

大
和
大
路
に
沿
う
「
土
手
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
大
路
と

同
様
、建
仁
寺
の
創
建
時
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、

大
和
大
路
の
西
を
走
る
こ
の
「
土
手
」
こ
そ
が
、
建
仁
寺
の
伽
藍
を

鴨
川
の
氾
濫
か
ら
守
る
た
め
に
作
ら
れ
た
堤
（
土
手
）
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
十
七
世
紀
後
半
の
絵
図
が
描
く

当
該
地
区
の
景
観
は
、
中
世
以
前
の
鴨
川
東
岸
の
護
岸
の
あ
り
よ
う

を
そ
れ
な
り
に
よ
く
伝
え
て
い
る
と
も
い
え
よ
う（

27
）。

推
論
の
積
み
重
ね
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
観
が
な
い
で
も
な
い
が
、

四
条
・
五
条
迄
で
は
、
建
仁
寺
の
創
建
と
と
も
に
大
和
大
路
の
西
に

堤
が
造
築
さ
れ
、
以
降
、
鴨
川
東
岸
の
「
河
原
」
は
、
そ
の
堤
を
東

境
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
不
十
分
な
が
ら
あ
き
ら
か
と
な
っ

た
。江

戸
幕
府
が
そ
の
鴨
川
東
岸
の
「
河
原
」
を
建
仁
寺
か
ら
取
り
上

げ
、
堤
の
西
に
あ
ら
た
な
石
垣
の
堤
を
構
築
す
る
の
は
、
寛
文
十
一

年
（
一
六
七
一
）
の
こ
と
で
あ
る（

28
）。

そ
れ
ま
で
は
鴨
川
東
岸
に
は
、

中
世
以
来
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
ぬ
「
河
原
」
の
風
景
が
拡
が
っ
て
い
た

と
み
て
よ
い
。

で
は
、
中
世
、
四
条
よ
り
南
の
「
河
原
」
が
上
述
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
四
条
よ
り
北
の
東
岸
の
「
河
原
」
は
ど
の
よ

う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
条
・
四
条
間
の
東
岸
に
は
、
中
世
を
通
じ
て
建
仁
寺
の
よ
う
な

大
規
模
な
寺
院
は
建
立
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
伽
藍
を
洪
水
か
ら
守

る
た
め
の
堤
は
構
築
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
区
間
の
鴨
川
の

流
路
は
ほ
ぼ
一
直
線
で
あ
り
、
白
川
が
鴨
川
に
流
れ
込
む
地
点
（
四

条
か
ら
約
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
北
）
よ
り
北
に
は
、
大
き
な
「
河
原
」

は
出
現
し
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
か
の
地
点
よ
り
南
に

は
、
白
川
か
ら
常
に
大
量
の
土
砂
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら

四
条
以
南
に
ま
で
連
な
る
「
河
原
」
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
中
世
以

前
、鴨
川
四
条
の
東
岸
に
拡
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
そ
の
よ
う
な「
河

原
」
の
状
況
を
概
念
図
と
示
せ
ば
図
４
の
よ
う
に
な
る
。

図
４
で
は
当
該
地
区
の
「
河
原
」
を
「
祇
園
河
原
」
と
表
記
し
た

が
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
寛
永
（
一
六
二
四
～
四
四
）
以
降
は
、
当

該
地
区
が
西
岸
の
「
四
条
河
原
」
と
分
け
て
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た

こ
と
に
よ
る
。
た
と
え
ば
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
十
一
月
二

日
「
林
廻
衆
評
儀
記
録
写
」）
は
、
祇
園
河
原
①
に
所
在
し
た
河
原

を
「
祇
園
之
河
原

4

4

4

4

4

之
道
之
北
之
傍
と
大
和
お（

大

路

）

ほ
ち
の
西
之
ツ（
頬
）ラ
と
の
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か（
巷
）う
所
」
と
表
記
す
る（

29
）。

ま
た
同
じ
「
河
原
」
を
「
祇
園
社
林
廻
幷

在
所
中
諸
事
ニ
付
評
儀
之
事
覚
条
々
帳
」（
八
坂
神
社
蔵
）
は
「
境4

内4

や（

大

和

）

ま
と
大
路
の
西
ノ
つ（
頬
）ら
四
条
通
ノ
川
原
」
と
記
し
て
お
り（

30
）、

祇

園
河
原
①
が
「
祇
園
河
原
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
鴨
川
東
岸
の
「
河
原
」
を
「
祇
園
河
原
」
と
呼
ぶ
こ

と
は
、
祇
園
社
内
だ
け
で
な
く
広
く
一
般
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
元

和
四
年
（
一
六
一
八
）
か
ら
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
か
け
て
能

や
舞
の
鑑
賞
の
た
め
に
し
ば
し
ば
鴨
川
河
原
の
興
行
地
（
芝
居
地
）

を
訪
れ
た
豊
国
神
社
神
宮
寺
別
当
の
神
龍
院
梵
舜
（
一
五
五
三
～ 

一
六
三
二
）
は
、
そ
の
鑑
賞
場
所
を
明
確
に
「
四
条
河
原
」
と
「
祇

園
河
原
」
に
分
け
て
日
記
『
舜
旧
記
』
に
書
き
付
け
て
い
る（

31
）。

な
お
、
図
４
で
、「
祇
園
河
原
②
」
に
「
建
仁
寺
河
原
」
な
る
呼

称
を
併
記
し
た
の
は
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
以
降
は
当
該
地
区

が
建
仁
寺
領
と
な
る
こ
と
に
よ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。ま

た
、「
大
和
大
路
」
の
上
（
北
）
に
点
線
で
示
し
た
「
縄
手
」
は
、

十
六
世
紀
末
に
こ
の
地
に
造
築
さ
れ
た
道
（
堤
）
を
示
す
が
、
そ
の

築
造
時
期
や
築
造
目
的
に
つ
い
て
も
の
ち
に
改
め
て
述
べ
た
い
。

で
は
、
次
に
こ
れ
ら
鴨
川
東
岸
の
祇
園
河
原
①
②
が
、
中
世
、
ど

の
よ
う
な
領
有
関
係
下
に
あ
っ
た
か
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

図
４　

鴨
川
東
岸
の
河
原
（
祇
園
河
原
）

②
河
原
の
領
有

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、祇
園
社
の
境
内
が
鴨
川
西
岸
の
「
堤
」

を
も
っ
て
そ
の
西
境
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
鴨
川
の
東
岸

に
所
在
し
た
祇
園
河
原
①
②
は
、
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
以
降
は

当
然
、
同
社
の
一
円
的
な
領
有
下
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
祇
園
社
に
よ
る
領
有
は
、
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）

に
「
五
条
以
北
、
鴨
河
原
以
東
」
を
も
っ
て
領
域
と
す
る
建
仁
寺
の

出
現
に
と
も
な
い
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
と
な
る
。
建
仁
寺
が
「
鴨
河

原
以
東
」
の
祇
園
河
原
②
に
関
し
て
そ
の
領
有
を
主
張
し
始
め
た
か

ら
で
あ
る
。

次
に
引
用
し
た
の
は
、
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
に
室
町
幕
府
が

建
仁
寺
に
鴨
川
東
岸
の
「
四
条
以
南
五
条
以
北
河
原
田
畠
」
の
領
有

を
認
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
祇
園
社
が
幕

府
に
提
出
し
た
訴
状
で
あ
る（

32
）。

感
神
院
所
司
等
申

欲
早
被
申
武
家
、
被
与
奪
本
奉
行
□（
雅
）楽
民
部
大
夫
□
被
停
止

建
仁
寺
無
道
新
儀
□（

悕
）望
、
任
延
久
官
符
宣
、
全
社
□（
家
）管
領
五

条
以
北
河
原
田
畠
事

副
進一

通　

延
久
官
符
宣
案

右
当
社
四
至
内
敷
地
田
畠
者

後
三
条
院
御
宇
延
久
二
年
、
被
成
下
官
符
宣
之
以
来
、
社
家
管

領

□
無
相
違
、
就
中
四
条
以
南
五
条
以
北
河
原
田
畠
者
◦延
久
以
来為

社
恩
宛
賜
非
人
之
間
、
号
犬
神
人
、
所
相
従
祭
礼
以
下
諸
神
事

也
、

□
五
条
以
北
河
原
田
畠
◦俄

号
建
仁
寺
領
就
掠
申
、
武
家

不
及
被
尋
下
社
家
、
無
下
可
被
打
渡
寺
家
云

々
、
御
沙
汰
之
次

第
所
令
迷
惑
也
、
所
詮
早
被
停
止
寺
家
無
道
悕
望
、
任
官
符
宣

之
旨
、
社
家
管
領
不
可
有
相
違
□
□
為
被
仰
下
、
所
司
等
勒
状
、

以
解

康
永
三 

―

建
仁
寺
が
大
和
大
路
以
東
（
四
条
以
南
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
和

大
路
以
西
の
「
河
原
田
畠
」
を
も
「
寺
領
」
と
し
、
そ
の
領
有
を
主

張
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
祇
園
社
が
犬
神
人

へ
の
宛
行
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
当
該
田
畠
を
「
当
社
四
至
内
敷

地
」
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、こ
の
訴
状
に
見
え
る
通
り
で
あ
る
。

康
永
三
年
の
相
論
で
は
祇
園
社
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
、

至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
に
は
祇
園
社
の
執
行
宝
寿
院
顕
深
が
幕
府

か
ら
「
延
久
官
符
宣
」
の
四
至
を
安
堵
さ
れ
て
い
る（

33
）。

ま
た
、
永
享

九
年
（
一
四
三
七
）、
坂
者
（
非
人
）
の
間
で
「
祗
薗（
園
）
社
領
之
内
四

条
五
条
間
河
原
畠
」
の
耕
作
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
っ
た
時
に
は
、
幕

府
は
関
係
す
る
文
書
（
支
証
）
の
有
無
を
宝
寿
院
顕
縁
（
顕
深
の
後

継
者
）
問
い
合
わ
せ
て
い
る（

34
）。

祇
園
社
は
康
永
三
年
以
降
も
「
四
条

五
条
間
河
原
畠
」
を
「
社
領
」
と
し
て
保
持
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

し
か
し
、
そ
れ
も
大
永
六
年（
一
五
二
六
）八
月
を
も
っ
て
終
わ
り

を
告
げ
る
。
次
に
引
用
し
た
の
は
、
同
月
十
七
日
に
室
町
幕
府
が
建
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仁
寺
の
雑
掌
宛
て
に
発
し
た
奉
行
人
連
署
奉
書（
案
）で
あ
る（

35
）。

建
仁
寺
西
門
前
四
条
・
五
条
間
河
原
面
、
但

自
河
以
東
事
、
為
寺
家
封
彊
之
処
、

去
応
仁
一
乱
以
来
、
坂
者
令
自
専
云

々
、
如
元
寺
家
可
為
進
止

之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　

大
永
六
年
八
月
十
七
日　
　

前
近
江
守
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

散　
　

位
在
判

　
　
　
　
　
　
　

当
寺
雑
掌

幕
府
が
鴨
川
以
東
に
所
在
す
る
「
四
条
・
五
条
間
」
の
「
河
原
面
」

の
領
有
を
す
べ
て
建
仁
寺
に
「
寺
家
封
彊
」
と
し
て
認
め
た
こ
と
が

知
ら
れ
よ
う
。
大
永
六
年
八
月
を
境
に
、
祇
園
社
が
延
久
二
年
（
一

〇
七
〇
）
以
来
、「
四
至
内
敷
地
」「
境
内
」
と
し
て
領
有
し
て
き
た

鴨
川
東
岸
の
祇
園
河
原
②
は
同
社
の
手
を
離
れ
、建
仁
寺
の
「
封
彊
」

と
な
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
祇
園
河
原

②
う
ち
「
四
条
南
頬
」（
図
４
）
に
関
し
て
は
、
大
永
六
年
以
降
も

祇
園
社
が
領
有
し
続
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

図
５
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
三
月
に
祇

園
社
が
京
都
代
官
奉
行
五
味
豊
直
に
提
出
し
た
「
祇
園
社
地
蔵
講
芝

居
茶
屋
地
争
論
絵
図
」
で
あ
る（

36
）

祇
園
社
で
は
こ
れ
以
前
よ
り
祇
園

村
（
地
蔵
講
中
）
と
、四
条
以
北
の
鴨
川
東
岸
に
所
在
す
る
「
河
原
」

の
領
有
権
を
め
ぐ
り
争
論
を
展
開
し
て
い
た
が
、
こ
の
絵
図
は
祇
園

社
が
そ
の
争
論
に
勝
訴
し
た
と
き
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
絵

図
で
は
当
該
地
（
四
条
南
頬
）
を
四
区
画
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
に
「（
祇

園
）
社
領
」
と
い
う
注
記
を
施
し
て
い
る
。

祇
園
河
原
②
が
建
仁
寺
領（
建
仁
寺
河
原
）と
な
っ
て
の
ち
も
、「
四

条
南
頬
」
だ
け
は
、
祇
園
社
が
領
有
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

図
５
「
祇
園
社
地
蔵
講
芝
居
茶
屋
地
争
論
絵
図
」
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の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
建
仁
寺
も
認
め
て
い
た
こ
と
は
、
同

寺
の
記
録
「
境
内
並
近
隣
之
古
記
」
が
、「
橋
詰
ゟ
南
へ
拾
壱
間
、

或
十
間
壱
尺
過
候
而
建
仁（
寺
）領
也
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
あ

き
ら
か
で
あ
る（

37
）。

建
仁
寺
の
「
封
彊
」
が
、
北
で
は
四
条
（
道
）
ま

で
は
達
す
る
こ
と
な
く
、「
四
条
南
頬
」
の
南
で
終
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
祇
園
河
原
①
の
う
ち
「
四
条
南
頬
」
の
区
画
だ
け
は
、

大
永
六
年
以
降
も
祗
薗
社
領
と
し
て
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
祇
園
河
原
町
②
で
か
の
区
画
だ
け
が
祇
園
社
領
と
し

て
残
さ
れ
た
の
は
、
四
条
が
同
社
へ
の
参
詣
道
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
参
詣
道
の
両
頬
は
、
基
本
的
に
参
詣
対
象
の
寺
社
が
領
有
す
る

と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
し
て
、と
す
れ
ば
、鴨
河
西
岸
の
四
条
河
原
①
に
お
い
て
も
「
四

条
北
頬
」（
図
１
）
が
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
以
降
、
祇
園
社
領

と
し
て
存
続
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。

時
代
は
下
る
が
、
万
治
・
寛
文
頃
の
「
四
条
河
原
」
の
状
況
を
描
い

た
絵
図
が
い
ず
れ
も
、
か
の
地
を
「（
祇
園
社
）
社
領
」
と
し
て
い

う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る（

38
）。

以
上
、
中
世
に
お
け
る
鴨
川
東
岸
の
状
況
が
不
十
分
な
が
ら
あ
き

ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

最
後
に
先
に
図
４
で
示
し
て
お
い
た
「
縄
手
」
の
造
築
時
期
と
造

築
目
的
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

三
、
縄
手
の
構
築

「
縄
手
」
は
十
六
世
紀
末
以
降
の
鴨
川
東
岸
の
変
貌
の
歴
史
的
な

意
味
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ

れ
る
道
（
堤
）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
そ
の
造
築
の

目
的
や
時
期
は
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
縄
手
が
構
築
さ
れ
た
時
期
か
ら
検
証
し
て
い
く
と
、

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）、
祇
園
社
執
行
宝
寿
院
祐
満
が
京
都
町
奉

行
に
提
出
し
た
訴
状
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
カ
条
が
見
え
る（

39
）。

一
、
毎
年
祇
園
御
神
事
之
砌
、
四
方
ニ
御
榊
ヲ
立
申
候
、
東
ハ

山
境
、
西
ハ
寺
町
、
南
ハ
五
条
、
北
ハ
三
条
に
て
御
座
候
、

旧
記
ニ
有
之
昔
の
堤
と
申
ハ
、
東
洞
院
通
ニ
有
之
、
信
長
公

御
時
迄
此
堤
有
之
ト
聞
申
候
、
其
後
秀
吉
公
之
御
時
、
寺
町

辺
ニ
又
堤
、
惣
構
ヲ
被
成
候
由
、
先
祖
申
伝
候
、
其
後
三
条

4

4

4

4

縄
手
出
来
仕
候
、
此
縄
手
ハ
六
十
年
之
内
外
之
事
ニ
御
座
候

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

間
、
自
然
覚
た
る
仁
可
有
之
候
、

祐
満
の
い
う
「
東
洞
院
通
」
に
築
か
れ
て
い
た
「
堤
」
と
は
戦
国
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時
代
に
下
京
を
取
り
囲
ん
で
い
た
町
の
「
惣
構
」
の
土
居
を
指
す（

40
）。

古
く
は
そ
の
土
居
が
鴨
川
西
岸
の
「
堤
」
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
か
の
時
代
の
鴨
川
堤
の
状
況
を
伝
え
て
興
味
深
い
内
容
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
一
カ
条
で
な
に
よ
り
も
注
目
さ

れ
る
の
は
、
後
半
部
の
「
其
後
三
条
縄
手
出
来
仕
候
、
此
縄
手
ハ
六

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

十
年
之
内
外
之
事
ニ
御
座
候

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、「
縄
手
」
の
構
築
が
天
正
十
九
年
の
「
惣
構
（
御
土
居
）」
の
構

築
以
後
、年
次
で
い
え
ば
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
前
後
の
頃
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
、「
三
条
縄
手
」
の
構
築
時
期
に
関
し

て
は
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
で
あ
っ
た
か
と
も
お
も
わ
れ
る
史

料
も
残
さ
れ
て
お
り（

41
）、

こ
こ
で
は
そ
れ
が
十
六
世
紀
末
の
文
禄
・
慶

長
の
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

次
に
「
縄
手
」
の
様
態
で
あ
る
が
、
慶
長
・
元
和
の
頃
の
景
観
を

描
く
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
姿
を
鴨
川
東
岸

（
三
条
・
四
条
間
）
を
走
る
堤
上
の
道
と
し
て
表
現
す
る（

42
）。

写
真
１

と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
そ
の
な
か
の
一
つ
で
慶
長
年
間
の
「
縄
手
」

の
姿
を
描
く
出
光
美
術
館
本「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」で
あ
る
。「
縄
手
」

が
鴨
川
東
岸
の
道
で
あ
る
と
と
も
に
、
堤
と
し
て
も
造
築
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
と
い
え
る
。「
縄
手
」
は
三
条
と
四
条
を

結
ぶ
堤
上
の
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
堤
道
は
い
か
な
る

写真１　洛中洛外図屏風（出光美術館蔵）

大
仏
殿

大和大路
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目
的
で
造
築
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
目
的
の
一
つ
が
鴨
川
東
岸
の
護
岸
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、主
た
る
目
的
は
そ
れ
で
は
な
く
、

三
条
と
四
条
を
直
接
結
ぶ
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
前
、
鴨
川
東
岸
の
三
条
・
四
条
間

に
整
っ
た
道
は
な
く
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
御
土
居
が
構

築
さ
れ
て
の
ち
、鴨
川
東
岸
の
三
条
か
ら
伏
見
に
行
こ
う
と
す
れ
ば
、

い
っ
た
ん
三
条
大
橋
を
渡
っ
て
洛
中
に
入
り
、
洛
中
か
ら
五
条
大
橋

を
渡
っ
て
伏
見
街
道
に
出
る
し
か
方
法
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
縄

手
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、
鴨
川
東
岸
の
三
条
か
ら
は
大
和
大
路
経
由

で
一
直
線
に
伏
見
に
ま
で
い
た
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
と
物
の
流
れ
が
格
段
に
よ
く
な
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

ち
な
み
に
元
和
年
間
（
一
六
一
五
～
二
四
）
に
は
、「
縄
手
」
と

大
和
大
路
は
合
わ
せ
て
「
大
和
堤
」
と
呼
ば
れ
て
い
る（

43
）。

こ
の
道
が

一
本
の
堤
の
道
と
し
て
人
び
と
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
と
い
え
る
。
な
お
、「
縄
手
」
が
堤
と
な
っ
た
の
は
、
湿
潤
な
東

岸
の
鴨
川
べ
り
に
道
を
通
す
に
は
土
盛
り
を
す
る
し
か
方
法
が
な
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
縄
手
」
の
構
築
に
よ
っ
て
そ
の
東
を
画
さ
れ
た
祇
園
河
原
①
が

（
白
川
）

四
条

大
和
橋

三
条
大
橋

縄　手
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白
川
か
ら
流
れ
込
む
土
砂
に
よ
っ
て
西
へ
と
拡
が
っ
て
い
っ
た
こ
と

は
、
こ
れ
ま
た
上
河
原
家
伝
来
の
万
治
・
寛
文
頃
の
「
四
条
河
原
」

を
描
く
い
く
つ
か
の
絵
図
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

先
に
あ
げ
た
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
「
祇
園
社
地
蔵
講
芝
居

茶
屋
地
争
論
絵
図
」（
図
５
）
で
も
、「
縄
手
」
の
西
、
四
条
以
北
の

鴨
川
東
岸
に
は
、
大
き
な
祇
園
河
原
①
が
拡
が
っ
て
い
る
。

「
縄
手
」
を
東
境
と
す
る
こ
の
「
河
原
」
に
祇
園
社
の
「
神
田
」「
社

領
」
が
開
か
れ
、「
地
蔵
堂
跡
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
同
図

が
詳
し
く
描
く
通
り
で
あ
る
。

む
す
び

本
稿
で
中
世
以
前
の
鴨
川
の
「
四
条
河
原
」
に
つ
い
て
あ
き
ら
か

と
な
っ
た
点
と
、残
さ
れ
た
課
題
を
整
理
し
「
む
す
び
」
と
し
た
い
。

最
初
に
本
稿
で
確
認
で
き
た
事
実
を
改
め
て
確
認
す
れ
ば
次
の
よ
う

に
な
ろ
う

中
世
、鴨
川
四
条
に
は
西
岸
の
「
堤
」（
の
ち
の
御
土
居
）
以
東
に
、

四
条
河
原
①
②
、祇
園
河
原
①
②
の
四
つ
の
「
河
原
」
が
所
在
し
た
。

そ
の
拡
が
り
は
西
は「
堤
」を
も
っ
て
境
と
し
て
い
た
が
、
東
は
遊
水

地
と
な
っ
て
い
た
た
め
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
ま
で
は
定
ま
っ
た

境
は
な
か
っ
た
。
建
仁
二
年
以
降
、
大
和
大
路
の
西
に
土
手
が
築
造

さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
祇
園
河
原
②
の
東
境
と
な
る
。
し
か
し
、
祇
園

河
原
①
に
は
、
そ
の
後
も
明
確
な
東
境
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
が
現
出

す
る
の
は
文
禄
・
慶
長
頃
の
縄
手
構
築
以
降
の
こ
と
な
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
「
河
原
」
は
、
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
以
後
は

南
北
朝
時
代
末
ま
で
、
す
べ
て
祇
園
社
の
「
四
至
」
内
（
境
内
）
と

し
て
存
在
し
た
。
し
か
し
、
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
に
四
条
河
原

①
が
金
蓮
寺
（
四
条
道
場
）
の
「
敷
地
」
に
、ま
た
、大
永
六
年
（
一

五
二
六
）
に
祇
園
河
原
②
が
建
仁
寺
の
「
封
彊
」
と
な
り
、
祇
園
社

に
残
さ
れ
る
「
河
原
」
は
、
四
条
河
原
②
、
祇
園
河
原
①
の
二
つ
だ

け
と
な
る
。
た
だ
四
条
河
原
①
、
祇
園
河
原
②
の
四
条
の
頬
面
に
関

し
て
は
、
祇
園
社
が
同
社
へ
の
参
詣
道
と
し
て
そ
の
領
有
権
を
一
貫

し
て
保
持
し
た
。

以
上
、
十
六
世
紀
後
半
に
劇
的
変
化
が
起
こ
る
前
の
鴨
川
四
条
の

拡
が
り
と
そ
の
領
有
関
係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
不
十

分
な
が
ら
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

中
世
、寺
社
（
祇
園
社
、
金
蓮
寺
、建
仁
寺
）
境
内
（「
四
至
」「
敷

地
」「
封
彊
」）
の
「
河
原
田
畠
」
と
し
て
存
在
し
た
こ
れ
ら
の
「
河

原
」
が（

44
）、

近
世
に
な
る
と
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
経
緯
の
も
と
に
、

興
行
地
「
四
条
河
原
」
と
な
り
「
京
四
条
芝
居
」
の
地
と
な
っ
て
い
っ
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た
か
が
、
次
な
る
検
討
課
題
と
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
論
じ
た
い
。

最
後
に
そ
の
考
察
に
あ
た
り
欠
か
せ
な
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
、

鴨
川
の
治
水
事
業
に
お
け
る
公
権
（
朝
廷
・
幕
府
）
と
私
権
（
寺
社
）

の
並
存
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
視
点
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

建
仁
寺
で
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
ま
で
年
に
一
度
、
四
条
・

五
条
間
の
鴨
川
の
「
川
除
」
を
一
山
を
総
動
員
し
て
実
施
し
て
い
る（

45
）。

い
う
ま
で
も
な
く
「
川
除
」
と
は
「
堤
防
を
堅
固
に
し
、
河
水
を
せ

き
と
め
る
こ
と
」（『
広
辞
苑
』）
を
い
う
。
こ
れ
ま
た
十
七
世
紀
半

ば
の
事
例
と
な
る
が
、
上
流
の
下
鴨
神
社
で
も
承
応
二
年
（
一
六
五

三
）
四
月
、
そ
の
境
内
の
賀
茂
川
両
岸
の
「
川
除
」
を
一
社
と
し
て

実
行
し
て
い
る（

46
）。

祇
園
社
・
金
蓮
寺
で
も
事
情
は
同
じ
で
、
中
世
、

境
内
「
河
原
」
の
「
川
除
」
は
、
寺
社
の
義
務
と
な
っ
て
い
た
。

鴨
川
に
お
い
て
江
戸
幕
府
が
本
格
的
な
治
水
事
業
に
乗
り
出
す
の

は
寛
文
九
年
以
降
の
こ
と
で
あ
り（

47
）、

そ
れ
ま
で
は
鴨
川
の
「
河
原
」

の
治
水
は
、
基
本
的
に
寺
社
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
本
稿
で
も
見
た
よ
う
に
、
十
六
世
紀
後
半

よ
り
公
権
力
（
豊
臣
政
権
・
江
戸
幕
府
）
は
、
天
正
十
九
年
（
一
五

九
一
）
の
御
土
居
、慶
長
・
文
禄
頃
の
縄
手
（
堤
）、寛
文
十
一
年
（
一

六
七
一
）
の
新
堤
と
、
あ
い
つ
い
で
鴨
川
に
堤
を
築
造
す
る
。
こ
の

よ
う
な
公
権
力
に
よ
る
大
規
模
な
築
堤
と
、そ
れ
ま
で
寺
社
（
私
権
）

が
実
施
し
て
き
た
孤
立
分
散
的
な
「
川
除
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
っ
た
の
か
。
鴨
川
の
治
水
を
め
ぐ
る
両
者
の
関
係
の
推
移
こ

そ
が
、
十
六
世
紀
後
半
以
降
に
惹
起
す
る
「
四
条
河
原
」
の
劇
的
変

化
の
歴
史
的
意
味
を
解
く
重
要
な
鍵
の
一
つ
に
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

註（
１
） 

拙
稿
「
中
世
「
四
条
河
原
」
考
」（
拙
著
『
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。
こ
こ
で
い
う
「
四
条
河
原
」
と
は
平

安
京
の
「
四
条
大
路
」
が
東
へ
と
京
域
外
に
延
び
て
鴨
川
と
交
叉
す

る
あ
た
り
に
拡
が
っ
て
い
た
西
岸
の
河
原
を
い
う
（
後
述
す
る
よ
う

に
東
岸
の
河
原
は
「
祇
園
河
原
」
と
呼
ば
れ
た
）。
平
安
京
で
は
「
四

条
大
路
」
は
、「
東
京
極
大
路
」
で
終
わ
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
東

に
延
び
る
道
を
「
四
条
大
路
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
む
ろ
ん
で
き
な
い
。

た
だ
、
古
く
よ
り
こ
の
道
は
「
四
条
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
（
後
掲
の

延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
二
月
二
日
付
け
「
太
政
官
符
」
で
も
京
域

外
に
延
び
た
三
条
大
路
・
五
条
大
路
か
ら
の
道
を
「
北
限
三
条
末
以
南
」

「
南
限
五
条
以
北
」
の
よ
う
に
表
記
す
る
）、本
稿
で
も
「
東
京
極
以
東
」

に
延
び
る
道
を
「
四
条
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
２
） 

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
大
雲
院
の
敷
地
と
な
っ
た
「
余
部
敷
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地
」
が
御
土
居
の
内
側
（
西
側
）
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
註
（
１
）

拙
稿
所
載
の
図
１
参
照
。
な
お
、
か
つ
て
鴨
川
の
西
岸
、
四
条
の
南

に
所
在
し
た
余
部
が
決
し
て
荒
涼
と
し
た
河
原
に
所
在
す
る
集
落
で

は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
歴
博
甲
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
を
は
じ
め

と
す
る
い
く
た
の
絵
画
史
料
が
描
く
同
集
落
の
あ
り
よ
う
か
ら
も
見

て
取
れ
る
（
前
掲
註
（
１
）
拙
稿
参
照
）。

　

平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
七
月
、
か
つ
て
の
余
部
の
敷
地
内

か
ら
古
銭
四
万
枚
が
入
っ
た
備
前
焼
の
壺
が
発
掘
さ
れ
た
（
同
月
八

日
付
「
京
都
新
聞
」）。
余
部
の
河
原
者
が
地
中
に
埋
め
た
銭
壺
と
推

定
さ
れ
、
彼
ら
の
生
活
が
経
済
的
に
も
そ
れ
な
り
に
安
定
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
壺
の

中
の
銭
は
、
動
物
の
皮
の
さ
し
緡
（
銭
穴
に
通
す
紐
）
で
括
ら
れ
て

い
た
。

（
３
） 

拙
稿
「
中
世
京
都
・
東
山
の
風
景
」（
註
１
拙
著
所
収
）。

（
４
） 

興
行
地
と
し
て
の
「
四
条
河
原
」
か
ら
「
京
四
条
芝
居
」
へ
の
展
開

に
つ
い
て
は
、「
か
ぶ
き
の
誕
生
」（
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史
』
四
、

學
藝
書
林
、
一
九
六
九
年
）「
芝
居
と
遊
里
」（
京
都
市
編
『
京
都
の

歴
史
』
五
、學
藝
書
林
、一
九
七
二
年
）、守
屋
毅
「
芝
居
と
遊
里
」「
初

期
歌
舞
伎
の
近
世
」（
同
氏
著
『
近
世
芸
能
興
行
史
の
研
究
』
弘
文
堂
、

一
九
八
五
年
）
参
照
。
た
だ
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
お
い
て
も
「
四

条
河
原
」
の
具
体
的
な
広
が
り
や
そ
の
領
有
関
係
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
５
） 

祇
園
社
の
大
鳥
居
に
関
し
て
は
、
前
稿
註
（
３
）
拙
稿
参
照
。

（
６
） 

前
掲
註
１
拙
稿
参
照
。
前
稿
で
は
、
集
落
の
移
転
時
期
を
近
世
の
天

部
村
の
由
緒
書
に
も
と
づ
き
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
と
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
移
転
先
と
な
っ
た
田
畠
地
を
そ
れ
ま
で
領
有
し
て
い

た
祇
園
社
で
は
、
そ
れ
を
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
の
で
き
ご
と

で
あ
っ
た
と
伝
え
る
（「
祇
園
社
本
縁
雑
録
」）

天
正
十
九
年
之
比こ
ろ

か
。
こ
の
外
あ御
地
広
サ
百
間
ニ
九
十
間
也

ま
へ
屋
敷
、
三
条
ノ
川
之
東
、

祇
園
境
内
へ
替
遷
也
。
昔
之
あ
ま
へ
屋
敷
ハ
京
極
四
条
下
ル
大

雲
院
屋
敷
ノ
程
云
々

　

こ
の
記
禄
の
信
憑
性
は
高
く
、
前
稿
で
引
用
し
た
大
雲
院
伝
来
の

天
正
十
九
年
八
月
二
日
付「
前
田
玄
以
下
知
状
」と
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、

そ
の
移
転
時
期
は
天
正
十
九
年
で
あ
っ
た
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

前
稿
を
訂
正
す
る
。

（
７
） 

御
土
居
に
関
す
る
最
新
の
研
究
と
し
て
は
、
中
村
武
生
「
豊
臣
政
権

の
京
都
都
市
改
造
」（
日
本
史
研
究
会
編
『
豊
臣
秀
吉
と
京
都 

聚
楽
第
・

御
土
居
と
伏
見
城
』
二
〇
〇
一
年
、
文
理
閣
）
が
あ
る
。

（
８
） 

高
橋
学
「
鴨
川
流
域
に
お
け
る
地
形
環
境
の
変
遷
と
開
発
」（
平
成
８
・

９
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
報
告
書
、
研
究
代
表
者
吉
越
昭

久
「
河
川
景
観
と
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
」、

一
九
九
八
年
）。
こ
の
段
丘
の
鎌
倉
時
代
の
状
況
は
「
一
遍
上
人
絵
伝
」

七
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
る
（
後
掲
註
（
18
）
参
照
）。

（
９
） 

昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）
四
月
五
日
付
「
太
政
官
符
」（『
類
聚
三
代
格
』

所
収
。
こ
の
「
太
政
官
符
」
に
引
用
さ
れ
る
「
崇
親
院
解
」
は
、
同

院
の
田
地
の
所
在
地
に
つ
い
て
「
而
件
院
田
在
堤
西
、
去
堤
五
六
段
」

と
記
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、同
院
の
田
地
は
「
堤
」
か
ら
五
、六
十
メ
ー

ト
ル
も
離
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。



−　 −19

（
10
） 

嘉
慶
元
年
十
月
二
十
五
日
付
「
斯
波
義
将
下
知
状
」（
阿
部
征
寛
編
「
京

都
四
条
道
場
金
蓮
寺
文
書
」
二
〇
号
〔『
庶
民
信
仰
の
源
流
―
時
宗
と

遊
行
聖
』
名
著
出
版
、
一
九
八
二
年
〕
所
収
。
以
下
『
金
蓮
寺
文
書
』

と
表
記
す
る
）

（
11
） 

延
文
元
年
八
月
十
八
日
付「
足
利
義
詮
御
教
書
」『
金
蓮
寺
文
書
』九
号
、

同
月
二
十
三
日
付「
佐
々
木
道
誉
寄
進
状（『
金
蓮
寺
文
書
』一
〇
号
）。）

（
12
） 

嘉
慶
二
年
十
二
月
二
十
三
日
付「
足
利
義
満
御
教
書
」（『
金
蓮
寺
文
書
』

二
一
号
）

（
13
） 

至
徳
三
年
六
月
八
日
付
「
宝
寿
院
顕
深
避
状
」（『
金
蓮
寺
文
書
』
一

八
号
）

（
14
） 

延
久
二
年
二
月
二
十
日
付
「
太
政
官
符
」（『
増
補
八
坂
神
社
文
書
』

一
号
）

（
15
） 

至
徳
二
年
十
一
月
二
十
七
日
付
「
官
宣
旨
」（『
増
補
八
坂
神
社
文
書
』

四
五
号
）

（
16
） 

建
仁
寺
の
四
至
に
つ
い
て
は
、『
帝
王
編
年
記
』建
仁
二
年（
一
二
〇
二
）

条
が
唯
一
「
五
条
以
北
、
鴨
河
原
以
東
」
と
伝
え
る
。

（
17
） 

戦
国
時
代
の
京
都
を
描
い
た
歴
博
甲
本
、
東
博
模
本
、
歴
博
乙
本
は

上
杉
本
を
除
き
す
べ
て
、
祇
園
会
の
神
幸
の
風
景
と
と
も
に
四
条
橋

西
詰
め
の
鳥
居
を
描
く
。
な
お
鎌
倉
時
代
の
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
七

が
描
く
大
鳥
居
は
鴨
川
の
流
水
面
か
ら
か
な
り
高
い
所
に
建
ち
、
そ

の
北
に
は
深
い
河
岸
段
丘
が
連
な
る
。
ま
た
段
丘
下
の
河
原
に
は
耕

作
地
が
見
え
る
。
前
掲
註
（
１
）
拙
稿
な
ら
び
に
前
掲
（
３
）（
17
）

参
照
。

（
18
） 

天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
七
月
、
京
都
を
襲
っ
た
大
洪
水
に
よ
っ

て
こ
の
鳥
居
が
流
さ
れ
た
時
、
公
家
の
山
科
言
継
は
そ
の
日
記
『
言

継
卿
記
』
天
文
十
三
年
七
月
九
日
条
に
「
四
条
大
鳥
居
流
失
」
と
記
す
。

ま
た
『
厳
助
大
僧
正
記
』
も
同
じ
で
き
ご
と
を
「
祇
園
大
鳥
井（
居
）流
失
」

（
同
日
条
）
と
記
録
し
て
い
る
。
前
掲
註
（
３
）
拙
稿
参
照
。

（
19
） 「
上
河
原
家
文
書
」。
上
河
原
家
は
十
七
世
紀
初
め
よ
り
祇
園
社
執
行

宝
寿
院
の
も
と
で
「
社
代
職
」
を
世
襲
し
た
家
で
、
同
家
に
は
本
絵

図
の
ほ
か
、
何
点
か
の
「
四
条
河
原
」
と
そ
の
周
辺
を
描
い
た
絵
図

が
伝
来
す
る
。
そ
れ
ら
絵
図
に
つ
い
て
は
別
稿
で
の
検
討
を
予
定
し

て
い
る
。

（
20
） 

大
龍
寺
は
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
の
寺
町
の
造
成
と
と
も
に
、

四
条
の
御
土
居
西
に
移
転
し
て
き
た
寺
院
で
あ
る
。
昭
和
五
十
一
年

（
一
九
七
六
）
に
京
都
市
右
京
区
梅
ヶ
畑
高
鼻
に
移
転
し
（『
京
都
坊

目
誌
』
下
京
第
六
学
区
之
部
）、
そ
の
跡
は
現
在
、
商
業
地
と
な
っ
て

い
る
。

（
21
） 

四
条
通
り
に
北
か
ら
突
き
あ
た
る
道
は
「
裏
寺
町
通
」
で
、
×
の
地

点
は
、
現
在
の
地
名
表
示
で
い
え
ば
、「
四
条
・
裏
寺
町
」
と
な
る
。

（
22
） 

前
掲
註
（
13
）
史
料
。

（
23
） 

前
掲
註
（
16
）
参
照
。

（
24
） 

拙
稿
「
霊
洞
院
蔵
「
境
内
並
近
隣
之
古
記
」（『
学
叢
』
三
七
号
、
京

都
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
25
） 「
大
和
大
路
」
に
つ
い
て
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
27
京
都
市
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
）
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

広
義
の
大
和
大
路
は
、
三
つ
の
部
分
よ
り
な
り
、
三
条
・
四
条
通

間
を
縄な

わ

手て

通
、
四
条
・
五
条
間
を
建け
ん

仁に
ん

寺じ

（
町ま
ち

）
通
、
五
条
通
以
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南
を
大
仏
仁に

王お
う

門も
ん

通
と
称
し
、
狭
義
に
は
三
条
・
四
条
通
間
（
い

わ
ゆ
る
縄
手
通
）
の
み
を
さ
し
た
。
現
在
は
、
四
条
通
を
境
に
以

北
を
縄
手
通
、
以
南
を
大
和
大
路
通
と
よ
ぶ
。

　

本
稿
で
は
、
現
在
の
呼
称
に
準
拠
し
、
四
条
・
五
条
間
を
「
大
和

大
路
」、
そ
れ
よ
り
北
の
三
条
・
四
条
間
を
「
縄
手
」
と
表
記
す
る
こ

と
と
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
縄
手
が
文
禄
か
ら
慶
長
初
年
頃
に
造
築
さ
れ
た
あ
た

ら
し
い
道
（
堤
）
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
26
） 

前
掲
註
（
24
）
拙
稿
参
照
。

（
27
） 

前
掲
註
（
24
）
拙
稿
参
照
。
建
仁
寺
町
の
背
後
に
連
な
る
こ
の
藪
地

が
開
発
さ
れ
柳
町
が
出
現
す
る
の
は
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）

の
こ
と
で
あ
る
（
日
向
進
・
小
出
祐
子
「
近
世
に
お
け
る
建
仁
寺
門

前
地
区
の
開
発
―
一
八
世
紀
の
新
地
開
発
―
」〔
科
学
研
究
費
補
助
金

研
究
成
果
報
告
書
『
近
世
東
山
の
景
観
構
成
諸
要
素
に
関
す
る
文
献

的
研
究
』
研
究
代
表
者
永
井
規
男
、
一
九
九
九
年
）
所
収
〕
参
照
）。

（
28
） 

前
掲
註
（
24
）
拙
稿
参
照

（
29
） 『
新
編
八
坂
神
社
文
書
』
一
五
四
号
。

（
30
） 「
祇
園
社
林
廻
并
在
所
中
諸
事
ニ
付
評
儀
之
事
覚
条
々
帳
」
寛
永
元
年

十
二
月
十
日
条
。

（
31
） 『
舜
旧
記
』
に
は
、「
四
条
河
原
」「
祇
園
河
原
」
で
興
行
さ
れ
た
能
・

舞
に
関
す
る
記
載
が
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
か
ら
寛
永
九
年
（
一

六
三
二
）
の
間
で
二
十
四
件
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
一
覧
に
す
る

と
、
表
１
の
よ
う
に
な
る
。
興
行
地
を
「
祇
園
河
原
」「
祇
園
之
河
原
」

と
す
る
記
載
は
八
件
を
数
え
る
が
、
こ
の
う
ち
慶
長
八
年
（
一
六
〇

三
）
八
月
の
金
剛
大
夫
に
よ
る
勧
進
能
は
、
前
年
に
御
土
居
に
よ
っ

て
閉
じ
ら
れ
て
い
た
四
条
の
東
行
き
が
再
び
開
通
し
た
こ
と
を
受
け

て
、
祇
園
社
が
勧
進
に
よ
っ
て
四
条
橋
を
架
け
た
と
き
興
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。「
祇
園
本
縁
雑
実
記
」（
八
坂
神
社
蔵
）
は
そ
の
こ
と

表１　『舜旧記』に見る ｢四条河原｣ と ｢祇園河原｣
年　月　日 興行場所 芸能と演者

慶長３月４月11日 祇　園 能　下京衆長谷川宗仁
慶長８年３月1日 三条橋 能　梅若大夫
慶長８年８月21曰 祇園社 勧進能（四条橋架橋）　金剛大夫
元和４年２月２曰 四条河原 能　日吉大夫
元和４年閏３月２日 祇園河原 勧進　舞
元和５年１月27日 四条河原 能
元和６年８月22日 四条河原 勧進女舞　春大夫
元和６年９月５日 四条河原 勧進能　女大夫
元和８年２月８日 四条河原 勧進能　女大夫（右京）
元和８年３月10日 四条河原 女能
元和８年９月２日 四条河原 勧進能　女能
元和９年３月２日 四条河原 女能
元和９年９月２日 四条河原 女勧進能
元和10年１月９日 祇園之河原 アヤツリ（酒伝童子）
寛永１年２月18曰 祇園河原 勧進之女能
寛永５年２月２日 四　条 勧進舞
寛永５年２月５曰 四条河原 能
寛永５年８月30日 祇園之河原 勧進舞
寛永６年１月24日 四条河原 能　上林大夫
寛永６年４月22曰 祇園之河原 能　大坂大夫
寛永６年９月12日 祇園河原 勧進能
寛永７年１月29日 祇園河原 能女大夫（上林）
寛永７年４月26日 四条河原 女能
寛永８年１月26日 四条河原 女能
寛永８年４月16日 四条河原 女能
寛永９年４月９日 祇園河原 能　右馬助

同　上 四条河原 勧進能　右馬助大夫
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を
次
の
よ
う
に
つ
た
え
る
。

同
八
年
八
月
、
当
社
拝
殿
ニ
テ
法
楽
之
能
、
両
日
有
、
金
剛
大

夫
也
、
初
日
ワ
キ
能
ハ
絵
馬
也

此
時
ノ
金
剛
大
夫
ハ
北
七
大
夫
㕝
也
、
金
剛
大
夫
ニ
男
子
ナ
キ

故
、
北
七
太
夫
ヲ
婿
ニ
取
テ
、
金
剛
之
家
ヲ
預
ケ
、
須
臾
ノ
程
、

七
大
夫
ヲ
金
剛
大
夫
ト
申
セ
シ
由
也
、
此
度
ノ
能
ハ
去
年
四
条

ノ
口
ノ
通
ヲ
開
タ
ル
ニ
依
テ
、
四
条
大
橋
ヲ
渡
ス
、
其
橋
供
養

ナ
リ
、
其
能
ノ
後
、
当
所
之
地
下
人
等
橋
ノ
辺
ニ
テ
供
養
ノ
六

斎
念
仏
セ
シ
ト
也

（
32
） 

康
永
三
年
付
「
感
神
院
所
司
等
申
状
案
」（『
八
坂
神
社
文
書
』
一
三

三
三
号
）。

（
33
） 

前
掲
註
（
15
）
史
料
。

（
34
） 「
祇
園
執
行
顕
縁
請
文
案
」（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵「
祇
園
社
文
書
」

一
七
六
号
〔
早
稲
田
大
学
図
書
館
編
『
早
稲
田
大
学
所
蔵
文
書
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
〕）。

（
35
） 「
正
伝
永
源
院
文
書
」。

（
36
） 「
上
河
原
家
文
書
」。
本
絵
図
に
は
、
次
の
よ
う
な
明
徳
三
年
（
一
三

九
二
）
三
月
二
十
一
日
付
の
裏
書
が
あ
る
。

明
徳
三
丁

酉
歳
三
月
廿
一
日

備（
五
味
豊
直
）

前
守
殿
へ
指
上
ケ
候
絵
図
也

　

訴
訟
に
破
れ
た
「
地
蔵
講
」
は
同
日
付
け
で
裁
許
の
遵
守
を
誓
っ

た
請
書
を
「
祇
園
林
ノ
衆
」
宛
て
に
差
し
出
し
て
い
る
（『
新
編
八
坂

神
社
文
書
』
一
六
四
号
）。「
地
蔵
講
」
と
は
祇
園
村
の
惣
堂
目
病
地

蔵
（
仲
源
寺
）
を
中
心
に
結
ば
れ
た
講
組
織
を
い
う
。
こ
れ
以
前
よ

り
地
蔵
講
が
祇
園
社
か
ら
付
与
さ
れ
た
「
地
蔵
堂
跡
（
地
蔵
堂
の
旧

敷
地
）」
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
絵
図
に
見
え
る
通
り
で
あ
る
。
ま

た
、「
祇
園
林
ノ
衆
」
と
は
、
近
世
、
祇
園
社
に
お
い
て
財
務
運
営
や

門
前
町
の
統
治
に
あ
た
っ
た
社
代
・
社
僧
を
そ
の
構
成
員
と
し
た
組

織
を
い
う
（『
新
編
八
坂
神
社
文
書
』「
編
集
後
記
」〔
下
坂
執
筆
〕
参

照
）。
こ
の
争
論
に
つ
い
て
も
、
別
稿
で
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。

（
37
） 

前
掲
註
（
24
）
史
料
11
条
。
な
ら
び
に
同
史
料
解
説
参
照
。

（
38
） 

前
掲
註
（
19
）
史
料
。

（
39
） 

万
治
二
年
四
月
付
「
社
務
執
行
宝
寿
院
祐
満
訴
状
案
」（『
八
坂
神
社

文
書
』
二
二
号
）。
な
お
、
本
文
書
は
前
欠
で
あ
る
が
、
八
坂
神
社
社

務
所
編
『
八
坂
神
社
文
書
』
は
、
巻
頭
部
に
本
文
書
と
は
ま
っ
た
く

関
わ
り
の
な
い
他
の
文
書
を
誤
っ
て
収
録
し
て
い
る
。

（
40
） 「
惣
構
」
に
つ
い
て
は
、
高
橋
康
夫
「
戦
国
時
代
の
京
の
都
市
構
造
―

町
組
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
同
氏
著
『
京
都
中
世
都
市
史
研
究
』（
思
文

閣
出
版
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

（
41
） 「
上
下
京
町
々
古
書
明
細
記
」（
原
田
伴
彦
他
編
集
代
表
『
日
本
都
市

生
活
史
料
集
成
』
一
（
学
習
研
究
社
、
一
九
七
七
年
）
に
は
、
文
禄

四
年
（
一
五
九
五
）
八
月
に
「
三
条
の
土
手
」
を
築
い
た
こ
と
を
伝

え
る
次
の
よ
う
な
文
書
が
収
録
さ
れ
る
。

三
条
の
土
手
の
普
請
諸
木
竹
散
俵
芝
手
二
重
目
迄
誂
へ
申
銀
子

之
高

（
朱
書
）　
「
但
御
土
居
築　

　

之
事　
　
　

」

合
五
百
五
十
弐
匁
也

文
禄
四
年
八
月
晦
日

　

こ
の
「
三
条
の
土
手
」
が
具
体
的
に
ど
こ
の
堤
を
い
う
の
か
は
わ
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か
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
縄
手
（
堤
）
を
指
す
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
七
月
、
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
は
祇
園

社
の
執
行
に
「
祇
園
堤

4

4

4

川
除
之
杭
木
」
と
す
る
た
め
に
「（
祇
園
）
林
」

の
枯
木
を
求
め
て
い
る
（
同
月
二
日
付
「
板
倉
勝
重
書
状
」〔『
八
坂

神
社
文
書
』一
二
六
〇
号
〕。
こ
こ
に
い
う「
祇
園
堤
」と
は
縄
手（
堤
）

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
刊
「
新

改
洛
陽
幷
洛
外
図
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）、万
治
元
年
（
一
六
五
八
）

刊
「
万
治
元
戊
戌
歳
平
安
城
之
図
」（
筑
波
大
学
蔵
）
は
、
三
条
四
条

間
の
道
（
堤
）
を
そ
れ
ぞ
れ
「
ギ
ヲ
ン
ナ
ワ
テ
」「
ぎ
お
ん
な
は
て
」

と
表
記
す
る
。

　

ち
な
み
に
「
縄
手
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、
足
利
健
亮
氏
は
次

の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る（「
平
安
京
外
縁
部
の
計
画
」〔
同
氏
著『
日

本
古
代
地
理
研
究
』
一
九
八
五
年
、
大
明
堂
〕））。

こ
の
よ
う
に
、
縄
手
と
い
う
呼
称
は
、
条
里
制
の
条
・
里
・
坪

界
線
に
、
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
縄
手
と
い
う
言
葉
は
、
土

地
丈
量
の
基
線
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と

同
時
に
縄
手
に
は
計
画
的
に
作
ら
れ
た
直
線
道
路
と
い
う
意
味

も
含
ま
れ
て
い
た
。

　

三
条
・
四
条
間
に
出
現
し
た
縄
手
は
、
ま
さ
に
「
計
画
的
に
作
ら

れ
た
直
線
道
路
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
う
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
42
） 

慶
長
期
か
ら
元
和
期
に
か
け
て
の
景
観
を
描
い
た
「
洛
中
洛
外
図
屏

風
」
で
は
出
光
美
術
館
本
の
ほ
か
、
勝
興
寺
本
、
堺
市
立
美
術
館
本
、

大
阪
市
立
美
術
館
本
、
神
戸
市
立
博
物
館
本
、
林
原
美
術
館
本
の
各

本
が
、
ま
た
寛
永
期
の
景
観
を
描
い
た
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
で
は

南
蛮
美
術
館
本
、
万
野
Ａ
本
、
歴
博
Ｄ
本
、
高
津
古
文
化
会
館
Ｂ
本
、

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本
が
、
大
和
大
路
の
堤
と
し
て
の
姿
を
よ
く
描

く
（
作
品
の
呼
称
は
い
ず
れ
も
京
都
国
立
博
物
館
編
『
洛
中
洛
外
図 

都
の
形
象
ー
洛
中
洛
外
の
世
界
』（
淡
交
社
、
一
九
九
六
年
）
に
依
拠

し
た
）。

（
43
） 「
祇
園
社
林
廻
并
在
所
中
諸
事
ニ
付
評
儀
」
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）

十
二
月
三
日
条
に
「
西
ノ
大
和
堤

4

4

4

与
四
条
通
ノ
道
北
頬
六
七
間
口
之

芝
居
之
地
子
」
と
見
え
る
。

（
44
） 

金
蓮
寺
で
も
時
代
は
室
町
時
代
後
期
ま
で
下
る
が
、
年
未
詳
八
月
十

七
日
付
「
伊
勢
貞
孝
被
官
人
連
署
書
状
」（『
金
蓮
寺
文
書
』
七
二
号
）、

年
未
詳
八
月
二
十
一
日
付「
伊
勢
貞
孝
施
行
状
」（
同
文
書
七
三
号
）に
、

「
当
寺
御
境
内
河
原
作
職
」
と
い
う
文
言
が
見
え
て
お
り
、
同
寺
敷
地

内
の
「
河
原
」
が
耕
作
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
45
） 

前
掲
註
（
24
）
拙
稿
参
照
。

（
46
） 

承
応
二
年
四
月
、下
鴨
神
社
の
「
祝
方
」
と
「
社
務
方
」
が
、鴨
川
「
河

原
」
八
十
八
間
の
「
川
ヨ
ケ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
四
十
四
間
ず
つ
実
施
し

た
こ
と
が
「
鴨
脚
豊
光
日
記
」（
八
坂
神
社
蔵
）
同
三
日
条
以
下
に
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

（
三
日
）
又
今
日
当
社
東
ノ
河
原
、
社
司
・
氏
人
分
面
々
ノ
持
分
ニ

仕
ル
、
小
松
原
ヨ
リ
北
ノ
方
氏
人
、
南
方
社
司
方
、
此
分
ノ
惣
間

4

4

4

4

4

八
十
八
間
也
、
祝
方
へ
四
十
四
間
、
社
務
方
へ
四
十
四
間
也

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
是

ヲ
ク（
鬮
）
シ
ド
リ
ニ
仕
ル
、
北
ノ
方
四
十
四
間
ハ
祝
方
へ
取
申
候
、
南

方
四
十
四
間
ハ
社
務
方
へ
取
申
候
、
祝
方
、
前
祝
三
位
豊
秀
、
祝

秀
正
、
権
祝
豊
光
、
河
合
祝
秀
治
、
比
良
木
祝
若
清
、
貴
布
祢
祝



−　 −23

秀
安
、
社
務
方
、
社
務
祐
信
、
権
禰
宜
祐
栄
、
河
合
禰
宜
祐
永
、

三
所
禰
宜
祐
□
、
貴
布
祢
々
宜
斯
祐
、
右
諸
社
務
十
二
人
、
此
分

へ
支
配
仕
ル
、
壱
人
ニ
間
口
七
間
弐
尺
ツ
ヽ
取
申
候
、
又
西
ノ
川

原
ホ
ウ
ノ
シ
リ
ヲ
社
司
・
氏
人
分
申
候
、
惣
間
北
南
百
四
間
ア
リ
、

此
内
北
四
十
八
間
社
司
方
へ
取
申
候
、
南
五
十
六
間
ハ
氏
人
方
へ

取
、
八
間
多
、
尤
是
ハ
氏
人
十
四
人
有
ル
故
ニ
八
間
多
渡
シ
申
候
、

社
司
ノ
分
壱
人
前
ニ
間
口
四
間
ツ
ヽ
取
申
候

四
日
、
未
刻
ヨ
リ
雨
降
、
秀
正
社
参
、
今
日
モ
東
川
原
・
西
川
原

社
家
中
出
、
昨
日
間
分
申
候
ヲ
サ（

境

目

）

カ
イ
メ
立
申
候
、（
中
略
）

九
日
、
天
晴
、
今
日
祝
式
部
拙
宿
来
、
先
日
社
中
ワ
リ
申
候
東
川

原
三
つ
ニ
わ
り
申
、
前
祝
豊
秀
・
豊
光
両
人
分
ニ
十
四
間
四
尺
取

申
候
、（
中
略
）

十
七
日
、
陰
晴
、
入
夜
少
雨
、
今
日
東
川
原
ノ
川
ヨ
ケ

4

4

4

4

4

4

4

ノ
道
具
仕

ル
（
中
略
）

廿
七
日
、
天
晴
、
当
番
ニ
而
参
勤
仕
ル
、
今
日
東
川
原
ノ
川
ヨ

4

4

4

4

4

4

ケ

仕
ル
、
百
性
共
皆
出
ル

廿
八
日
、
天
晴
、
今
日
モ
東
川
原
ノ
川
ヨ
ケ

4

4

4

4

4

4

4

仕
ル
、
百
性
共
皆
出

ル

（
47
） 

京
都
町
奉
行
雨
宮
正
種
が
、
三
年
前
の
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に

江
戸
幕
府
が
発
し
た
「
諸
国
山
川
掟
」
を
、「
か
も
川
筋
」
を
は
じ
め

と
す
る
淀
川
領
域
の
「
村
々
庄
屋
百
姓
」
宛
て
に
再
達
し
た
の
は
寛

文
九
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
三
人
（
岡
部
主
税
・
藤
掛

監
物
・
永
井
右
衛
門
）
の
「
川
普
請
奉
行
」
に
よ
る
川
見
分
の
開
始

が
あ
わ
せ
通
達
さ
れ
て
お
り
（『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
二
、
四
八
〇

号
）、
鴨
川
で
は
こ
の
時
期
を
境
に
幕
府
に
よ
る
本
格
的
な
治
水
事
業

が
ス
タ
ー
ト
す
る
。「
諸
国
山
川
掟
」
に
つ
い
て
は
、
塚
本
学
「
諸
国

山
川
掟
に
つ
い
て
」（『
信
州
大
学
人
文
学
部
人
文
科
学
論
叢
』
一
三
、

一
九
七
九
年
）
参
照
。
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は
じ
め
に

京
都
に
は
、
数
多
く
の
神
社
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者

は
、
京
都
の
町
に
あ
る
比
較
的
規
模
が
小
さ
く
、
一
町
あ
る
い
は
数

町
の
範
囲
を
氏
子
と
す
る
神
社
を
「
小
社
」
と
呼
び（

１
）、こ

う
し
た
「
小

社
」
を
対
象
と
し
た
事
例
研
究
を
い
く
つ
か
行
っ
て
き
た
。
広
大
な

氏
子
圏
や
社
領
を
持
つ
こ
と
な
く
、
都
市
と
し
て
の
京
都
や
そ
の
郊

外
に
あ
っ
て
、
町
や
住
民
た
ち
と
様
々
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
き
た

神
社
は
、
経
済
基
盤
が
脆
弱
で
あ
る
が
故
に
町
の
有
り
様
や
多
様
な

都
市
の
信
仰
を
よ
り
鮮
明
に
反
映
し
て
お
り
、
そ
の
動
向
は
近
世
都

市
京
都
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
生
活
を
す
る
人
び
と
の
姿
を
映
し
出
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る（

２
）。

本
稿
で
は
、
京
都
の
日
向
神
明
社
と
い
う
京
都
近
郊
の
神
社
を
対

　

一
九
世
紀
京
都
近
郊
の
神
社
と
神
人

　
　
　
　
　
　
　
　
︱
︱
日
向
神
明
社
に
み
る
︱
︱

村
　 

上
　
　
紀
　 

夫

象
と
し
、
個
別
事
例
か
ら
浮
か
び
上
が
る
姿
か
ら
、
個
々
の
神
社
と

宗
教
者
に
つ
い
て
の
固
有
の
背
景
と
関
係
の
実
態
の
全
体
像
を
可
能

な
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
こ
う
し
た
個
別
神
社
の
モ
ノ
グ
ラ

フ
か
ら
、
大
社
寺
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
た
組
織
論
や
権
力
に
よ
る
宗

教
政
策
論
と
は
異
な
る
一
九
世
紀
の
都
市
に
お
け
る
宗
教
動
向
の
一

断
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
。

こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
日
向
神
明
社
は
、
日
向
神
明
宮
の
ほ
か
に
も

所
在
地
名
を
冠
し
て
夷
谷
神
明
、
粟
田
口
神
明
、
日
御
山
神
明
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
る（

３
）。

こ
れ
ら
の
名
称
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
京
都

の
粟
田
口
、
日
岡
峠
の
附
近
に
所
在
し
て
お
り
、
東
海
道
に
つ
な
が

る
三
条
大
橋
の
東
か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
で
あ
る
。
明
治
七
年
（
一
八

七
四
）
段
階
で
「
氏
子
無
御
座
候
」「
信
徒
拾
八
戸
」
と
あ
り（

４
）氏

子

や
恒
常
的
に
神
社
を
支
え
る
よ
う
な「
信
徒
」の
組
織
は
脆
弱
で
あ
っ
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た
。
こ
う
し
た
寺
社
の
存
立
を
支
え
た
存
在
と
し
て
、
多
様
な
宗
教

者
へ
の
着
目
と
実
態
解
明
が
進
ん
で
い
る（

５
）。

ま
た
、
青
柳
周
一
は
氏

子
等
を
持
た
な
い
神
社
が
観
光
客
を
誘
引
す
る
手
段
と
し
て
名
所
化

を
と
げ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

６
）。

本
稿
で
も
こ
う
し
た
先
行

研
究
を
手
が
か
り
に
、
日
向
神
明
社
の
動
向
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

当
社
に
つ
い
て
は
中
世
の
伊
勢
信
仰
と
の
関
わ
り
で
注
目
さ
れ
て

き
て
お
り
、
萩
原
龍
夫
や
瀬
田
勝
哉
が
そ
の
成
立
期
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る（

７
）。

こ
う
し
た
先
行
研
究
に
よ
り
、
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）

の
神
祇
官
解
に
「
粟
田
口
神
明
者
、
非　

公
武
之
御
願
、
非
人
臣
之

勧
請
、偏
為
唱
門
士
等
巧
」（『
氏
経
卿
引
付
』
二
―
四
〇
）
と
あ
り
、

中
世
後
期
に
伊
勢
信
仰
の
隆
盛
と
と
も
に
神
明
社
を
勧
請
す
る
こ
と

が
流
行
す
る
な
か
、「
唱
門
士
」
が
建
立
し
た
も
の
で
、
卜
部
兼
孝

が
棚
守
職
と
称
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
関
心
は
中
世
期
に
お
け
る
伊
勢
信
仰
の
流

行
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
建
立
さ
れ
た

神
社
が
近
世
以
降
ど
う
な
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い

な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
近
世
初
頭
に
伊
勢
の
野
呂
宗
光
が
再
興
す

る
ま
で
は
戦
国
期
の
戦
乱
で
衰
退
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
中
世
の

有
り
様
が
そ
の
ま
ま
近
世
ま
で
続
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
近
世
の
当
社
に
は
「
神
人
」
が
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
史

料
京
都
の
歴
史
』
一
一
巻
「
山
科
区
」
所
載
「
日
向
大
神
宮
文
書
」

解
題
に
お
い
て
、
社
蔵
文
書
か
ら
「
神
人
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
が
、「
神
人
そ
の
も
の
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

か
ら
の
研
究
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
京
都
市
中
の
商
人
等
が
当

社
の
神
人
に
な
る
に
つ
い
て
請
書
を
提
出
し
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う

に
、
そ
の
実
態
は
今
後
の
研
究
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
「
神
人
」
と
い
え
ば
、
神
社
へ
奉
仕
す
る
か
わ
り
に
商

業
の
特
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
存
在
と
し
て
中
世
商
業
史
や
社
会
史

研
究
の
な
か
で
注
目
さ
れ
て
き
た（

８
）。

そ
の
一
方
で
、
中
世
段
階
で
商

業
史
上
の
役
割
を
終
え
、
公
家
や
寺
社
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
た

特
権
商
業
が
織
豊
期
に
否
定
さ
れ
た
と
見
ら
れ（

９
）、

近
世
「
神
人
」
に

つ
い
て
の
研
究
は
多
く
な
い
。
稲
葉
伸
道
は
網
野
善
彦
が
神
仏
な
ど

の
聖
な
る
も
の
に
直
結
す
る
神
人
が
南
北
朝
の
内
乱
に
よ
り
没
落

し
て
い
く
と
論
じ
た
こ
と
を
う
け
、
足
利
義
持
が
神
人
の
強
訴
に
対

し
「
神
人
責
め
殺
す
べ
し
」
と
述
べ
た
こ
と
を
挙
げ
て
「
神
人
の
聖

性
が
完
全
に
失
墜
し
た
事
例
」
と
し
、「
神
人
・
寄
人
・
供
御
人
の

な
か
で
も
神
人
の
地
位
の
低
下
は
も
っ
と
も
激
し
か
っ
た
」
と
指
摘

す
る（

10
）。「

神
人
」
が
中
世
に
歴
史
的
役
割
を
終
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、

あ
る
い
は
稲
葉
が
い
う
よ
う
に
中
世
後
期
に
「
神
人
」
の
地
位
が
著
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し
く
低
下
し
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
近
世
に
再
興
さ
れ
た
神
社
に
「
神

人
」
が
出
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
枝
暁
子
は
北
野
社
の
西
京
神
人
に
つ
い
て
、
近
世
に
酒
麹
役
に

か
か
る
特
権
を
喪
失
す
る
と
、
北
野
社
か
ら
の
「
補
任
」
を
う
け
、

「
装
束
」
を
着
用
す
る
「
神
職
と
し
て
の
近
世
神
人
」
と
な
っ
て
い

く
と
し
た（

11
）。

ま
た
、
春
日
社
神
人
に
つ
い
て
は
村
岡
幹
生
が
門
付
祈

祷
や
能
な
ど
の
芸
能
者
と
な
っ
て
い
く
様
子
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

て
い
る（

12
）。

い
ず
れ
も
中
世
と
の
連
続
性
で
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
両

者
と
も
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
の
多
田
義
俊
に
よ
る
随
筆
『
南
嶺

子
』
を
引
用
し
、「
庶
民
の
祈
祷
」
に
関
与
す
る
「
神
人
」
の
姿
に

言
及
す
る
。
こ
う
し
た
「
神
人
」
の
宗
教
者
・
芸
能
者
と
し
て
の
側

面
が
近
世
に
顕
著
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
近
世
「
神
人
」
固

有
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
べ
き
重
要
な
視
点
で
は
あ
ろ
う
。し
か
し
、

両
者
が
参
照
す
る
『
南
嶺
子
』
を
よ
く
読
め
ば
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ

て
い
る
の
は
「
近
年
」
出
現
し
た
「
神
道
者
」
の
こ
と
で
あ
り
、
中

世
と
の
連
続
性
を
も
つ
よ
う
な
「
神
人
」
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
り
、
中
世
の
「
神
人
」
が
近
世
に
宗
教
者
と
し
て
の
側
面
を
強

め
て
い
く
と
は
読
む
こ
と
は
で
き
な
い（

13
）。

三
枝
の
よ
う
に
「
祈
祷
す

る
神
職
と
し
て
の
『
神
人
』
が
近
世
『
神
人
』
の
一
般
的
存
在
形
態

で
あ
っ
た
」
こ
と
を
論
証
す
る
に
は
、む
し
ろ
近
世
に
出
現
す
る
「
神

人
」と
呼
ば
れ
る
存
在
に
着
目
し
た
ほ
う
が
有
効
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
中
世
近
世
の
間
に
断
絶
が
あ
る
日
向
神
明
社

に
お
い
て
、登
場
が
近
世
ま
で
下
る
「
神
人
」
を
見
て
い
く
こ
と
は
、

い
ま
だ
実
態
が
充
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
近
世
の
「
神
人
」

を
理
解
す
る
上
で
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
近
世
後
期
の
神
社
に
よ
る
「
神
人
」
出
現
の
背
景
に
つ
い
て
、

近
世
都
市
京
都
と
神
社
・
宗
教
者
の
関
係
か
ら
検
討
し
た
い
。

一　

神
主
の
交
代
劇

中
世
に
お
け
る
日
向
神
明
社
の
景
観
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
貞

享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
地
誌
『
菟
芸
泥
赴
』
に
「
外
宮
内
宮
な
ど

の
さ
ま
か
た
ち
ば
か
り
う
つ
せ
り
」
と
あ
る
よ
う
に（

14
）、

一
七
世
紀
の

時
点
で
は
神
明
社
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
内
宮
・
外
宮
と
よ
ば
れ
る
二

つ
の
社
殿
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
日
向
神
明
社
に
つ
い
て
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
刊
行
の

京
都
地
誌
『
京
童
跡
追
』
に
は
、「
慶
長
十
九
年
甲
寅
の
年
九
月
朔

日
霊
夢
に
よ
り
て
。
伊
勢
太
神
宮
を
う
つ
し
奉
る
」
と
し
、「
其
比

の
神
職
左
衛
門
尉
宗
光
と
云
」
と
し
て
い
る（

15
）。

黒
川
道
佑
に
よ
る
貞

享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊
の
地
誌
『
雍
州
府
志
』
に
は
、
慶
長
の
こ
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と
と
し
て
は
い
な
い
が
「
寛
永
年
中
伊
勢
人
野
呂
左
衛
門
尉
宗
光
、

蟄
居
此
山
下
、
一
旦
得
神
託
再
興
之
」
と
記
し
て
い
る（

16
）。

黒
川
は
過

去
に
当
社
で
神
職
の
野
呂
氏
か
ら
話
を
聞
い
て
い
た
よ
う
で
、
日
ノ

岡
の
地
名
が
神
明
社
に
由
来
す
る
と
い
う
話
を
「
神
明
ノ
社
司
野
呂

氏
ノ
人
予
ニ
話
セ
リ
」
と
『
近
畿
歴
覧
記
』
に
記
し
て
い
る（

17
）。

た
だ
、

黒
川
は
「
然
レ
ト
モ
附
会
ノ
説
ト
覚
ユ
」
と
眉
に
ツ
バ
を
つ
け
る
の

も
忘
れ
て
は
い
な
い
。

北
村
季
吟
が
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
記
し
た
『
菟
芸
泥
赴
』

に
は
、「
粟
田
口
の
神
明
と
て
東
岩
倉
の
東
南
に
あ
る
伊
勢
の
何
太

夫
と
か
云
し
も
の
瑞
有
て
勧
請
せ
り
」
と
あ
る（

18
）。『

雍
州
府
志
』
な

ど
で
は
、
野
呂
宗
光
に
つ
い
て
伊
勢
山
田
出
身
と
語
る
の
み
だ
っ
た

が
、
北
村
季
吟
は
「
伊
勢
の
何
太
夫
と
か
云
し
も
の
」
と
記
し
、
彼

が
伊
勢
の
御
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。黒
川
道
佑
が『
雍

州
府
志
』を
記
し
た
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
成
立
し
て
い
る
が
、

『
雍
州
府
志
』
と
異
な
る
の
は
『
菟
芸
泥
赴
』
が
板
本
と
し
て
公
刊

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
写
本
と
し
て
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
あ
る
い
は
、
野
呂
の
出
自
を
伊
勢
御
師
と
見
な
す
言
説

は
公
言
す
る
の
は
憚
ら
れ
、
公
刊
さ
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
自
由
に
書

き
留
め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
慶
長
か
ら
寛
永
と
聊
か
時
期
に
整
合
し
な
い
部

分
は
あ
る
が
、
一
七
世
紀
前
半
に
伊
勢
出
身
の
「
野
呂
」
氏
が
神
社

を
再
興
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
降
の
日

向
神
明
社
は
、
一
八
世
紀
後
半
ま
で
野
呂
氏
が
代
々
、
神
社
の
神
主

と
し
て
社
務
を
取
り
仕
切
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
野
呂
氏
に
よ
る
日
向
神
明
社
経
営
は
一
八
世
紀
後
半
に

は
次
第
に
動
揺
を
し
始
め
て
い
た
よ
う
だ
。
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六

〇
）
か
ら
翌
年
に
か
け
、
野
呂
采
女
は
神
明
社
へ
の
参
道
拡
幅
や
三

条
通
り
か
ら
よ
く
見
え
る
場
所
に
石
燈
籠
の
建
立
を
青
蓮
院
に
願
い

出
て
い
る（

19
）。

こ
こ
で
い
う
三
条
通
り
は
東
海
道
で
あ
り
、
当
社
が
存

在
す
る
蹴
上
は
伊
勢
参
宮
や
江
戸
下
向
な
ど
で
京
都
を
離
れ
る
人
が

道
中
の
安
全
を
祈
っ
て
酒
宴
を
し
た
り
、
京
都
に
帰
る
旅
人
を
町
中

の
人
が
出
迎
え
て
帰
還
を
祝
う
「
酒
迎
え
」
を
行
う
場
所
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
場
所
で
相
次
い
で
進
め
ら
れ
た
参
詣
道
の
整
備

や
石
燈
籠
の
設
置
は
、
神
社
の
存
在
を
周
知
さ
せ
る
広
告
塔
と
ア
ク

セ
ス
向
上
の
た
め
の
整
備
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
野
呂
采
女
は
如

何
な
る
事
情
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
参
詣
客
を
増
加
さ
せ
る
た

め
の
努
力
を
し
始
め
て
い
た
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ

の
参
詣
客
を
増
加
さ
せ
る
た
め
の
梃
子
入
れ
策
と
し
て
、
明
和
八
年

（
一
七
七
一
）
三
月
に
は
社
蔵
の
恵
美
須
像
と
神
宝
の
開
帳
も
実
施

し
て
い
た（

20
）。

御
陰
参
り
に
よ
る
神
明
社
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
呼
応
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す
る
動
き
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
懸
命
な

取
り
組
み
の
背
景
に
は
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
る
神
明
社
の
経
済
的

な
危
機
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
な
か
、
安
永
八
年
（
一

七
七
九
）
に
は
当
社
を
再
興
し
た
と
さ
れ
る
野
呂
宗
光
の
事
跡
を
刻

ん
だ
石
碑
「
御
日
山
神
宮
碑
文
」
が
境
内
に
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
野
呂
氏
体
制
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
の
裏
返
し
で

あ
る
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
打
開
に
む
け
て
の
野
呂
氏
の
懸
命
の
努
力
は
、
残

念
な
が
ら
奏
功
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

物
語
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
1
】（

21
）

（
端
裏
書
）

「
先
神
主
野
呂
式
部
吉
田
へ
差
出
し
候
扣
之
写
」

奉
願
口
上
書

一
私
義
乍
病
身
追
々
療
養
仕
神
役
相
勤
来
候
得
共
、
近
年
段
々
多

病
ニ
相
成
、
就
右
者
乍
恐
諸
事
入
用
等
多
く
、
全
体
不
如
意
之
上
、

勝
手
向
差
支
難
渋
仕
候
処
、　

御
社
頭
向
次
第
ニ
御
破
損
強
ク
相

成
申
候
ニ
付
而
者
可
相
成
者
出
情
仕
御
修
復
を
加
江
申
度
心
懸
ケ
申
候

得
共
、
多
病
ニ
相
成
、
右
等
之
掛
合
も
出
来
不
申
、
乍
心
外
徒
ニ

罷
過
候
処
至
て
大
破
に
及
ひ

神
慮
之
程
奉
恐
候
得
共
、
社
徳
も
無
御
座
候
得
者
何
を
以
可
奉
修

理
様
も
無
之
、
私
儀
者
前
段
之
通
多
病
ニ
罷
成
所
詮
致
方
も
無
御
座

候
ニ
付
、
奉
恐
入
候
儀
ニ
御
座
候
へ
共
、　

御
社
之
儀
者　

御
本
所

様
江
差
上
ケ
、
私
儀
者
職
分
付
蒙　

御
免
、
悴
共
召
連
退
身
仕
度

奉
願
候
、
且
先
年
ゟ
伝
来
候
野
呂
家
之
儀
ニ
候
得
者
、
先
祖
へ
た

い
し
何
共
歎
ヶ
し
く
奉
存
候
、
此
儀
何
卒
跡
役
之
仁
江
野
呂
家
名

御
名
乗
ら
し
可
被
下
候
様
、
一
重
奉
願
上
候
、
右
之
段
御
聞
済
被

下
候
ハ
ヽ
本
人
者
不
及
申
、
親
類
共
一
統
難
有
仕
合
奉
存
候
、
何

分　

御
憐
愍
ヲ
以
、
願
之
通
首
尾
能　

御
聞
済
被
下
置
候
様
、
宜

御
沙
汰
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
城
国
愛
宕
郡
蛭
子
谷

　
　

寛
政
四
年
子
六
月　
　
　

 

神
明
神
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
呂
式
部　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
南
山
城
平
尾
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

薄
勘
解
由　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
下
川
原
菊
水
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
井
玄
仲　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

粟
田
領
東
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
村
平
三
郎　

印

御
本
所
様

　
　
　
　

御
役
人
中
様
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こ
こ
で
は
、
神
主
野
呂
式
部
の
「
多
病
」
が
主
た
る
理
由
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
が
真
の
理
由
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
諸
事
入
用
等
多
く
、
全
体
不
如
意
」
と
い

う
経
済
的
な
困
難
に
よ
り
、「
御
社
頭
向
次
第
ニ
御
破
損
」
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
う
よ
う
に
修
復
が
で
き
ず
に
い
る
こ
と
が

語
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
野
呂
式
部
が
下
し
た
結
論
は
、「
私
儀
者
職
分

付
蒙　

御
免
、
悴
共
召
連
退
身
仕
度
」
と
神
主
職
を
吉
田
家
に
返
上

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
寛
政
四
年（
一
七
九
二
）を
も
っ

て
、
神
社
再
建
を
野
呂
式
部
は
断
念
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
翌

七
月
二
九
日
に
野
呂
式
部
は
家
族
を
連
れ
て
日
向
神
明
社
を
立
ち
退

い
た
。
そ
の
際
、
野
呂
家
は
吉
田
家
に
神
主
職
と
と
も
に
社
頭
・
境

内
な
ど
一
切
の
財
産
を
差
し
出
し
て
い
る
。

【
史
料
2
】（

22
）

禁
裏
御
料
日
野
岡
村
之
内　
　
　

年
貢
高
壱
石
五
斗

一
字
名
一
才
経
谷　

山
壱
ヶ
所
同
道
共
右
之
条
通
り
廿
四
間

　

ま
け
て
三
町
斗
御
座
候

粟
田
料
之
内　
　
　
　
　
　
　
　

年
貢
高
六
升
五
合

一
入
口
道
之
間
口
四
間
奥
行
弐
拾
四
間

外
ニ
五
合
五
勺　

粟
田
料
之
内　
青
蓮
院
様
御
内
鳥
居
小
路
氏
分

禁
裏
御
料
御
陵
村　
　
　
　
　
　

年
貢
高
四
升
五
合

一
字
名
す
り
ば
ち
谷　

山
壱
ヶ
所

右
者
買
持
山
ニ
而
御
座
候

右
之
通
御
座
候
、
尤　

御
社
以
下
建
物
等
之
儀
者
例
年
町
奉
行

所
江
書
上
候
趣
を
以
、
相
認
候
得
共
御
社

御
内
陣
奉
始
諸
建
物
甚
及
大
破
且　

神
宝
紛
失
之
品
も
有
之
、

重
々
奉
恐
候
御
儀
御
座
候
得
共
、
可
致
様
も
無
御
座
候
間
、
幾

重
ニ
も　

御
憐
愍
之
程
奉
願
上
候

一
私
儀
病
身
ニ
付
所
詮　

神
役
も
難
相
勤　

御
社
頭
段
々
大
破
ニ
相

成
対　

神
慮
奉
恐
入
候
ニ
付
、
家
族
共
召
連
退
身
仕
度
旨
奉
願
候

処
、　

御
聞
済
被
下
置
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
之
今
日　

御
社
頭

始
御
境
内
、
配
札
之
ヶ
所
、
講
中
等
迄
乍
恐　

御
本
所
様
へ
指
上

相
退
候
上
者
、
向
後
如
何
様
之
儀
有
之
候
共
相
構
候
筋
毛
頭
無
御

座
候
、
勿
論
親
類
并
平
三
良
等
数
応
熟
談
之
上
、
右
之
通
御
願
申

上
候
儀
ニ
付
、
自
他
之
差
障
少
も
無
御
座
候
、
仍
而
為
後
日
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　

山
城
国
愛
宕
郡
蛭
子
谷

　

寛
政
四
年
子
七
月
廿
九
日　
神
明
神
主　

野
呂
式
部　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
南
山
城
平
尾
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

薄
勘
解
由　

印
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同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
下
川
原
菊
水
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
井
玄
仲　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

粟
田
領
東
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
村
平
三
郎　

印

　

御
本
所
様

　
　
　
　

御
役
人
中
様

退
い
た
野
呂
式
部
か
ら
吉
田
家
が
い
っ
た
ん
預
か
っ
た
か
た
ち
に

な
っ
た
神
明
社
の
神
主
職
は
、
同
年
の
一
一
月
に
吉
田
家
か
ら
中
津

河
氏
に
与
え
ら
れ
た
。

【
史
料
3
】（

23
）

（
端
裏
書
）

「
相
続
之
節
小
堀
へ
差
出
ス
扣
」

　
　

口
上
覚

一
城
刕
山
科
郷
蛭
子
谷
神
明
宮
神
主
是
迄
野
呂
式
部
与
申
者
相
勤
来

候
処
、
依
多
病
社
役
難
相
勤
去
七
月
吉
田
家
江
相
願
社
頭
一
式
買

得
地
等
吉
田
家
江
差
出
、
右
式
部
一
類
不
残
退
山
仕
候
、
右
跡
職

之
儀
今
度
私
江
可
相
勤
旨
吉
田
家
ゟ
被
申
渡　

社
頭
一
式
買
得
地

等
式
部
ゟ
差
出
置
候
書
付
之
趣
を
以
、
不
残
如
已
前
私
江
被
相
渡
、

自
今
社
役
如
旧
例
可
相
勤
之
旨
被
申
渡
候
、
且
右
ニ
付
常
帯
刀
仕

候
、
此
段　

御
奉
行
所
江
御
届
之
儀
相
済
候
ニ
付
、
此
等
之
趣
御

届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

城
刕
山
科
郷
蛭
子
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
明
宮
神
主

　

寛
政
四
年
子
十
一
月　
　
　
　

 

中
津
河
斎
司　

印

内
藤
重
三
郎
様

小
堀
縫
殿
様

【
史
料
2
】
を
見
る
と
中
津
河
氏
が
神
主
職
を
引
き
継
い
だ
時
点

で
は
「
御
内
陣
奉
始
諸
建
物
甚
及
大
破
」「
御
社
頭
段
々
大
破
」
と

い
う
状
態
で
、
か
な
り
荒
廃
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
し
か

も
、「
神
宝
紛
失
之
品
も
有
之
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
か
か
る

状
態
の
神
社
を
如
何
に
再
興
し
て
い
く
か
、
そ
れ
が
中
津
河
氏
の
最

初
の
課
題
で
あ
っ
た
。

新
し
く
神
主
と
な
っ
た
中
津
河
氏
は
、
内
蔵
寮
所
属
の
地
下
官
人

で
あ
っ
た（

24
）。

宮
廷
儀
礼
に
関
わ
る
う
え
で
の
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か

白
川
家
の
門
人
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
神
道
儀
礼
に
つ
い
て
の
知
識

は
あ
っ
た
よ
う
だ
が（

25
）、

神
社
経
営
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
天
明
の
大
火
に
よ
る
内
裏
焼
亡
を
う
け
て
、

新
た
な
収
入
の
道
を
も
と
め
て
の
挑
戦
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
史
料
2
】
に
よ
れ
ば
、
野
呂
式
部
は
吉
田
家
に
社
頭
一
式
を
返

上
し
た
際
に
「
配
札
之
ヶ
所
、
講
中
等
」
も
譲
渡
し
て
い
る
。
こ
の

二
つ
が
こ
の
時
点
で
は
恐
ら
く
唯
一
の
資
源
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
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あ
ろ
う
。
こ
の
資
源
を
如
何
に
有
効
活
用
し
、
野
呂
氏
の
失
敗
を
繰

り
返
さ
な
い
よ
う
に
す
る
か
。
次
章
で
は
、
新
た
に
神
主
と
な
っ
た

中
津
河
氏
が
ど
の
よ
う
に
神
明
社
を
再
興
し
て
い
く
か
を
見
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。

二　

神
明
社
再
生
に
向
け
て

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）、
新
た
に
神
主
と
な
っ
た
中
津
河
斎
司

（
の
ち
駿
河
守
）
が
最
初
に
着
手
し
た
の
は
「
大
破
」
し
て
い
た
建

物
の
再
建
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
神
楽
所
を
解
体
し
、
そ
の

場
所
に
社
殿
修
復
ま
で
の
仮
殿
を
建
設
し
た（

26
）。

翌
年
六
月
に
は
謡
曲

の
興
行（

27
）、

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
は
恵
美
須
神
像
と
神
宝
の
開

帳
が
行
わ
れ
た（

28
）。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
社
殿
修
復
の
た
め
の
資
金
調

達
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
資
金
に
一
定
の
目
処
が
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
正
月
に
中
津
河
駿
河
守
は
奉
行
所
に
境
内
指
図
を
添

え
て
修
復
を
願
い
出
た（

29
）。

い
よ
い
よ
社
殿
修
復
の
開
始
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
と
は
順
調
に
進
ま
な
い
。
中
津
河
駿
河
守
の
健
康
が
す
ぐ

れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
か
ら
文
化
五
年
（
一

八
〇
八
）
ま
で
五
年
間
に
わ
た
り
、「
所
労
」
を
理
由
に
三
月
に
実

施
さ
れ
る
は
ず
の
太
々
神
楽
執
行
が
延
期
さ
れ
て
い
る（

30
）。

文
化
三
年

（
一
八
〇
六
）
に
は
「
多
病
」
の
た
め
養
子
を
迎
え
る
計
画
さ
え
持

ち
上
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
か
ら（

31
）、

こ
の
こ
ろ
の
中
津
河
駿
河
守
の
健

康
状
態
は
か
な
り
悪
化
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
は
中
津
河
駿
河
守
の
健
康

も
快
復
し
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
年
の
三
月
に
は
太
々
神
楽
の
執
行

を
奉
行
所
に
願
い
出
て
い
る（

32
）。

健
康
上
の
不
安
が
払
拭
さ
れ
た
こ
と

で
、
境
内
社
殿
の
修
復
に
も
漸
く
本
格
的
に
取
り
か
か
る
こ
と
が
で

き
た
よ
う
だ
。
中
津
河
駿
河
守
は
懸
案
の
社
殿
修
復
を
実
現
す
る
た

め
に
「
年
来
信
仰
」
し
て
き
た
講
組
織
で
あ
る
八
重
垣
講
の
協
力
を

取
り
付
け
る
こ
と
で
実
現
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
出
来
た
。

【
史
料
4
】（

33
）

　
　
　
　

一
札

一
御
当
社
年
来
信
仰
仕
候
処
、
到
此
節
ニ
及
大
破
候
故
、
此
度
信
心

之
輩
申
合
御
普
請
所
之
内

内
宮
御
修
覆
造
営
之
志
願
御
座
候
ニ
付
、
御
懸
合
申
上
候
処
、
去

ル
寛
政
八
辰
歳
御
公
儀
様
江
御
願
御
座
候
而
、
御
許
容
被
相
済
候

御
修
覆
方
御
絵
図
拝
見
仕
、
御
作
事
向
得
与
承
知
仕
候
上
者
、
出

情
仕
成
就
仕
候
様
御
世
話
可
申
上
候
、
然
ル
上
者
御
制
禁
之
作
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事
者
不
及
申
、
右
之
事
ニ
付
紛
敷
勧
進
等
仕
間
敷
候
、
尤
於
宮
本

御
伝
来
法
則
茂
御
座
候
得
者
、
諸
事
念
入
御
示
談
之
上
取
計
御
差

支
之
儀
無
之
様
、
相
心
得
可
申
候
、
為
念
之
仍
而
如
件

　
　

文
化
六
年　
　
　
　

八
重
垣
講
世
話
人

　
　
　

巳
六
月　
　
　

建
仁
寺
町
四
条
下
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桔
梗
屋
甚
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
町
高
辻
上
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鼠
屋
安
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

縄
手
三
条
下
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丁
字
屋
金
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
町
松
原
下
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
屋
清
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萬
屋
市
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
松
屋
利
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
幸
町
五
条
上
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丁
字
屋
枩
寿
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俵
屋
権
右
衛
門
（
印
）

　

恵
美
須
谷

　
　

日
向
御
神
主

　
　
　
　

中
津
河
駿
河
守
殿

こ
う
し
て
八
重
垣
講
の
協
力
に
よ
り
、
大
破
し
て
い
る
境
内
の
施

設
の
う
ち
、「
内
宮
」
に
つ
い
て
は
再
興
の
目
処
が
立
つ
こ
と
に
な
っ

た
。
な
お
、
こ
の
八
重
垣

講
も
「
右
之
事
ニ

付
紛
敷

勧
進
等
仕
間
敷
候
」
と

あ
る
よ
う
に
、
資
金
提
供

を
申
し
出
た
わ
け
で
は
な

く
、
資
金
調
達
の
世
話
を

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。こ

う
し
た
中
津
河
駿
河

守
に
よ
る
社
殿
修
復
が
軌

道
に
乗
り
始
め
た
文
化
六

年
（
一
八
〇
九
）
八
月
、

龍
一
学
が「
神
人
」と
な
っ

て
い
る（

34
）。

こ
の
時
の
「
一

札
」が
当
社
に
お
け
る「
神

人
」
の
初
見
で
あ
り
、
以

降
「
神
人
」
の
補
任
が
相

次
い
で
い
る
。
日
向
神
明

社
の
社
蔵
文
書
に
は
、
文

化
六
年（
一
八
〇
九
）以
降
、

表１）神人補任一覧
年月日 神　　人 証　　人 備　考 文書番号

文化 6 年 8 月 龍一学 祗園町　近江屋幸蔵 料紙大 239
文化 6 年12月 松井兵庫 ゑひす町　　　柴田屋熊吉 料紙大 235
文化11年12月 本人　志貴縫 柳馬場二条上ル　　近藤藤十郎 237
文化14年 2 月 麩屋町通御池上ル　藤井左門 堺町通二条下ル　　高橋左近 240
文化14年 8 月 結城宮内 二条通富小路西江入丁　亀屋庄吉 230
文政 4 年 5 月 冨山足人 左次秀栄　大宅　貞直（花押） 233
文政10年正月 神人　鈴木中務 宮城茂兵衛 232

天保13年 6 月 本人　散田靱負 高倉通上丁□当り丸太町北側
　　岡田左内 241

※ほかに補任時期不明ながら「神人」として加藤外記・吉川喜一郎
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八
通
の
神
人
補
任
に
と
も
な
う
「
一
札
」
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で

神
人
と
し
て
補
任
さ
れ
て
い
る
八
名
に
つ
い
て
の
詳
細
は
表
1
を
参
照

さ
れ
た
い（

35
）。

表
を
見
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
文
化
か
ら
文
政
年
間
に

集
中
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

【
史
料
2
】
に
見
え
る
よ
う
な
野
呂
式
部
か
ら
引
き
継
い
だ
資
産

が
「
配
札
之
ヶ
所
、
講
中
等
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
最
大
限
活
用
す

る
こ
と
が
、
ま
ず
中
津
河
氏
の
課
題
で
あ
っ
た
。「
講
中
」
の
協
力

に
よ
り
軌
道
に
乗
っ
た
再
建
を
加
速
さ
せ
る
た
め
に
文
化
六
年
（
一

八
〇
九
）
以
降
に
現
れ
る
「
神
人
」
は
「
配
札
之
ヶ
所
」
か
ら
効
果

的
に
金
銭
を
獲
得
す
る
た
め
の
存
在
と
し
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
向
神
明
社
に
補
任
さ
れ
た
「
神
人
」
が
、
神
社
が
経
済
的
に
行

き
詰
ま
っ
て
神
主
が
退
き
、
新
た
に
入
っ
た
神
主
に
よ
る
神
社
復
興

策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
新
機
軸
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
新
た
に
導
入

さ
れ
た
「
神
人
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
を
次
に
見
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三　

神
人
と
そ
の
組
織

「
神
人
」
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
か
。

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
「
神
人
」
の
加
藤
外
記
と
吉
川
喜
一
郎

に
あ
て
て
、彼
ら
の
「
組
下
」
が
提
出
し
た
一
札
に
は
「
御
配
札
之
義
、

被
仰
付
候
而
、
在
町
順
行
仕
候
共
」
と
あ
る
こ
と
か
ら（

36
）、

主
要
な
役

割
は
京
都
の
町
々
で
の
「
配
札
」
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

日
向
神
明
社
の
神
人
補
任
に
と
も
な
う
「
一
札
」
は
、「
神
人
」

本
人
と
「
証
人
」
の
連
判
で
神
主
の
中
津
河
駿
河
守
に
宛
て
て
記
さ

れ
て
い
る
。
作
成
者
は
異
な
る
が
、
そ
の
文
章
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

こ
と
か
ら
、神
社
側
が
雛
形
を
作
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
一

札
」
は
四
ヶ
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、神
社
神
主
の
仰
せ
に
随
う
こ
と
、

社
用
の
際
に
は
懈
怠
な
く
勤
仕
す
る
こ
と
、「
怪
敷
」「
不
法
ヶ
間
敷
」

こ
と
を
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
社
用
に
あ
た
っ
て
帯
刀
を
す
る
際
に

は
威
勢
を
借
り
て
「
不
筋
」
を
し
な
い
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
5
】（

37
）

一
札

一
恵
美
須
谷
神
明
御
社
神
人
之
儀
、
願
之
通
御
許
容
被
成
下
難
在
仕

合
ニ
奉
存
候
、
然
ル
上
ハ
万
事
仰
之
趣
堅
相
守
り
、
御
社
法
通
聊

も
相
背
申
間
敷
候
事

一
御
社
用
之
砌
者
参
社
勤
仕
、
無
懈
怠
、
御
差
図
ニ
相
随
可
申
事
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一
神
道
加
持
ニ
事
寄
怪

敷
儀
共
相
企
諸
人

を
惑
し
不
法
ヶ
間

敷
事
抔
決
而
仕
間
敷

候
事

一
御
先
格
ニ
随
ひ
御

社
用
之
節
者
帯
刀
仕

候
義
ニ
付
、
御
社
用

之
外
、
御
社
之
御

威
勢
を
以
て
私
之

用
向
ニ

付
仮
初
ニ

も

不
筋
ヶ
間
敷
応
対

之
義
一
切
仕
間
敷

候
事

右
之
通
急
度
相
守
、

聊
も
相
背
間
敷
候
、

万
一
相
違
之
義
御

座
候
歟
、
思
召
ニ
相

叶
不
申
候
義
御
座

候
ハ
ヽ
、
何
時
ニ
て

も
神
人
之
儀
、
被
召
放
候
共
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、
且
又
私
身

分
ニ
付
自
然
故
障
之
義
出
来
仕
候
共
、
少
シ
も
御
難
儀
相
掛
申
間

敷
候
、
仍
而
如
件

　
　

文
化
六
年　
　
　
　
　
　

龍
一
学
（
印
）

　
　
　
己

巳
八
月　
　
　
　

祗
園
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人　

近
江
屋
幸
蔵
（
印
）

　
　
　
　

中
津
河
駿
河
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参

こ
の
神
人
の
他
に
も
、
神
人
の
下
に
「
組
下
」（
表
２
）
と
称
す

る
存
在
が
い
た
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら
わ
か
る
。

【
史
料
6
】（

38
）

一
札

一
日
向
宮
神
人
貴
殿
組
下
ニ
加
入
之
義
、
願
之
通
御
許
容
被
成
下
難

在
仕
合
ニ
奉
存
候
、
然
ル
上
ハ
万
事　

御
社
法
者
勿
論
被
仰
付
候
ヶ

条
之
趣
、
堅
相
守
聊
も
相
背
申
間
敷
候
事

一
御
社
用
之
節
ハ
不
寄
何
時
ニ
参
役
仕
、
御
下
知
之
趣
、
無
懈
怠
随

分
大
切
ニ
相
勤
可
申
候
事

一
神
祇
道
ニ
事
寄
怪
敷
義
共
相
企
不
法
ヶ
間
敷
義
決
而
仕
間
敷
候
事

一
御
配
札
之
義
、
被
仰
付
候
而
、
在
町
順
行
仕
候
共
、
御
差
図
ヲ
以

表 2）神人組下等一覧
年月日 名　　前 内　　容 文書番号

文政 6 年 2 月29日 萬屋安兵衛
大和屋五兵衛

神人加藤外・吉川喜一郎太々神楽御供米町
方江配捌組下 250

文政 6 年 4 月13日 岡田安兵衛
片山五兵衛 神人加藤外・吉川喜一郎組下 231

文政12年 4 月
萬屋安兵衛
悴　金蔵
証人亀屋安兵衛

萬屋安兵衛称号拝借し町方配札の際、悴金蔵義も名
代として同様相勤 242

天保 8 年 2 月 岡田金蔵
証人八万城市正 神人組下岡田安兵衛没後父同様許容 238

文政 9 年 6 月 加賀屋吉右衛門
証人近江屋吉兵衛 社内猿田彦大神神号を以順行 236

文政12年正月 証人近江屋吉兵衛
同町近江屋庄吉 太々神楽供米袋所向配捌・取集メ 234
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而
依
其
義
帯
刀
致
候
共
、
尚
以
大
切
正
路
ニ
相
勤
、
少
も
御
威
勢
ヶ

間
鋪
義
、急
度
相
守
可
申
候
、若
又
遠
国
江
罷
越
候
義
出
来
候
ハ
ヽ
、

御
窺
申
上
、
御
下
知
之
上
ニ
而
、
如
何
様
共
御
差
図
相
背
申
間
敷
候
、

尤
御
社
用
之
外
者
決
而
帯
刀
之
義
堅
致
可
申
候
事

右
ヶ
条
之
趣
、
堅
相
守
、
聊
茂
相
背
間
敷
候
、
若
万
不
叶
御
社
法
ニ

義
等
有
之
組
下
被
召
放
候
共
、
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、
若
又
身
分

之
義
ニ
付
自
然
故
障
之
義
出
来
仕
候
共
、
少
シ
も
御
難
義
相
懸
申
間

敷
候
、
仍
而
一
札
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
安
兵
衛
（
印
）

　

文
政
六
年　
　
　
　
　
　
　

片
山
五
兵
衛
（
印
）

　
　

未
四
月
十
三
日

　
　
　

日
御
山
御
神
人

　
　
　
　
　
　
　

加
藤
外
記
殿

　
　
　
　
　
　
　

吉
川
喜
一
郎
殿

こ
こ
か
ら
、岡
田
安
兵
衛
・
片
山
五
兵
衛
の
二
人
が
「
日
御
山
（
＝

日
向
神
明
社
）
御
神
人
」
の
加
藤
外
記
・
古
川
喜
一
郎
の
二
人
の
「
組

下
」
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
許
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
一
札
」

の
文
面
は
【
史
料
5
】
に
挙
げ
た
「
神
人
」
に
補
さ
れ
る
際
に
神
主

の
中
津
河
駿
河
守
に
提
出
し
た
も
の
と
似
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
二
つ
目
・
三
つ
目
の
「
社
用
之
節
」
の
勤
仕
に
つ
い
て
、「
怪

敷
義
」
を
し
な
い
と
い
う
項
目
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
一
つ

め
の
箇
条
も
ほ
ぼ
似
た
構
成
の
文
章
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ

ろ
う
。
特
徴
的
な
の
は
四
ヶ
条
目
で
あ
る
。
帯
刀
に
つ
い
て
の
規
定

で
あ
る
こ
と
は
【
史
料
5
】
と
同
様
で
あ
る
が
、【
史
料
5
】
で
は

帯
刀
に
つ
い
て
「
御
社
用
之
節
」
と
し
て
い
る
の
み
だ
が
、こ
の
【
史

料
6
】
で
は
「
配
札
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
「
在
町
順
行
」
す
る
際

に「
御
差
図
ヲ
以
而
依
其
義
帯
刀
致
候
共
」と
あ
る
。つ
ま
り
、「
神
人
」

に
つ
い
て
は
多
様
な
「
社
用
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
組

下
」
の
場
合
は
基
本
的
に
帯
刀
が
許
さ
れ
る
の
は
「
配
札
」
の
た
め

に
「
在
町
順
行
」
す
る
際
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
四
月
に
加
藤
外
記
ら
の
「
組
下
」

と
な
っ
た
岡
田
安
兵
衛
・
片
山
五
兵
衛
は
、
以
前
か
ら
加
藤
外
記
ら

と
繫
が
り
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
萬
屋
安
兵
衛
と
大
和
屋
五
兵
衛

の
二
人
が
二
月
末
に
「
太
々
神
楽
御
供
米
」
を
集
め
る
た
め
の
袋
を

「
昨
年
之
御
帳
面
等
三
冊
」
に
基
づ
い
て
大
量
に
配
布
し
、
そ
れ
を

回
収
す
る
こ
と
を
請
け
負
っ
て
い
た（

39
）。

こ
こ
で
は
萬
屋
安
兵
衛
・
大

和
屋
五
兵
衛
と
あ
る
が
、
印
影
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
岡
田

安
兵
衛
・
片
山
五
兵
衛
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
太
々
神
楽
は
例
年
三

月
一
六
日
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
期
間
が
そ
れ
ほ
ど
な
い
こ
と
を
考

え
る
と
岡
田
安
兵
衛
・
片
山
五
兵
衛
は
前
年
の
実
績
に
基
づ
い
て
供

米
を
回
収
す
る
こ
と
を
請
け
負
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
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「
万
一
日
数
差
詰
」
っ
て
「
加
勢
」
を
必
要
と
す
る
事
態
に
な
れ
ば
、

自
分
た
ち
で
「
人
躰
見
立
」
て
人
を
雇
い
、
手
伝
わ
せ
る
こ
と
も
許

さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

恐
ら
く
、
こ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
岡
田
安
兵
衛
・
片
山
五
兵

衛
に
つ
い
て
の
書
状
が
あ
る
。
加
藤
外
記
ら
が
日
向
神
明
社
に
紹
介

し
た
際
の
も
の
で
、
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
7
】（

40
）

昨
日
者
暫
拝
大
悦
仕
候
、
然
者
今
朝
両
人
義
則
証
文
取
之
、
品
々
相

渡
申
候
、
今
日
ハ
御
山
へ
参
り
御
目
通
し
お
く
□
へ
も
願
入
候

一
御
袋
料
と
し
て
白
銀
一
□
献
上
い
た
さ
セ
申
候
間
、
落
手
可
被
下

候
一
帳
面
三
さ
つ　

此
者
へ
御
渡

　

文
政
六
年　
　

 

お
も
て

　
　

□
朱
印

　

太
々
御
供
米
袋
配
方
控

　
　
　

日
御
山　

宮
本
○
黒
印

　
　
　
　
　
　
　

う
ら

　
　
　

神
人　

加
藤
外
記

　
　
　
　
　

組
下　

岡
田
安
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　

片
山
五
兵
衛

右
之
通
御
認
□
さ
せ
有
之
候

　

二
月
廿
九
日

尚
々
証
文
さ
し
上
候
間
御
落
手
可
被
下
候

袋
料
と
し
て
「
白
銀
」
を
献
上
さ
せ
、
帳
面
を
渡
し
て
い
る
。
渡

し
た
「
昨
年
之
御
帳
面
等
三
冊
」
は
檀
那
場
帳
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
加
藤
外
記
と
岡
田
安
兵
衛
と
の
関
係
は
、
そ
の
後
も
確
認
で

き
る
が
、
文
政
一
二
年
（
一
八
一
五
）
に
は
萬
屋
（
岡
田
）
安
兵
衛

は
悴
の
金
蔵
を
「
名
代
」
と
し
て
配
札
を
し
て
い
た
こ
と
が
次
の
史

料
か
ら
う
か
が
え
る
。

【
史
料
8
】（

41
）

証
札

一
私
先
般
ゟ
御
称
号
拝
借
仕
町
方
配
札
仕
罷
在
、
其
後
悴
金
蔵
義
も

私
為
名
代
同
様
相
勤
難
有
奉
存
候
、
然
ル
処
、
金
蔵
義
心
得
違
仕

候
て
、
帯
刀
仕
罷
在
候
ニ
付
、
此
春
御
沙
汰
茂
御
座
候
処
、
今
以

同
様
仕
来
候
段
、
弥
以
心
得
違
之
段
申
訳
も
無
之
次
第
ニ
御
座
候
、

右
ニ
付
此
度
私
用
帯
刀
之
儀
御
さ
し
留
ニ
相
成
候
段
奉
畏
候
、
然

ル
上
者
去
ル
未
年
差
上
置
候
証
札
之
趣
、
堅
相
守
り
御
社
用
之
外
、

私
用
ニ
付
猥
ニ
帯
刀
仕
間
敷
、
此
上
心
得
違
等
御
座
候
ハ
ヽ
如
何

様
ニ
被
仰
付
候
と
も
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、
為
後
証
仍
而
一
札
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如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萬
屋
安
兵
衛
（
印
）

　

文
政
十
二
年　
　
　
　
　
　

悴　

金　

蔵
（
印
）

　
　
　
　

丑
四
月　
　

証
人　

亀
屋
安
兵
衛
（
印
）

　
　
　

加
藤
外
記
殿

こ
こ
で
は
「
御
称
号
拝
借
仕
町
方
配
札
」
と
い
う
表
現
も
興
味
深

い
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
金
蔵
の
「
心
得
違
」
に
よ
る
帯
刀

で
あ
っ
た
。「
私
用
帯
刀
」
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
配
札

時
に
限
っ
て
帯
刀
が
認
め
ら
れ
て
い
た
「
組
下
」
本
人
の
安
兵
衛
の

み
な
ら
ず
、「
名
代
」
と
な
っ
て
い
た
悴
の
金
蔵
が
「
私
用
」
で
帯

刀
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
初
の
配
札
の
際
に
限
る
と
い
う

制
限
を
逸
脱
し
た
帯
刀
が
行
わ
れ
始
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
岡
田
金
蔵
は
父
安
兵
衛
の
没
後
、
同
様
に
組
下
と
し
て
の

配
札
が
許
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
時
の
岡
田
金
蔵
が
「
組
下
」

と
な
っ
た
際
に
、
中
津
河
駿
河
守
の
あ
と
を
継
い
で
神
主
と
な
っ
て

い
た
中
津
河
斎
司
に
提
出
し
た
一
札
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。

【
史
料
9
】（

42
）

　
　

一
札

一
亡
父
安
兵
衛
義
御
神
人
組
下
ニ
而
京
都
配
札
御
許
容
被
為
成
下
、
然

ル
処
安
兵
衛
先
般
死
去
仕
、
其
後
私
父
同
様
ニ
御
許
容
被
下
度
奉

願
上
候
所
、
願
之
通
被
仰
付
候
段
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然

ル
処
此
度
心
得
違
之
義
仕　

御
ヶ
条
之
趣
相
背
御
許
容
無
御
座
勧

進
等
仕
候
者
、
真
以
申
訳
茂
無
御
座
次
第
、
深
奉
恐
入
候
、
以
後
者

急
度　

御
法
条
相
守
、
不
法
ヶ
間
敷
儀
勿
論
聊
茂
御
下
知
相
背
申

間
鋪
、
御
ヶ
条
堅
大
切
正
露
ニ
相
勤
可
申
候
、
若
万
一
不
叶
御
社

法
ニ
不
調
法
仕
候
ハ
ヽ
、
此
時
者
如
何
様
ニ
被　

仰
付
被
下
候
共
、

其
節
一
言
之
申
分
仕
間
敷
候
、
為
後
日
一
札
仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
金
蔵
（
印
）

　
　

天
保
八
年　
　
　

証
人

　
　
　
　

酉
二
月　
　
　
　
　

八
万
城
市
正
（
印
）

　
　
　

御
当
職

　
　
　
　

中
津
河
斎
司
殿

　
　

一
札

一
私
シ
義
御
神
人
組
下
ニ
加
入
仕
罷
在
候
而
、
及
京
都
遠
在
迄
茂
配
札

之
義　

御
許
容
被
為
成
下
、
然
ル
処
帯
刀
仕
候
而
順
行
ニ
罷
出
候

得
者
、
甚
都
合
行
所
之
振
合
茂
宜
敷
御
座
候
ニ
付
、
今
般
帯
刀
之
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儀
相
願
奉
申
上
候
所
、
是
又
御
許
容
被
下
、
真
以
冥
加
至
極
難
有

仕
合
奉
存
候
、
然
ル
上
者　

御
社
用
之
節
と
配
り
札
之
節
ニ
者
帯
刀

仕
、
其
除
之
他
行
ニ
者
決
而
帯
刀
仕
間
敷
御
座
候
、
若
又
身
分
之
義

ニ
付
、
自
然
故
障
等
出
来
候
共
、
其
節
少
シ
も
御
難
義
相
掛
申
間

敷
候
、
為
後
日
証
人
差
出
奉
差
上
候
、
依
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
金
蔵
（
印
）

　
　

天
保
八
年　
　
　

証
人

　
　
　
　

酉
二
月　
　
　
　
　

八
万
城
市
正
（
印
）

　
　
　

御
当
職

　
　
　
　

中
津
河
斎
司
殿

ど
う
や
ら
、
か
つ
て
私
用
で
帯
刀
を
し
て
問
題
を
起
こ
し
た
岡
田

金
蔵
は
、
ま
た
し
て
も
「
御
許
容
無
御
座
勧
進
等
」
で
不
興
を
買
っ

た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
の
時
も
大
目
に
見
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来

た
。
さ
ら
に
、「
及
京
都
遠
在
迄
茂
配
札
」
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
神
社
側
に
と
っ
て
も
配
札
先
、
す
な
わ
ち
顧
客
を

拡
大
す
る
戦
略
上
有
利
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
重
ね
て
遠
方
ま
で
出
向
く
に
あ
た
っ
て
は
「
帯
刀
仕
候
而

順
行
」
す
れ
ば
「
甚
都
合
行
所
之
振
合
茂
宜
敷
」
と
帯
刀
を
願
い
、

こ
れ
も
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
岡
田
金
蔵
は
「
御
社
用
之
節
と
配

り
札
之
節
」
は
帯
刀
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
九
世
紀
段
階
の
日
向
神
明
社
に
お
い
て
、

神
主
の
中
津
河
駿
河
守
に
直
属
し
て
広
く「
社
用
」に
関
わ
る「
神
人
」

と
、「
神
人
」
に
所
属
し
て
「
配
札
」
供
米
回
収
を
請
け
負
う
「
組
下
」、

さ
ら
に
「
組
下
」
の
も
と
で
臨
時
に
配
札
や
供
米
の
回
収
の
加
勢
を

す
る
存
在
な
ど
多
様
で
重
層
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
「
神
人
」
や
「
組
下
」
は
一
定
の
条
件
が

付
さ
れ
る
も
の
の
、
帯
刀
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。日

向
神
明
社
の
「
神
人
」
と
い
っ
て
も
、
相
当
に
裾
野
が
広
く
、

か
な
り
の
人
数
が
組
織
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ

れ
で
は
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
神
人
」
が
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。

そ
の
背
景
を
次
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

四　

伊
勢
と
日
向
神
明
社

日
向
神
明
社
の
社
殿
復
興
に
あ
た
り
、
そ
の
様
式
が
伊
勢
神
宮
に

酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
既
に
貞
享
元
年
（
一

六
八
四
）
の
『
菟
芸
赴
泥
』
に
「
外
宮
内
宮
な
ど
の
さ
ま
か
た
ち
ば

か
り
う
つ
せ
り
」
と
あ
る
か
ら
、野
呂
氏
の
こ
ろ
か
ら
伊
勢
の
内
宮
・

外
宮
を
模
し
た
神
社
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う（

43
）。

北
村
季
吟
の
「
さ
ま
か
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た
ち
ば
か
り
う
つ
せ
り
」
と
い
う
表
現
に
、
批
判
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
読
み
取
る
こ
と
も
容
易
で
あ
ろ
う
。

野
呂
式
部
か
ら
中
津
河
氏
が
引
き
継
い
だ
時
点
で
も
、
当
社
の
社

殿
が
伊
勢
神
宮
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
野
呂
氏
が
神
主
だ
っ

た
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
拾
遺
都
名
所
図
会
』

で
も
、
萱
葺
き
で
平
入
り
の
切
妻
屋
根
に
千
木
を
載
せ
た
「
外
宮
」

と
記
さ
れ
た
社
殿
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
（
写
真
）。
内
宮
・
外
宮

と
い
っ
た
伊
勢
神
宮
を
彷
彿
と
さ
せ
る
社
殿
構
成
は
、
伊
勢
参
宮
の

出
発
点
で
あ
る
蹴
上
に
お
い
て
多
く
の
人
を
惹
き
つ
け
る
空
間
と
し

て
機
能
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
に
向
か
う
人
び
と
に
は
参
詣
の

事
前
演
習
の
場
と
し
て
、
伊
勢
か
ら
帰
っ
た
人
に
と
っ
て
は
迎
え
に

来
た
人
へ
の
土
産
話
の
場
と
し
て
、
そ
し
て
伊
勢
に
行
け
な
い
人
に

と
っ
て
は
伊
勢
に
代
わ
る
場
と
し
て
も
機
能
し
た
に
違
い
な
い
。
た

だ
し
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
酷
似
し
て
い
た
こ
と
で
問
題
化
し
て
い

た
よ
う
だ
。東
町
奉
行
所
か
ら
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
照
会
が
あ
り
、

中
津
河
駿
河
守
ら
は
次
の
よ
う
に
返
答
し
て
い
る
。

【
史
料
9
】（

44
）

（
端
裏
書
）

「
文
化
十
二
亥
年　

東
役
所
ニ
て
御
尋
ニ
付
、
同
月
二
日
ニ

　

九
月
朔
日　
　

 

差
出
ス
書
附　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

乍
恐
口
上
書

一
当
社
夷
谷
神
明
社
ゟ
伊
勢
両
宮
御
祓
取
拵
、
所
々
配
達
仕
、
且
又

本
社
二
宇
之
内
、
一
宇
者　

内
宮
与
書
付
候
板
札
并　

天
照
皇
太

神
宮
与
書
顕
候
幌
掛
有
之
、
一
宇
者　

外
宮
与
書
付
候
板
札
并　

太

神
宮
与
書
顕
候
幌
掛
有
之
、
社
之
模
様
千
木
鰹
木
を
上
ケ
屋
根
萱

葺
等
ニ
仕
、
全
両
宮
を
摹
シ
候
様
子
之
由
、
其
外

太
神
宮
与
彫
付
候
石
面
并
石
燈
籠
二
基
、
且
五
十
鈴
川
与
書
付
候

『拾遺都名所図会』巻二（筆者蔵）
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建
札
等
有
之
由
、
右
之
様
子
御
尋
ニ
御
座
候
、
此
義
先
達
而
風
説

等
も
御
座
候
付
恐
入
、
右
之
通
相〻
除
申
候

〻

〻

〻

取
払
、
以
来
右
之
品
相

用
不
申
候
、

一
伊
勢
両
宮
之
御
祓
取
拵
候
義

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻
ニ
而
者

〻
〻
〻

無
御
座
候
得
共

〻

〻

〻

〻

〻

〻

、
外
宮
内
宮

太
神
宮
与

書
記
候
御
祓
前
々
ゟ
配
達
仕
候
得
共
、
太
神
宮
并
外
宮
内
宮
与
書

記
候
義
者
相
除
申
候

〻

〻

〻

〻

止
メ
以
来
配
達
不
仕
候

一
御
社
一
宇
ニ
内
宮
与
書
付
候
板
札
并
御
神
前
前
幌
、
天
照
皇
太
神

宮
与
御
座
候
相〻を除〻
不〻取

用〻払不〻
申
候

一
御
社
一
宇
ニ
外
宮
与
書
付
候
板
札
并
太
神
宮
与
申
幌
相
除
相
用
取
払

申
候

一
太
神
宮
与
彫
付
候
石
面
■取

■払

以
来
相
用
不

〻

〻

〻

〻

〻

申
候

一
石
燈
籠
二
基
太
神
宮
与
彫
付
御
座
候　

御
神
号
相
消
申
候

　

相
除

〻

〻

申
候

〻

〻

候
而
是
迄
之
通
燈
籠
者
建
置
申
度
奉
存
候

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

一
五
十
鈴
川
与
書
付
候
板
札
取〻
除〻取申〻
来〻
相〻払用〻
不〻
申
候

一
千
木
鰹
木
之
義
者
往
古
ゟ
御
座
候
義
ニ
付
、
取
除
不
申
候

尤
屋
根
之
義
者
山
中
ニ
生
立
候
笹
并
薄
、
麦
藁
等
ニ
而
葺
有
之
、
往

古
ゟ
仕
来
り
ニ
御
座
候
義
ニ
而
、
全
萱
葺
与
申
候
義
者
無
御
座
候
、
就

御
尋
此
段
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
科
恵
美
須
谷

　

文
化
十
二
年
亥
九
月
二
日　

神
明
社
神
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
津
河
駿
河
守
（
印
）
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こ
の
史
料
か
ら
は
、日
向
神
明
社
が
（
１
）「
伊
勢
両
宮
御
祓
取
拵
」

え
て
配
り
歩
い
て
い
た
こ
と
、（
２
）「
本
社
二
宇
」
を
内
宮
・
外
宮

と
記
し
、神
明
造
を
模
し
た
「
千
木
鰹
木
を
上
ケ
屋
根
萱
葺
等
ニ
仕
」

て
い
た
こ
と
、（
３
）「
太
神
宮
」
と
あ
る
石
燈
籠
の
み
な
ら
ず
、「
五

十
鈴
川
」と
書
い
た
建
札
ま
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
１
）

に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
社
殿
の
形
態
に
加

え
て
伊
勢
内
宮
の
そ
ば
を
流
れ
る
「
五
十
鈴
川
」
を
模
し
た
施
設
を

つ
く
り
、「
御
祓
」
な
ど
ま
で
伊
勢
神
宮
と
見
ま
が
う
よ
う
な
も
の

を
配
布
す
る
徹
底
し
た
模
倣
ぶ
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

神
社
側
の
対
応
と
し
て
は′（
１
）「
御
祓
」
の
「
太
神
宮
并
外
宮

内
宮
」
と
記
す
こ
と
は
や
め
、′（
２
）
本
社
の
内
宮
・
外
宮
と
記
し

た
額
な
ど
は
除
く
が
、「
千
木
鰹
木
」
は
往
古
か
ら
の
も
の
な
の
で

現
状
通
り
と
し
、
屋
根
に
つ
い
て
も
「
萱
葺
」
で
は
な
く
「
山
中
ニ

生
立
候
笹
并
薄
、
麦
藁
等
ニ
而
葺
」
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
主
張

し
、
現
状
を
維
持
す
る
方
向
で
調
整
し
て
い
る
。′（
３
）「
太
神
宮
」

と
あ
る
石
燈
籠
や
「
五
十
鈴
川
」
と
あ
る
板
札
な
ど
は
撤
去
す
る
こ
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と
に
し
た
よ
う
だ
。

本
史
料
に
は
多
く
の
訂
正
の
跡
が
残
っ
て
お
り
、
奉
行
所
へ
の
返

答
に
あ
た
っ
て
、
語
句
の
表
現
を
慎
重
に
選
ん
で
い
る
様
子
も
が
う

か
が
え
る
。
特
に
目
を
ひ
く
の
は
何
ヶ
所
か
に
見
え
る
表
現
、「
取

除
申
来
相
用
不
」
な
ど
の
よ
う
に
撤
去
し
て
今
後
は
使
用
し
な
い
こ

と
を
表
す
語
句
を
、
単
な
る
「
取
払
」
と
改
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
面
は
「
取
払
」
う
が
、
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め
れ
ば

復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
垣
間
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、「
神
人
」
た
ち
が
配
っ
て
い
た
「
札
」
が
「
伊
勢
両
宮
御

祓
」
だ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
日
向
神
明
社
の
「
神
人
」
が
配
っ
て

い
た
の
は
、
日
向
神
明
社
の
「
札
」
で
は
な
く
、「
伊
勢
両
宮
」
で

発
行
さ
れ
て
い
る
「
御
祓
」
類
似
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
を
京
都
で

製
造
し
て
「
所
々
配
達
仕
」
し
て
歩
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
御
蔭

参
り
の
流
行
や
、
伊
勢
信
仰
の
高
揚
に
と
も
な
っ
て
、「
御
祓
」
に

は
そ
れ
な
り
の
需
要
が
あ
り
、
一
定
の
収
入
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ

う
し
、「
日
向
神
明
社
」
名
義
の
御
札
以
上
に
伊
勢
の
方
が
知
名
度

が
あ
っ
た
か
ら
、
商
品
価
値
は
よ
り
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
日
向
神

明
社
が
、
伊
勢
神
宮
と
一
体
化
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
舞
台
装
置
の

存
在
は
、
配
ら
れ
る
「
御
祓
」
を
伊
勢
神
宮
所
縁
の
も
の
と
し
て
の

権
威
づ
け
に
も
有
効
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
「
伊
勢
」
そ
の
も
の
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
発
信
を
す

る
日
向
神
明
社
は
、伊
勢
の
「
御
祓
」
と
類
似
し
た
そ
れ
を
「
神
人
」

が
伊
勢
の
「
御
師
」
よ
ろ
し
く
京
都
中
に
配
っ
て
い
き
、
確
実
に
御

供
を
回
収
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
徹
底
す
る
た
め
に

は
相
当
の
人
数
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ

う
。「
意
覚
」と
い
う
冊
子（

45
）を

見
る
と
、日
向
神
明
社
で
は
三
月
の
太
々

神
楽
の
際
だ
け
で
は
な
く
、「
毎
月
御
供
集
」が
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、

「
正
五
九
月
御
祓
配
り
」
も
あ
り
、
年
間
を
通
し
て
供
米
の
回
収
や

配
札
の
仕
事
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
な
伊
勢
を
模
し
た
日
向
神
明
社
に
帰
属
し
て
「
御
祓
」

を
配
布
す
る
「
神
人
」
た
ち
に
と
っ
て
も
、
日
向
神
明
社
の
存
在
は

生
活
の
か
か
る
施
設
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
【
史
料

9
】
を
よ
く
見
る
と
奉
行
所
と
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
の
は
神
主

で
は
な
く
「
代
」
と
付
記
さ
れ
た
志
貴
縫
殿
ら
で
あ
る
。
志
貴
縫

殿
は
「
神
人
」
と
し
て
史
料
に
見
え
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
時
点

で
慎
重
に
語
句
を
整
え
な
が
ら
奉
行
所
と
折
衝
し
て
い
た
の
は
、
日

向
神
明
社
に
経
済
的
に
依
存
す
る
神
人
の
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。ま

た
、
表
3
に
掲
げ
た
よ
う
に
「
神
人
」
が
「
代
」
と
し
て
文
書

に
署
名
し
て
い
る
例
は
他
に
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
京
都
町
奉
行
と
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依
存
し
て
い
る
な
か
、
神
社
と
し
て
は
「
神
人
」
の
意
向
を
無
視
で

き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。む
し
ろ
、「
神
主
」

そ
の
も
の
も
後
か
ら
入
り
込
ん
だ
存
在
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
利

益
を
上
げ
て
経
営
を
軌
道
に
乗
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。
実
態
と
し
て
は
、
神
主
・「
神
人
」
と
も
に
日
向
神
明

社
と
い
う
神
社
の
資
源
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
活
用
し
て
い
る
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
神
主
と
「
神
人
」
の
関
係
の
実
態
は
、
補
任

と
い
う
資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
表
面
的
な
上
下
関
係
（
編
成
）
と
は
異

な
っ
た
側
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

こ
こ
ま
で
一
九
世
紀
の
日
向
神
明
社
と
「
神
人
」
に
つ
い
て
見

て
き
た
。
神
人
の
出
現
が
、
神
主
が
野
呂
家
か
ら
中
津
河
家
に
交

代
し
て
神
社
の
再
建
が
始
ま
る
時
期
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。「
神
人
」
は
裾
野
が
広
く
階
層
構
造
を
持
ち
、
多
く
の
人
々

を
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
伊

勢
を
模
し
た
日
向
神
明
社
が
「
御
祓
」
類
似
の
御
札
を
効
率
よ
く
配

布
し
、
京
都
の
信
徒
か
ら
広
く
確
実
に
御
供
を
集
め
る
上
で
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
神

表 3）中津河駿河守代署名者一覧
名前 年月日 文書概要 宛所 文書番号 備　　考

関量助

寛政 4 年12月 仮殿建につき 御奉行様 156
寛政 4 年12月 建物修復願 御奉行様 157
寛政 5 年 3 月 御供所仮建願 御奉行様 154
寛政 5 年 5 月25日 社頭金灯籠紛失 御奉行様 216

加藤新蔵 文化 7 年10月15日 小相撲興行願 御奉行様 34 加藤外記か
松井兵庫 文化10年 9 月29日 建物普請許容願 御奉行様 151 199に写あり

志貴縫殿

文化12年 9 月 2 日 伊勢両宮類似につき返答 御奉行様 67 付添楠野兵助・代曽川栄次郎

文化12年 9 月 2 日 神明社日向社名称返答 御奉行様 204 付添楠野兵助・代曽川栄次郎
文化12年 9 月 6 日 千木等形状模倣につき 御奉行様 131 付添酒井善兵衛

の
折
衝
に
関
わ
る
重
要

な
案
件
で
あ
る
こ
と
は

看
過
で
き
な
い
。
あ
る

い
は
、
神
社
運
営
の
対

外
的
な
面
な
ど
で
経
営

方
針
に
関
わ
る
重
要
な

局
面
で
主
導
権
を
握
っ

て
い
た
の
は
、
よ
り
神

社
経
済
に
依
存
し
て
い

る
「
神
人
」
の
方
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
浮
か
び
上
が

る
疑
問
の
ひ
と
つ
が
神

主
と
「
神
人
」
の
関
係

で
あ
る
。
神
主
が「
神
人
」

を
補
任
す
る
形
態
を
と

る
以
上
、
当
然
な
が
ら

神
主
が
上
位
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
が
、「
神

人
」
の
存
在
と
活
動
に
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社
運
営
に
あ
た
っ
て
奉
行
所
と
の
折
衝
を
神
主
に
代
わ
っ
て
行
う
な

ど
、
神
人
が
積
極
的
に
社
務
に
も
関
与
し
て
い
た
。

以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
日
向
神

明
社
の
「
神
人
」
は
、
中
世
と
の
連
続
性
を
持
た
ず
、
神
主
が
交
代

し
た
一
九
世
紀
の
日
向
神
明
社
に
固
有
の
条
件
下
に
誕
生
し
た
存
在

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
近
世
的
な
商
業
が
誕

生
し
た
こ
と
で
そ
の
役
割
を
終
え
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
切
な
い

と
い
う
至
っ
て
当
た
り
前
の
事
実
で
あ
っ
た
。

最
後
に
野
呂
式
部
は
ど
こ
で
躓
き
、
中
津
河
家
が
「
神
人
」
を
抱

え
る
こ
と
で
成
功
し
た
の
は
な
ぜ
か
を
考
え
て
お
き
た
い
。
京
都
の

町
触
を
見
て
い
る
と
、一
八
世
紀
後
半
に
は
寺
社
の
守
札
な
ど
の「
ま

き
れ
も
の
」
を
売
り
歩
く
宗
教
者
が
数
多
く
出
現
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る（

46
）。

こ
う
し
た
「
ま
き
れ
も
の
」「
紛
敷
」
に
よ
る
経
済

的
な
損
失
を
う
け
た
寺
社
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
は
、「
花
咲
社
」
で
発
行
の
「
賊
難

狸
狼
除
守
」
に
類
似
し
た
守
札
を
販
売
し
て
歩
く
も
の
が
お
り
、「
当

社
へ
請
ニ
参
候
者
ハ
無
数
被
成
候（

47
）」と

い
っ
た
有
り
様
だ
っ
た
。
井

上
智
勝
は
、
一
八
世
紀
末
を
没
落
都
市
民
の
増
加
と
離
村
農
民
の
流

入
に
よ
り
、
都
市
で
は
「
呪
術
的
活
動
を
行
う
下
級
宗
教
者
の
増
加

と
、
都
市
の
氏
神
に
対
し
て
帰
属
意
識
を
持
つ
氏
子
の
減
少
」
が
起

き
、「
神
社
や
神
職
を
め
ぐ
る
朝
廷
権
威
は
一
種
の
飽
和
状
態
に
達

し
て
い
た（

48
）」と

す
る
。
京
都
に
お
い
て
は
、
神
社
や
神
職
の
権
威
の

み
な
ら
ず
、
神
社
の
ご
利
益
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
出
し
て
い
る

「
御
札
」
の
真
偽
も
曖
昧
に
な
り
、
そ
の
権
威
、
言
い
換
え
れ
ば
商

品
価
値
も
低
下
し
て
い
た
と
い
え
る（

49
）。

こ
う
し
た
状
況
を
う
け
て
、
一
八
世
紀
に
は
寺
社
の
側
か
ら
町
に

出
向
き
「
志
有
之
輩
へ
相
授
ケ
申
度
」
と
い
っ
た
積
極
策
に
出
て
い

る
。
こ
う
し
た
相
対
で
の
配
札
に
つ
い
て
「
烏
乱
成
義
に
て
無
之
」

と
い
っ
た
旨
を
知
ら
せ
る
町
触
が
相
次
い
で
出
さ
れ
る
の
が
一
八
世

紀
後
半
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
、
種
々
の
「
ま
き
れ
も
の
」
が
問
題
に
な
っ
て
い

た
さ
な
か
の
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
こ
と
、
次
の
よ
う
な
町
触

が
出
さ
れ
て
い
た
。

伊
勢
両
大
神
宮
御
祓
大
麻
、
往
古
ゟ
勢
州
山
田
ニ
お
ゐ
て
拵
来
候

処
、
近
年
右
神
宮
之
御
祓
大
麻
他
所
ニ
而
拵
売
出
し
候
も
の
有
之

候
由
、
藤
波
家
ゟ
申
立
有
之
候
、
右
躰
之
義
ハ
決
而
致
間
敷
儀
ニ

候
処
、
伊
勢
参
宮
い
た
し
候
も
の
受
帰
り
候
御
祓
不
足
い
た
し
候

節
者
、
勢
州
ゟ
調
置
候
御
祓
売
買
い
た
し
族
も
有
之
趣
粗
相
聞
江

不
埒
ニ
候
、
向
後
右
御
祓
大
麻
拵
候
儀
ハ
勿
論
、
仮
令
勢
州
ニ
而
調

来
候
御
祓
余
慶
有
之
候
共
、
礼
物
亦
者
代
銭
之
売
買
堅
致
間
敷
候
、
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若
内
ニ々
而
売
出
し
候
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
可
相
咎
候
間
、
此
旨
山

城
国
中
江
可
相
触
者
也

申
二
月（

50
）

こ
こ
で
は
、
伊
勢
大
麻
を
伊
勢
以
外
の
と
こ
ろ
で
製
造
販
売
し
た

り
、
伊
勢
か
ら
受
け
て
き
た
大
麻
の
余
分
を
買
い
取
っ
て
、
不
足
し

て
困
っ
て
い
る
人
に
販
売
し
た
り
し
て
い
た
者
が
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
こ
で
想
起
す
る
の
が
、【
史
料
9
】
の
文
化
一
二
年
（
一
八

一
五
）
に
伊
勢
「
御
祓
」
類
似
品
配
布
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
日
向

神
明
社
の
活
動
で
あ
る
。
安
永
期
の
町
触
に
は
誰
が
行
っ
て
い
た
こ

と
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
古
大
麻
の
売
買
と
い
っ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
京
都
の
東
の
玄
関
口
に
近
く
、
伊
勢
参
り
の
際
の
坂

迎
え
や
見
送
り
が
行
わ
れ
て
い
た
日
ノ
岡
に
あ
っ
た
日
向
神
明
社
ほ

ど
相
応
し
い
場
所
は
な
い
。い
さ
さ
か
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、

野
呂
式
部
ら
は
日
ノ
岡
の
日
向
神
明
社
を
舞
台
と
し
て
、
こ
う
し
た

中
古
大
麻
の
転
売
な
ど
を
主
要
な
収
入
源
と
し
て
い
た
が
、
一
八
世

紀
後
半
に
競
合
す
る
偽
「
大
麻
」
販
売
業
者
な
ど
が
出
現
し
、
収
入

が
激
減
し
た
の
で
は
な
い
か
。
御
札
の
よ
う
な
少
額
商
品
を
扱
う
う

え
で
は
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
軽
く
、
顧
客
の
需
要
に
応
じ
て
多
様
な
種

類
を
（
真
偽
を
問
わ
ず
）
用
意
で
き
る
民
間
宗
教
者
の
ほ
う
が
圧
倒

的
に
有
利
で
あ
ろ
う（

51
）。

こ
う
し
た
手
法
に
対
し
て
神
社
側
は
他
寺
社

の
御
札
を
作
っ
た
り
、
新
し
い
由
緒
を
つ
く
り
御
利
益
あ
る
御
札
を

展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
「
志
」
に
よ
る
も

の
だ
か
ら
、
価
格
を
上
げ
る
こ
と
で
増
収
を
期
待
す
る
こ
と
も
難
し

い
だ
ろ
う（

52
）。

野
呂
氏
は
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
競
争
に
敗
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
こ
で
利
益
を
あ
げ
て
い
く
た
め
に
は
、

配
札
先
を
増
や
す
と
い
う
手
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
他
の
神
社

が
積
極
的
に
売
り
に
出
る
こ
と
で
生
き
残
る
作
戦
を
採
用
し
た
よ
う

に
、
一
九
世
紀
に
中
津
河
氏
は
「
神
人
」
を
組
織
し
て
大
量
に
捌
く

こ
と
で
攻
勢
に
出
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
、
問
題
に
な
る
の
は
日
向
神
明
社
に
よ
る
「
大
麻
」「
御

札
」
の
信
用
で
あ
る
。
大
量
に
生
産
し
た
と
こ
ろ
で
「
ま
き
れ
も
の
」

と
見
な
さ
れ
て
は
簡
単
に
は
受
け
い
れ
ら
れ
ま
い
。
そ
こ
で
、
京
都

に
あ
る
伊
勢
の
出
張
所
の
体
裁
を
な
す
こ
と
で
〝
い
か
が
わ
し
い
商

品
”
で
は
な
く
、
確
か
な
（
京
都
の
）
伊
勢
神
宮
所
縁
の
大
麻
で
あ

る
よ
う
に
見
せ
た
。
伊
勢
の
神
宮
大
麻
や
御
祓
そ
の
も
の
で
は
な
い

が
決
し
て
偽
物
で
は
な
い
、
そ
う
い
っ
た
演
出
を
す
る
た
め
の
装
置

と
し
て
、
日
向
神
明
社
が
伊
勢
を
彷
彿
と
さ
せ
る
存
在
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
日
向
神
明
社
が
伊
勢
同
様
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
る
よ
う
、【
史
料
９
】
の
よ
う
に
奉
行
所
に
対
し
て
「
神
人
」
が

懸
命
に
な
っ
た
の
も
そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
一
九
世
紀
の
日
向
神
明
社
は
、
神
主
と
「
神

人
」と
い
う
立
場
を
異
に
し
な
が
ら
、利
害
を
共
有
す
る
存
在
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
牛
山
佳
幸
『〈
小
さ
き
社
〉
の
列
島
史
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

の
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
、
牛
山
の
よ
う
に
同
名
称
の
神
社

を
比
較
す
る
帰
納
法
的
な
手
法
に
よ
ら
ず
、
個
別
神
社
の
具
体
像
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

（
2
）
こ
う
し
た
視
点
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
繁
昌
神
社
考
―
洛

中
小
社
研
究
序
説
―
」（
東
ア
ジ
ア
怪
異
学
会
編
『
怪
異
学
の
技
法
』

臨
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、「
京
都
の
町
と
神
社
―
一
六
・
一
七
世

紀
に
お
け
る
菅
大
臣
社
の
動
向
か
ら
―
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め

に
』
第
二
八
二
号
、
二
〇
一
三
年
五
月
）、「
一
九
世
紀
の
菅
大
臣
社

―
京
都
の
〝
小
社
”
を
め
ぐ
る
人
び
と
―
」（『
芸
能
史
研
究
』
二
〇

五
号
、
二
〇
一
四
年
四
月
）
が
あ
る
。

（
3
）
現
在
で
は
、
日
向
大
神
宮
と
称
し
て
い
る
。
所
在
地
（
夷
谷
）、
あ
る

い
は
広
域
地
名
の
粟
田
口
を
冠
す
る
名
称
な
ど
、
様
々
な
名
称
で
呼

ば
れ
て
い
る
が
、本
稿
で
は
史
料
上
の
文
言
を
除
い
て
「
日
向
神
明
社
」

に
統
一
す
る
。

（
4
）『
神
社
明
細
帳
』（
京
都
府
庁
文
書
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
）

（
5
）
豊
島
修
・
木
場
明
志
編
『
寺
社
造
営
勧
進　

本
願
職
の
研
究
』（
清
文

堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
大
高
康
正
『
参
詣
曼
荼
羅
の
研
究
』（
岩

田
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

（
6
）
青
柳
周
一
「
近
世
に
お
け
る
寺
社
の
名
所
化
と
存
立
構
造
」（『
日
本

史
研
究
』
五
四
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
地

域
の
『
成
り
立
ち
』
と
名
所
」（
幡
鎌
一
弘
編
『
近
世
民
衆
宗
教
と
旅
』

法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
寺
社
参
詣
と
『
寺
社
の
名
所
化
』」

（
島
薗
進
他
編
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教
4　

勧
進
・
参
詣
・
祝
祭
』

春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
）

（
7
）
萩
原
龍
夫
「
京
都
の
神
明
社
」（『
伊
勢
信
仰
Ⅰ
』
雄
山
閣
、
一
九
八

五
年
）、
瀬
田
勝
哉
（『
洛
中
洛
外
の
群
像
』
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
）

（
8
）
豊
田
武
『
豊
田
武
著
作
集
第
一
巻　

座
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
）、

網
野
善
彦
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八

四
年
）
な
ど
。

（
9
）
豊
田
武
は
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
商
品
経
済
の
飛
躍
的
な
発
展
は
、

商
工
業
者
を
中
世
的
な
諸
職
の
下
に
束
縛
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
し

た
」
た
め
領
主
と
商
工
業
者
の
要
求
が
一
致
し
、「
特
権
商
業
否
定
の

運
動
が
急
激
に
展
開
し
た
」（『
豊
田
武
著
作
集
第
二
巻　

中
世
日
本

の
商
業
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、
四
三
〇
頁
）
と
す
る
。

（
10
）
稲
葉
伸
道
「
神
人
・
寄
人
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史　

第
七
巻
』
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
11
）
三
枝
暁
子
「
北
野
社
西
京
七
保
社
神
人
の
成
立
と
そ
の
活
動
」『
比
叡

山
と
室
町
幕
府
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）

（
12
）
村
岡
幹
生
「
近
世
初
頭
の
春
日
社
神
人
」（『
日
本
史
研
究
』
三
一
七
号
、
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一
九
八
九
年
）

（
13
）『
南
嶺
子
』（『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
一
七
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一

九
七
六
年
）
の
該
当
箇
所
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

○
第
十
一　

巫
覡
ノ
義

大
日
本
国
は
天
照
大
神
よ
り
此
か
た
、
千
皇
不
易
の
神
国
な
る
事
、

今
更
あ
ら
た
め
て
い
ふ
に
お
よ
ば
す
。
神
代
前
皇
の
道
あ
り
。
君
臣

其
位
を
易
ざ
る
事
万
々
世
、
民
無
能
名
、
不
測
之
道
な
る
が
故
に
、

是
を
神
道
と
い
ふ
。（
略
）
仏
法
儒
教
は
天
竺
漢
土
の
教
に
し
て
、
我

大
日
本
国
の
主
教
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
い
か
に
も
仏
の
字
儒
の
字
を
蒙

ら
し
む
道
理
に
て
、
神
道
常
に
は
只
大
道
と
の
み
い
ふ
べ
き
に
、
近

年
祈
祷
を
業
と
し
、
勅
補
の
禰
宜
・
神
主
に
も
あ
ら
ず
し
て
、
市
中

又
は
村
邑
に
住
し
、
神
道
者
と
名
の
り
か
け
て
人
を
誣
る
属
、
男
な

れ
ば
是
を
覡
と
い
ひ
、
女
な
れ
ば
是
を
巫
と
い
ふ
。
巫
も
覡
も
人
を

誣
詐
す
る
の
号
な
り
。（
略
）
古
よ
り
巫
覡
を
い
や
し
む
る
事
か
く
の

如
し
。
官
幣
に
預
る
大
社
小
社
の
神
人
は
、
其
社
の
た
め
に
つ
け
置

る
ゝ
も
の
な
れ
ば
、
庶
民
の
祈
祷
に
預
ル
理
な
し
。
故
に
是
は
別
儀

な
り
と
い
へ
共
、
市
中
の
巫
覡
に
紛
る
ゝ
わ
ざ
を
せ
ば
、
罪
猶
重
か

る
べ
し
（
下
略
）

（
14
）『
新
修
京
都
叢
書
』
第
一
二
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
七
一
年
）

（
15
）『
新
修
京
都
叢
書
』
第
一
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
）

（
16
）『
新
修
京
都
叢
書
』
第
一
〇
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）

（
17
）『
近
畿
歴
覧
記
』「
石
山
行
程
」（『
新
修
京
都
叢
書
』
第
一
二
巻
）

（
18
）『
新
修
京
都
叢
書
』
第
一
二
巻

（
19
）『
華
頂
要
略
』
六
〇
巻
「
粟
田
村
雑
記
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
）

（
20
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
一
七
号
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
、

以
下
本
史
料
に
つ
い
て
は
所
蔵
を
略
し
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
が
付

し
た
受
入
番
号
を
付
記
す
る
）

（
21
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
四
二
号

（
22
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
四
七
号

（
23
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
四
一
号

（
24
）『
地
下
家
伝
』「
内
蔵
寮
史
生
後
為
寮
官
人
多
村
」

（
25
）『
白
川
家
門
人
帳
』
首
巻
（
清
文
同
出
版
株
式
会
社
、
一
九
七
二
年
）

に
よ
る
と
天
明
六
年
五
月
に
中
津
河
武
真
が
入
門
し
て
い
る
。

（
26
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
五
七
号

（
27
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
一
四
号

（
28
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
一
六
号

（
29
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
五
九
号

（
30
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
七
号

（
31
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
七
四
号
。
な
お
、
本
史
料
に
よ
れ
ば
こ
の
養

子
の
話
は
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
32
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
七
号

（
33
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
一
九
号

（
34
）
日
向
大
神
宮
文
書
」
二
三
九
号

（
35
）
た
だ
し
、こ
の
「
一
札
」
が
残
る
八
人
の
他
に
も
別
の
文
書
に
「
神
人
」

と
し
て
見
え
て
い
る
人
物
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
表
所
掲
の
八
名

が
「
神
人
」
の
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

（
36
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
二
三
一
号

（
37
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
二
三
九
号
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（
38
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
二
三
一
号

（
39
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
二
五
〇
号

（
40
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
二
五
七
号

（
41
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
二
四
二
号
。
な
お
、
萬
屋
安
兵
衛
と
金
蔵
は
同

一
印
が
捺
さ
れ
て
い
る

（
42
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
二
三
八
号

（
43
）『
新
修
京
都
叢
書
』
第
一
二
巻

（
44
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
六
七
号

（
45
）「
日
向
大
神
宮
文
書
」
一
七
四
号

（
46
）
例
え
ば
、
寛
延
元
年
の
「
五
条
天
神
宮
ゟ
毎
年
節
分
ニ
神
木
、
勝
餅
、

宝
船
、
右
三
色
」（『
京
都
町
触
集
成
』
巻
三
―
六
八
四
）、
宝
暦
一
〇

年
の
「
麩
屋
町
押
小
路
下
ル
町
」
の
白
山
社
「
古
来
ゟ
社
伝
之
雷
除
守
」

（『
京
都
町
触
集
成
』
巻
四
―
三
二
六
）、
宝
暦
一
一
年
の
「
城
刕
西
院

春
日
社
」
の
「
疱
瘡
除
之
守
」（『
京
都
町
触
集
成
』
巻
四
―
四
三
六
）、

宝
暦
一
二
年
の
「
花
咲
社
神
主
」
の
「
賊
難
狸
狼
除
守
」（『
京
都
町

触
集
成
』
巻
四
―
六
〇
七
）
な
ど
。
ま
た
、
宝
暦
六
年
に
は
「
願
主

之
出
所
も
不
相
知
奉
加
帳
持
歩
キ
相
勧
メ
、
奉
加
帳
指
出
し
候
も
の
」

（『
京
都
町
触
集
成
』
巻
三
―
一
八
四
一
）
と
不
審
な
奉
加
も
見
ら
れ

た
よ
う
で
あ
る
。

（
47
）『
京
都
町
触
集
成
』
巻
四
―
六
〇
七

（
48
）
井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
七
年
）

（
49
）
真
偽
が
疑
わ
し
い
も
の
が
増
加
し
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御

札
そ
の
も
の
の
需
要
は
失
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。

御
札
の
権
威
が
低
下
し
た
こ
と
で
、
た
だ
ち
に
他
の
も
の
に
置
き
換

え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
民
間
宗
教
者
は
配
札
を

生
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
50
）『
京
都
町
触
集
成
』
巻
五
―
一
二
七
六

（
51
）
一
八
世
紀
初
頭
に
は
聖
護
院
に
所
属
し
富
士
講
を
組
織
す
る
修
験
者

が
清
水
寺
の
仏
餉
を
兼
務
し
て
い
た
（
拙
著
『
近
世
勧
進
の
研
究
』

法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
）
よ
う
に
、
宗
教
者
が
複
数
の
「
本
所
」
に

所
属
し
て
様
ざ
ま
な
祈
祷
札
を
出
し
て
い
た
事
例
が
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
宗
教
者
の
な
か
に
は
多
様
な
需
要
に
応
え
る
た
め
に
商
品
と
し

て
の
「
札
」
の
品
揃
え
を
豊
富
化
し
て
い
き
、「
ま
ぎ
れ
も
の
」
の
札

を
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
が
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

（
52
）
冷
泉
町
の
「
金
銀
入
并
諸
払
帳
」
に
よ
れ
ば
、明
和
六
年
（
一
七
六
九
）

に
冷
泉
町
が
「
粟
田
口
神
明
御
札
」
に
対
し
て
支
払
っ
た
の
は
拾
弐

文
で
あ
っ
た
（『
京
都
冷
泉
町
文
書
』
第
三
巻
、
三
七
頁
）
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は
じ
め
に

筆
者
は
以
前
「
魏
晋
洛
陽
城
研
究
序
説
」
と
題
し
、
魏
晋
洛
陽

城
の
宮
城
配
置
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
以
下
、
前
稿
と
称

す
る
）＊

１

 

。
そ
こ
で
は
、
後
漢
洛
陽
城
の
北
宮
部
分
の
位
置
に
、
南

北
に
二
つ
の
宮
城
が
相
接
し
な
が
ら
並
立
し
て
い
た
と
す
る
一
宮
説

と
、
後
漢
洛
陽
城
の
南
北
宮
を
継
承
し
て
い
た
と
す
る
二
宮
説
を
そ

れ
ぞ
れ
検
討
し
、
一
宮
説
を
是
と
し
た
。
し
か
し
研
究
を
進
め
て
い

く
う
ち
に
、
前
稿
に
関
わ
る
先
行
研
究
や
新
資
料
を
発
見
し
た
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
前
稿
で
未
解
決
の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
問
題
の
再
検

討
や
あ
ら
た
な
知
見
に
基
づ
く
補
強
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
一
章　

後
漢
崇
徳
殿
に
つ
い
て

前
稿
発
表
の
翌
年
に
、
朴
漢
済
「
後
漢 

洛
陽
城
의 

構
造
와 

都

城 

布
局
―
―
正
殿 

崇
徳
殿
의 

위
치
를 

중
심
으
로
―
―
」（『
東
洋

史
学
研
究
』
一
二
九
、
二
〇
一
四
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。
朴
氏
は
一

九
九
〇
年
に
北
魏
洛
陽
城
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
が＊

２

 

、
こ

の
後
、
漢
魏
洛
陽
城
遺
址
の
発
掘
や
研
究
の
進
展
を
踏
ま
え
、
あ
ら

た
め
て
北
魏
洛
陽
城
の
宮
城
配
置
に
関
わ
る
後
漢
洛
陽
城（
雒
陽
城
）

に
つ
い
て
検
討
し
た
と
い
う
。
そ
こ
に
お
い
て
朴
氏
は
、
後
漢
洛
陽

城
の
南
北
宮
は
、
南
宮
が
主
、
北
宮
が
従
で
あ
り
、
徳
陽
殿
と
並
ぶ

中
心
的
宮
殿
で
あ
る
崇
徳
殿
は
、
南
宮
に
所
在
し
た
と
主
張
す
る
。

朴
氏
の
論
文
は
後
漢
洛
陽
城
に
対
象
を
限
定
し
て
い
る
が
、
氏
の
主

　

「
魏
晋
洛
陽
城
研
究
序
説
」
補
遺

田
　 

中
　
　
一
　 

輝
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張
を
、『
三
国
志
』
巻
二 

魏
書
文
帝
紀
黄
初
元
年
一
二
月
条
裴
松
之

注
の
、臣

松
之
案
ず
る
に
、
諸
書
記
す
ら
く
、
帝 

時
に
北
宮
に
居
り
、

建
始
殿
を
以
て
群
臣
に
朝
す
と
。
門
を
承
明
と
曰
い
、
陳
思
王

植
の
詩
に
「
帝
に
承
明
の
廬
に
謁
す
」
と
曰
う
は
、是
れ
な
り
。

明
帝
の
時
に
至
り
、
漢
の
南
宮
崇
徳
殿
の
処
に
於
い
て
太
極
・

昭
陽
の
諸
殿
を
起
つ
。

と
い
う
記
述
内
容
（
後
漢
洛
陽
城
の
南
宮
崇
徳
殿
の
と
こ
ろ
に
太
極

殿
を
建
設
し
た
）
と
あ
わ
せ
れ
ば
、
魏
晋
洛
陽
城
二
宮
説
を
補
強
す

る
も
の
と
な
り
、
一
宮
説
を
支
持
し
た
筆
者
の
前
稿
と
は
対
立
す
る

こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
朴
氏
論
文
に
は
大
き
く
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
第
一

に
、
魏
晋
洛
陽
城
に
関
す
る
先
行
研
究
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
点

で
あ
る
。近
年
日
本
に
お
い
て
急
速
に
進
展
し
た
漢
魏
洛
陽
城
研
究
、

特
に
後
漢
・
魏
晋
洛
陽
城
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
城
配

置
の
解
明
が
主
要
課
題
で
あ
っ
た
が
、
前
掲
の
『
三
国
志
』
裴
松
之

注
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
漢
・
魏
晋
の
各
洛
陽
城
の
宮
城
配
置
の

対
比
と
い
う
作
業
が
必
須
と
な
る
た
め
、
ま
ず
は
後
漢
・
魏
晋
洛
陽

城
に
関
す
る
各
先
行
研
究
を
整
理
し
、
充
分
に
踏
ま
え
る
必
要
が
あ

る
。
し
か
し
朴
氏
論
文
に
引
用
さ
れ
る
先
行
研
究
は
、
後
漢
洛
陽
城

に
関
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
近
年
の
魏
晋
洛
陽
城
研
究

の
成
果
が
あ
ま
り
踏
ま
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
魏
晋
洛
陽
城
の
先
行
研

究
を
踏
ま
え
て
朴
氏
論
文
を
見
る
と
、
内
容
や
行
論
に
多
く
の
齟
齬

を
き
た
す
。
朴
氏
の
主
張
は
魏
晋
洛
陽
城
の
宮
城
配
置
に
も
直
接
的

に
関
わ
る
だ
け
に
、
魏
晋
洛
陽
城
の
先
行
研
究
を
も
含
め
た
研
究
史

の
整
理
の
上
に
論
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

第
二
に
、
朴
氏
の
考
察
・
分
析
に
強
引
な
点
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
『
文
選
』
巻
三 

張
衡
『
東
京
賦
』
薛
綜
注
に
は
、

崇
徳 

東
に
在
り
、
徳
陽 

西
に
在
り
。
相
去
る
こ
と
五
十
歩
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
崇
徳
」
と
「
徳
陽
」
は
「
五
十
歩
」

の
間
隔
を
置
き
、
東
西
に
並
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
崇
徳
」

と
「
徳
陽
」
は
そ
れ
ぞ
れ
崇
徳
殿
と
徳
陽
殿
を
指
し
、
さ
ら
に
徳
陽

殿
が
北
宮
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
は
、『
後
漢
書
』
等
の
史
料
か
ら

も
確
認
で
き
る
か
ら
、
そ
れ
と
「
五
十
歩
」
の
距
離
を
置
い
て
東
側

に
位
置
し
て
い
た
崇
徳
殿
も
北
宮
に
あ
っ
た
と
す
る
の
が
一
宮
説
の

立
場
で
あ
り＊

３

 

、
筆
者
も
前
稿
に
お
い
て
こ
れ
を
支
持
し
た
。
と
こ
ろ

が
朴
氏
は
、
文
中
の
「
崇
徳
」
を
崇
徳
殿
で
は
な
く
崇
徳
署
と
解
釈

す
る
。
崇
徳
署
と
は
、『
後
漢
書
』列
伝
四
四 

楊
震
列
伝
附
楊
賜
伝
に
、

光
和
元
年
、
虹
蜺
の
昼
に
嘉
徳
殿
前
に
降
る
有
り
、
帝 

之
を

悪
み
、
賜
及
び
議
郎
蔡
邕
等
を
引
き
金
商
門
崇
徳
署
に
入
ら
し
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め
、
中
常
侍
曹
節
・
王
甫
を
し
て
問
う
に
祥
異
禍
福
の
所
在
を

以
て
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、金
商
門
附
近
に
あ
っ
た
建
築
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

朴
氏
は
特
に
、『
元
河
南
志
』
の
後
漢
京
城
図
に
お
い
て
、
北
宮
の

神
虎
門
・
金
商
門
附
近
に
崇
徳
署
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
東
京
賦
』

薛
綜
注
の
「
崇
徳
」
を
崇
徳
署
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

後
漢
京
城
図
の
崇
徳
署
は
徳
陽
殿
の
西
に
位
置
し
て
お
り
、東
に「
崇

徳
」が
あ
っ
た
と
す
る
薛
綜
注
の
内
容
と
矛
盾
す
る
。
朴
氏
は
他
に
、

後
漢
京
城
図
の
徳
陽
殿
の
東
に
あ
る
含
徳
殿
が
こ
の
場
合
の「
崇
徳
」

で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
す
る
が
、
強
引
に
過
ぎ
よ
う
。
そ
も
そ

も
朴
氏
は
行
論
の
根
拠
と
し
て
『
元
河
南
志
』
の
後
漢
京
城
図
を
多

用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
根
拠
に
文
献
の
内
容
を
批
判
す
る
と
い
う

手
法
は
、
果
た
し
て
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
元
河
南
志
』
は
著

者
不
明
で
あ
り
、
今
日
伝
わ
る
テ
キ
ス
ト
は
清
代
の
徐
松
が
『
永
楽

大
典
』
な
ど
か
ら
抜
き
出
し
た
輯
本
で
あ
る
が＊

４

 

、
そ
の
後
漢
京
城
図

は
後
漢
洛
陽
城
の
宮
城
や
宮
殿
の
配
置
を
写
生
し
た
も
の
で
は
あ
り

え
な
い
。
恐
ら
く
は
文
献
の
記
述
に
基
づ
く
考
証
の
後
に
作
成
さ
れ

た
一
種
の
復
元
図
で
あ
ろ
う
か
ら
、
都
城
史
研
究
の
参
考
資
料
と
は

な
っ
て
も
根
本
史
料
に
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
朴
氏
論
文
の
問

題
点
は
他
に
も
あ
り
、『
後
漢
書
』
列
伝
六
八 

宦
者
列
伝 

孫
程
条
に
、

孫
程
ら
宦
官
に
よ
る
順
帝
擁
立
ク
ー
デ
タ
ー
時
の
こ
と
と
し
て
、

十
一
月
二
日
、
程
遂
に
王
康
等
十
八
人
と
聚
ま
り
て
西
鍾
の
下

に
謀
り
、
皆
な
単
衣
を
截
り
て
誓
い
と
為
す
。
四
日
夜
、
程
等

共
に
崇
徳
殿
の
上
に
会
し
、
因
り
て
章
台
門
に
入
る
。

と
あ
る
が
、
文
中
の
「
西
鍾
」
を
そ
の
下
の
「
崇
徳
殿
」
の
も
の
と

朴
氏
は
主
張
し
て
い
る
。
文
中
の
「
西
鍾
」
は
『
後
漢
書
』
順
帝
紀

で
は
「
徳
陽
殿
西
鍾
」
に
作
っ
て
お
り
、
朴
氏
は
順
帝
紀
と
宦
者
列

伝
と
で
「
西
鍾
」
の
所
在
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
を
崇
徳

殿
の
西
鍾
と
し
、
南
宮
に
所
在
す
る
崇
徳
殿
で
も
ク
ー
デ
タ
ー
は
発

生
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
と
さ
ら
に
宦
者
列
伝
の
「
西
鍾
」

を
崇
徳
殿
の
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
宦
者
列
伝
の
文
脈
を
考
え

て
も
成
り
立
た
な
い
。
宦
者
列
伝
の
「
西
鍾
」
は
順
帝
紀
の
「
徳
陽

殿
西
鍾
」
を
踏
ま
え
、
徳
陽
殿
に
附
設
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う＊

５ 

。

し
た
が
っ
て
筆
者
は
前
稿
に
引
き
続
き
、
崇
徳
殿
が
後
漢
北
宮
に

あ
り
、
そ
の
跡
地
に
太
極
殿
が
建
設
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
魏
晋
洛
陽

城
の
宮
城
は
、
後
漢
北
宮
の
跡
地
に
限
ら
れ
、
後
漢
南
宮
の
跡
地
に

は
宮
城
・
宮
殿
が
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
と

し
た
い
。
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第
二
章　
『
三
国
志
』
裴
松
之
注

前
稿
の
検
討
で
は
未
解
決
で
あ
っ
た
問
題
の
一
つ
に
、前
掲
の『
三

国
志
』
裴
松
之
注
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
漢
（
後
漢
）
の
南
宮
崇
徳
殿

の
場
所
に
太
極
殿
・
昭
陽
殿
等
の
諸
殿
が
建
設
さ
れ
た
と
書
か
れ
て

お
り
、
そ
し
て
裴
松
之
の
こ
の
証
言
こ
そ
は
二
宮
説
の
最
大
の
論
拠

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
の
っ
と
っ
て
後
漢
洛
陽

城
の
南
宮
跡
地
に
太
極
殿
が
建
設
さ
れ
、
し

た
が
っ
て
魏
晋
の
宮
城
配
置
は
後
漢
の
南
北

宮
制
を
継
承
し
て
い
た
と
す
る
の
が
二
宮
説

で
あ
り
、
現
在
は
佐
川
英
治
氏
が
こ
れ
を
積

極
的
に
提
唱
し
て
い
る＊

６

（
佐
川
氏
の
後
漢
洛

陽
城
復
元
図
を
図
一
と
し
て
掲
載
し
て
お
く

＊
７

）。
こ
れ
に
対
し
魏
晋
の
宮
城
配
置
が
後
漢

の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
場
合

に
、
矛
盾
す
る
内
容
の
諸
史
料
を
多
数
掲
げ
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
魏
晋
の
宮
城
配
置
が
後
漢

北
宮
の
跡
地
（
北
魏
洛
陽
宮
城
と
同
じ
位
置
）

の
み
に
建
設
さ
れ
た
と
す
る
の
が
一
宮
説
で

あ
る
。

佐
川
氏
が
提
示
す
る
史
料
的
根
拠
の
ほ
と
ん
ど
は
前
稿
に
て
批
判

し
、
そ
の
結
果
と
し
て
筆
者
は
一
宮
説
を
支
持
す
る
に
至
っ
た
が
、

唯
一
こ
の
『
三
国
志
』
裴
松
之
注
だ
け
は
批
判
で
き
な
か
っ
た
。
裴

松
之
は
東
晋
劉
裕
（
後
の
劉
宋
武
帝
）
の
北
伐
に
従
軍
し
て
お
り＊

８

、

洛
陽
城
を
実
見
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
証
言
は
信
用
で
き
る
と
す

る
佐
川
氏
の
主
張
を
、
前
稿
執
筆
時
に
は
突
き
崩
す
こ
と
は
で
き
な

- 1 -

挿図一覧

図一：佐川英治氏の後漢洛陽城復元図

図一：佐川英治氏の後漢洛陽城復元図
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か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
洛
陽
城
や
中
原
の
地
理
を
実
見
し
た
東
晋
・
南

朝
人
の
著
作
に
対
す
る
北
朝
人
の
批
判
が
あ
る
こ
と
を
、
吉
川
忠
夫

氏
が
指
摘
し
て
い
る＊

９

。
以
下
、
吉
川
氏
の
研
究
に
基
づ
き
つ
つ
解
説

し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
『
水
経
注
』
巻
一
六 

穀
水
に
、

潘
岳
『
西
征
賦
』
に
曰
く
、「
孝
水
を
澡
し
以
て
纓
を
濯
し
、

美
名
の
茲
に
在
る
を
美
す
」
と
、
是
の
水 

河
南
城
の
西
十
余

里
に
在
り
、
故
に
呂
忱
曰
く
、「
孝
水 

河
南
に
在
り
」
と
。
而

れ
ど
も
戴
延
之
言
え
ら
く
「
函
谷
関
の
西
に
在
り
」
と
。
劉
澄

之
又
云
え
ら
く
「
檀
山
よ
り
出
づ
」
と
。
檀
山 

宜
陽
県
の
西

に
在
り
、
穀
水
の
南
に
在
ら
ば
、
南
入
の
理
無
し
。
茲
の
説
を

考
尋
す
れ
ば
、当
に
縁
生
の
『
述
征
』
の
謬
誌
を
承
く
る
の
み
。

縁
生 

戍
に
従
い
行
旅
し
、
征
途
訊
訪
し
、
既
に
し
て
旧
土
に

非
ず
、
故
に
究
す
る
所
無
し
。
今
川
瀾
北
に
注
ぎ
、
澄
み
て
泥

濘
を
映
し
、何
ぞ
枯
涸
す
と
言
う
を
得
る
や
。
皆
な
疏
僻
為
り
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
西
晋
潘
岳
『
西
征
賦
』
に
あ
る
孝
水
の
位
置
比
定

に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
孝
水
の
位
置
に
関
す
る
諸
説
を

列
挙
し
、『
水
経
注
』
の
著
者
で
あ
る
酈
道
元
が
そ
れ
ら
の
是
非
を

考
察
し
て
い
る
。
酈
道
元
は
、
孝
水
の
位
置
が
函
谷
関
の
西
に
あ
っ

た
と
す
る
劉
宋
戴
延
之
の
説
、
檀
山
か
ら
流
れ
る
と
す
る
南
斉
劉
澄

之
の
説
を
、
と
も
に
否
定
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
両
説
が
郭

縁
生
『
述
征
記
』
の
誤
り
を
受
け
た
た
め
と
酈
道
元
は
主
張
し
て
い

る
。
郭
縁
生
は
裴
松
之
と
同
じ
く
劉
裕
の
北
伐
に
従
軍
し
て
お
り
、

そ
の
『
述
征
記
』
と
は
彼
の
従
軍
紀
行
文
に
他
な
ら
な
い＊

10

。
す
な
わ

ち
『
述
征
記
』
の
内
容
は
郭
縁
生
が
当
地
を
実
見
し
た
内
容
が
記
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
酈
道
元
は
こ
の
内
容
を
否
定
す
る
理
由

と
し
て
、
当
地
が
郭
縁
生
に
と
っ
て
「
旧
土
」
で
は
な
く
、
詳
し
く

調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
説
明
し
て
い
る
。同
じ
く『
水

経
注
』
穀
水
に
は
、

『
述
征
記
』
に
曰
く
、「
穀
・
洛
二
水
、
本 

王
城
の
東
北
に
于

い
て
合
流
し
、
所
謂
穀
・
洛
闘
う
な
り
」
と
。
今 

城
の
東
南 

千
歩
を
缺
き
、
世
又
之
を
穀
・
洛
の
闘
う
処
と
言
う
。
倶
に
非

為
る
な
り
。
余 

史
伝
を
按
ず
る
に
、
周
霊
王
の
時
、
穀
・
洛

の
二
水
闘
い
、
王
宮
を
毀
つ
。
王 

将
に
之
を
堨
さ
ん
と
し
、

太
子
晋 

王
を
諫
む
る
も
、許
さ
ず
、遺
堰
三
堤
尚
お
存
す
。『
左

伝
』
二
十
四
年
、「
斉
人 

郟
に
城
き
、穆
叔 

周
に
如
き
て
賀
す
」

と
。
韋
昭
曰
く
、「
洛
水 

王
城
の
南
に
在
り
、
穀
水 

王
城
の

北
に
在
り
、
東
の
か
た
瀍
に
入
る
。
霊
王
の
時
に
至
り
、
穀
水 

盛
ん
に
王
城
の
西
に
出
で
、
而
し
て
南
流
し
て
洛
に
合
し
、
両
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水
相
格
り
、
闘
う
に
似
た
る
有
り
、
而
し
て
王
城
の
西
南
を
毀

つ
な
り
」
と
。
穎
容
『
春
秋
条
例
』
を
著
し
て
言
え
ら
く
、「
西

城
梁
門
の
枯
水
の
処
、
世 

之
を
死
穀
と
謂
う
な
り
」
と
。
始

め
て
縁
生
の
行
中
造
次
、
関
に
入
り
て
経
究
す
る
を
知
り
、
故

に
事 

実
と
違
う
。

と
あ
っ
て
、
こ
こ
も
酈
道
元
に
よ
る
郭
縁
生
『
述
征
記
』
批
判
の
部

分
で
あ
る
。
郭
縁
生
は
穀
水
・
洛
水
が
周
の
王
城
の
北
東
に
て
合
流

す
る
と
記
し
て
い
る
が
、酈
道
元
は
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
韋
昭
注
、

後
漢
穎
容
（
潁
容
）『
春
秋
条
例
（
春
秋
左
氏
条
例
）』
を
列
挙
し
て

こ
れ
を
否
定
し
、
郭
縁
生
は
道
中
を
急
ぎ
、
函
谷
関
入
関
後
に
調
査

し
た
た
め
に
、
そ
の
主
張
は
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

酈
道
元
は
『
水
経
注
』
穀
水
を
見
る
限
り
で
は
、郭
縁
生
『
述
征
記
』

を
は
じ
め
と
す
る
東
晋
・
南
朝
人
の
地
理
書
の
内
容
に
対
し
て
か
な

り
批
判
的
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
に
掲
げ
た
の
は
中
原
の
、特
に
穀
水
流
域
に
関
す
る『
水

経
注
』
の
記
述
で
あ
る
が
、
洛
陽
城
に
関
す
る
彼
ら
東
晋
・
南
朝
人

の
記
述
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。『
洛
陽
伽
藍
記
』

巻
二 

明
懸
尼
寺
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

穀
水 

周
囲
し
て
城
を
遶
り
、
建
春
門
の
外
に
至
り
、
東
の
か

た
陽
渠
石
橋
に
入
る
。
橋
に
四
柱
有
り
、
道
南
に
在
る
銘
に
云

え
ら
く
、「
漢
陽
嘉
四
年
将
作
大
匠
馬
憲
造
」
と
。
我
が
孝
昌

三
年
に
逮
び
、
大
雨
も
て
橋
を
頽
し
、
柱 

始
め
て
埋
没
す
。

道
北
の
二
柱
、
今
に
至
る
ま
で
猶
お
存
し
、
衒
之
按
ず
る
に
劉

澄
之
『
山
川
古
今
記
』・
戴
延
之
『
西
征
記
』
並
び
に
云
え
ら

く
、「
晋
太
康
元
年
造
」と
。
此
れ
則
ち
之
を
失
す
る
こ
と
遠
し
。

按
ず
る
に
澄
之
等
並
び
に
生
ま
れ
て
江
表
に
在
り
、
未
だ
中
土

に
游
ば
ず
、
仮
に
征
役
に
因
り
、
暫
来
経
過
し
、
旧
事
に
至
り

て
は
、
多
く
親
ら
覧
る
に
非
ず
、
諸こ
れ

を
道
路
に
聞
き
、
便
ち
穿

鑿
を
為
し
、
我
が
後
学
を
誤
る
こ
と
、
日
月
已
に
甚
だ
し
。

こ
れ
は
洛
陽
城
東
門
の
一
つ
で
あ
る
建
春
門
に
関
す
る
記
述
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
門
外
の
石
橋
の
柱
（
道
南
の
柱
）
に
「
漢
陽

嘉
四
年
将
作
大
匠
馬
憲
造
」
と
の
銘
文
が
あ
る
も
の
の
、劉
澄
之
『
山

川
古
今
記
』・
戴
延
之
『
西
征
記
』
に
は
、
こ
の
橋
の
建
設
年
代
に

つ
い
て
と
も
に
「
晋
太
康
元
年
造
」
と
あ
っ
た
と
い
う
。
一
つ
は
後

漢
順
帝
陽
嘉
四
年
（
一
三
五
年
）、一
つ
は
西
晋
武
帝
太
康
元
年
（
二

八
〇
年
）
で
あ
り
、
両
説
に
は
時
間
的
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
劉
澄

之
・
戴
延
之
は
も
と
よ
り
江
南
出
身
で
あ
り
、
北
伐
に
従
軍
す
る
こ

と
で
中
原
に
赴
い
た
も
の
の
、
長
く
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
通
過
し
て

し
ま
い
、
旧
事
に
関
し
て
は
自
ら
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
な
く
、
伝

聞
に
頼
り
、
強
引
な
解
釈
を
行
っ
た
と
『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
著
者
楊



−　 −54

衒
之
は
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
楊
衒
之
は
、
陽
嘉
四
年
説
を
支
持

し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
酈
道
元
の
み
な
ら
ず
、
楊
衒
之
も
彼
ら
の

主
張
に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻

二 

魏
昌
尼
寺
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

（
牛
馬
市
）
嵇
康
を
刑
す
る
の
所
、
東
石
橋
に
臨
み
、
晋
の
太

康
元
年
造
り
、
中
朝
の
時
の
南
橋
な
り
。
澄
之
等
蓋
し
北
橋
の

銘
を
見
、
因
り
て
橋
を
以
て
太
康
の
初
め
造
る
と
為
す
な
り
。

こ
こ
で
は
建
春
門
の
石
橋
と
は
別
の
東
石
橋
（
西
晋
の
南
橋
）
が

「
晋
の
太
康
元
年
造
」（
北
橋
の
銘
？
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
橋
（
建

春
門
の
石
橋
？
）
の
建
設
年
代
を
太
康
初
と
劉
澄
之
ら
が
判
断
し
た

の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
こ
の
箇
所
に

お
い
て
、
楊
衒
之
は
劉
澄
之
ら
の
説
と
北
橋
の
銘
を
紹
介
す
る
だ
け

で
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
は
行
っ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
は
楊
衒
之
自

身
が
、
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
で
あ

れ
ば
楊
衒
之
は
東
晋
・
南
朝
人
の
説
に
対
し
て
無
原
則
に
批
判
的
で

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
認
め
る
べ
き
と
こ
ろ
は
認
め
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

こ
こ
ま
で
に
引
用
し
た『
水
経
注
』・『
洛
陽
伽
藍
記
』は
、『
三
国
志
』

裴
松
之
注
に
つ
い
て
直
接
的
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の

の
、
劉
裕
の
北
伐
に
従
軍
し
た
諸
人
の
中
原
地
理
・
洛
陽
城
に
関
す

る
証
言
が
、
必
ず
し
も
信
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
以
上

の
分
析
か
ら
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
東
晋
・
南
朝
人
の

地
理
書
に
批
判
的
で
あ
っ
た
は
ず
の
酈
道
元
は
、
魏
晋
洛
陽
城
の
宮

城
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

魏
明
帝 

上
に
太
極
を
洛
陽
南
宮
に
法
り
、
太
極
殿
を
漢
崇
徳

殿
の
故
処
に
起
て
、
雉
門
を
改
め
て
閶
闔
門
と
為
す
。（『
水
経

注
』
穀
水
）

彼
は
曹
魏
明
帝
が
「
洛
陽
南
宮
」
に
て
太
極
を
か
た
ど
る
形
で
、

漢
の
崇
徳
殿
の
跡
地
に
太
極
殿
を
建
設
し
、
雉
門
を
閶
闔
門
と
し
た

と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
三
国
志
』
裴
松
之
注
の
内
容
と
も
類

似
し
て
お
り
、
同
じ
く
二
宮
説
の
論
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
水
経
注
』
文
中
の
「
洛
陽
南
宮
」
も
、

後
漢
の
南
宮
と
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
前
稿
で
も
紹

介
し
た
よ
う
に
、
向
井
祐
介
氏
は
『
水
経
注
』
の
「
洛
陽
南
宮
」
に

は
後
漢
の
南
宮
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を

二
宮
説
の
根
拠
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
洛
陽
南

宮
」
は
魏
晋
宮
城
（
一
宮
説
）
の
南
半
部
を
指
す
と
し
て
い
る＊

11

。
つ

ま
り
『
水
経
注
』
の
記
述
は
、
二
宮
説
の
論
拠
た
り
得
な
い
こ
と
と

な
る
。

無
論
こ
こ
ま
で
に
引
用
し
て
き
た
、『
水
経
注
』・『
洛
陽
伽
藍
記
』
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と
い
っ
た
諸
史
料
の
記
述
に
は
、
北
朝
人
の
東
晋
・
南
朝
に
対
す

る
バ
イ
ア
ス
や
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
、
彼
ら
の
主
張
が
必
ず
し
も
客
観
性
を
そ
な
え
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
。
ま
た
さ
き
の
楊
衒
之
の
例
の
よ
う
に
、
東
晋
・
南
朝
人
の
地

理
書
で
も
北
朝
人
が
そ
の
内
容
を
是
認
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
必
ず
し
も
そ
の
全
て
が
信
用
に
値
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
筆
者
も
洛
陽
城
研
究
に
お
い
て
『
述
征
記
』
等
の
東
晋
・
南
朝

人
の
著
し
た
地
理
書
を
使
用
す
る
こ
と
は
多
々
あ
る
。
し
か
し
一
方

で
東
晋
・
南
朝
の
地
理
書
に
対
す
る
彼
ら
の
批
判
は
一
応
の
説
得
力

を
有
し
て
も
お
り
、
し
た
が
っ
て
洛
陽
宮
城
に
つ
い
て
の
裴
松
之
の

主
張
に
も
、
解
釈
に
は
同
様
の
注
意
を
要
し
よ
う
。
少
な
く
と
も
裴

松
之
が
洛
陽
城
を
実
見
し
た
か
ら
そ
の
証
言
は
信
用
で
き
る
と
い
う

佐
川
氏
の
論
法
に
関
し
て
は
、
本
章
の
考
察
に
よ
っ
て
そ
の
妥
当
性

を
否
定
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章　

東
宮
と
西
宮

本
章
で
は
一
宮
説
の
補
強
要
素
と
し
て
、
新
た
に
西
晋
時
代
の
東

宮
・
西
宮
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

西
晋
は
皇
位
継
承
に
異
様
な
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
王
朝
で
あ
り
、

中
国
史
上
、
初
め
て
皇
太
弟
・
皇
太
孫
が
冊
立
さ
れ
た
の
は
、
実
に

こ
の
西
晋
時
代
で
あ
る＊

12

。
本
来
皇
位
は
嫡
長
子
継
承
が
原
則
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
皇
太
弟
が
立
て
ら
れ
、
ま
た
こ
と
さ
ら
に
皇
太
孫

や
、『
礼
記
』檀
弓
の
「
兄
弟
の
子
は
猶
お
子
の
ご
と
し
」
に
基
づ
い

て
皇
帝
の
甥
を
皇
太
子
に
冊
立
す
る
な
ど
と
い
っ
た
諸
事
か
ら
は＊

13

、

当
時
皇
位
継
承
予
定
者
の
常
設
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る＊

14

（
も
っ
と
も
そ
れ
に
は
八
王
の
乱
と
い
う
特
殊
な
政
治
状
況

も
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）。
そ
し
て
彼
ら
の
住
ま
い
で
あ

る
東
宮
も
、
西
晋
に
お
い
て
は
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た＊

15

。

と
こ
ろ
で
西
晋
に
は
東
宮
の
他
に
「
西
宮
」
と
呼
ば
れ
る
宮
が
存

在
し
た
。「
西
宮
」
と
は
、
西
晋
洛
陽
城
に
お
い
て
は
皇
帝
の
住
ま

う
宮
城
そ
の
も
の
を
指
す＊

16

。
無
論
こ
れ
は
東
宮
に
対
す
る
呼
称
で
あ

ろ
う
が
、
こ
と
さ
ら
に
東
宮
に
対
し
て
皇
帝
の
住
ま
い
を
「
西
宮
」

と
呼
ぶ
と
な
る
と
、
皇
帝
と
皇
太
子
が
並
立
関
係
に
な
り
、
皇
帝
の

権
威
が
相
対
化
さ
れ
る
危
険
性
も
生
じ
か
ね
な
い＊

17

。
し
か
し
こ
れ
に

関
し
て
は
、『
文
選
』
巻
二
六 

陸
韓
卿
（
陸
厥
）『
報
答
内
兄
希
叔
』

李
善
注
に
引
く
東
晋
卞
壼
の
議
に
、

太
子
の
居
る
所
の
宮
、
東
宮
と
称
す
。
太
子
宮
と
言
わ
ざ
る
者

は
、二
宮 

東
西
を
以
て
称
と
為
し
、是
れ
天
子
の
離
宮
に
し
て
、

太
子
を
し
て
之
に
居
ら
し
む
る
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
な
り
。
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と
あ
る
よ
う
に
、あ
く
ま
で
東
宮
は
天
子
（
皇
帝
）
の
離
宮
で
あ
り
、

そ
こ
に
皇
太
子
が
居
住
す
る
、
と
い
う
理
念
が
存
在
し
て
い
た
ら

し
い＊

18

。
西
晋
洛
陽
城
の
宮
城
が
「
西
宮
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所

以
を
考
え
る
と
、
や
は
り
洛
陽
城
に
お
け
る
東
宮
・
宮
城
の
位
置
関

係
が
予
想
さ
れ
る
。
で
は
西
晋
の
東
宮
は
洛
陽
城
の
ど
こ
に
位
置
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
晋
洛
陽
城
の
東
宮
の
位
置
に
関
し
て
は
岡
部
毅
史
氏
の
研
究
が

あ
り＊

19

、
氏
の
作
成
し
た
洛
陽
城
復
元
図
が
図
二
で
あ
る
。
こ
の
図
に

よ
れ
ば
、
洛
陽
城
内
東
側
の
、
や
や
北
よ
り
の
と
こ
ろ
に
東
宮
が
存

在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
東
宮
の
お
お
よ
そ
の
位
置
と
し
て
は
筆
者

も
こ
れ
を
支
持
し
た
い
。
筆
者
は
か
つ
て
、
西
晋
の
外
戚
で
あ
る
楊

駿
の
台
頭
過
程
と
東
宮
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
の
中
で
、

恵
帝
即
位
直
後
の
永
煕
元
年
（
二
九
〇
年
）
～
永
平
元
年
（
二
九
一

年
）
三
月
に
お
け
る
楊
駿
の
専
権
体
制
に
お
い
て
、
東
宮
・
尚
書
省

が
そ
の
中
核
と
な
り
、
東
宮
に
楊
駿
の
腹
心
が
送
り
込
ま
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
た＊

20

。筆
者
が
か
く
判
断
し
た
根
拠
の
一
つ
に
、『
晋
書
』

巻
四
〇 

楊
駿
伝
の
次
の
一
文
が
あ
る
。

時
に
駿 

曹
爽
の
故
府
に
居
り
、
武
庫
の
南
に
在
り
、
内
に
変

有
る
を
聞
き
、
衆
官
を
召
し
て
之
を
議
せ
し
む
。
太
傅
主
簿
朱

振 

駿
に
説
き
て
曰
く
、「
今 

内
に
変
有
り
、
其
の
趣
知
る
べ

し
、
必
ず
や
是
れ
閹
豎
の
賈
后
の
為
に
謀
を
設
け
れ
ば
、
公
に

利
あ
ら
ず
。
宜
し
く
雲
龍
門
を
焼
き
以
て
威
を
示
し
、
事
を
造

す
者
の
首
を
索
め
、
万
春
門
を
開
き
、
東
宮
及
び
外
営
の
兵
を

引
き
、
公
自
ら
皇
太
子
を
擁
翼
し
、
宮
に
入
り
て
姦
人
を
取
る

べ
し
。
殿
内
震
懼
し
、
必
ず
斬
り
て
之
を
送
り
、
以
て
難
よ
り

免
る
る
べ
し
」
と
。

- 2 -

図二：岡部毅史氏の西晋東宮配置図
図二：岡部毅史氏の西晋東宮配置図



−　 −57

こ
れ
は
永
平
元
年
三
月
に
反
楊
駿
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
し
た
と

き
の
楊
駿
側
の
動
向
を
伝
え
る
史
料
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
太
傅

主
簿
（
楊
駿
の
府
僚
）
朱
振
が
、
楊
駿
に
ク
ー
デ
タ
ー
勢
力
へ
の
対

処
と
し
て
、
宮
城
の
雲
龍
門
を
焼
い
て
威
を
示
し
、
万
春
門
を
開
い

て
、
東
宮
や
外
営
の
部
隊
を
引
き
入
れ
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
首
謀
者
の

殺
害
す
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
た
が
、
楊

駿
は
こ
れ
を
断
っ
た
と
い
う
。
筆
者
は
特
に

こ
の
う
ち
の
傍
線
部
に
基
づ
き
、
当
時
の
楊

駿
が
皇
太
子
の
身
柄
を
確
保
し
、
東
宮
の
部

隊
を
動
員
す
る
手
段
を
有
し
て
い
た
と
解
釈

し
、
前
述
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
た
の
で
あ

る
が
、
今
こ
の
記
述
を
都
城
史
研
究
の
視
点

か
ら
あ
ら
た
め
て
見
る
と
、
別
の
像
が
浮
か

ん
で
く
る
。

ま
ず
引
用
史
料
冒
頭
に
「
時
に
駿 

曹
爽

の
故
府
に
居
り
、
武
庫
の
南
に
在
り
」
と
、

当
時
楊
駿
が
曹
魏
の
曹
爽
の
故
府
に
お
り
、

そ
の
故
府
は
武
庫
の
南
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
楊
駿
の
太
傅
府
の
位
置
を

示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
文
中
の
武
庫
に

つ
い
て
は
、
太
倉
の
東
に
位
置
し
て
い
た
ら
し
い＊

21

。
つ
ま
り
楊
駿
の

太
傅
府
は
こ
の
南
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

同
じ
く
武
庫
の
南
方
に
あ
っ
た
東
宮
と
距
離
が
近
か
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
ま
た
当
時
の
政
治
に
お
け
る
楊
駿
と
東
宮
の
密
接
な

関
係
が
、一
つ
に
は
こ
の
近
さ
に
由
来
し
て
い
た
こ
と
を
も
前
掲『
晋

- 3 -

図三：魏晋洛陽城宮城図図三：魏晋洛陽城宮城図



−　 −58

書
』
楊
駿
伝
は
暗
示
し
て
い
る
。『
晋
書
』
楊
駿
伝
に
登
場
す
る
雲

龍
門
・
万
春
門
は
、
一
宮
説
に
基
づ
く
な
ら
ば
宮
城
西
側
の
門
で
あ

り
（
図
三
参
照
）、
す
な
わ
ち
朱
振
の
発
言
は
、
東
側
の
東
宮
・
太

傅
府
か
ら
西
側
の
宮
城
を
攻
撃
す
る
た
め
の
戦
術
の
提
案
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
東
宮
が
宮
城
の
東
側
に
あ
り
、

岡
部
氏
の
復
元
図
が
お
お
よ
そ
正
し
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。一

宮
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
東
宮
と
宮
城
が
東
西
方
向
に
並
立
し
て

い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
宮
城
が
東
宮
に
対
し
て
「
西
宮
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
。
で
は
二
宮
説
を
と
っ
た
場

合
に
こ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
二
宮
説

は
魏
晋
宮
城
が
後
漢
の
南
北
宮
を
継
承
し
、
そ
の
う
ち
の
南
宮
に
太

極
殿
が
あ
っ
た
と
す
る
。し
か
し
こ
れ
と
東
宮
の
位
置
関
係
か
ら
は
、

こ
と
さ
ら
に
宮
城
（
南
北
宮
）
が
「
西
宮
」
と
呼
ば
れ
た
理
由
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
仮
に
二
宮
説
に
お
け
る
南
宮
が
、
太
極

殿
が
所
在
し
た
た
め
に
主
た
る
宮
域
と
し
て
同
時
代
人
に
理
解
さ
れ

て
い
た
と
す
る
と
、
東
宮
と
南
宮
と
が
ほ
ぼ
南
北
方
向
に
位
置
す
る

た
め
に
、
ま
す
ま
す
西
宮
と
呼
ば
れ
た
理
由
が
分
か
ら
な
く
な
る
。

こ
の
東
西
宮
問
題
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
一
宮
説
の
根
拠
に
な
る
一

方
で
、
二
宮
説
の
そ
れ
に
は
な
り
え
な
い
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
章　

中
軸
線
の
有
無

こ
こ
ま
で
は
二
宮
説
へ
の
批
判
・
一
宮
説
の
補
強
を
行
っ
て
き
た

が
、
前
稿
に
て
未
解
決
の
ま
ま
残
し
た
問
題
の
二
つ
目
に
中
軸
線
問

題
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
中
軸
線
問
題
に
関
す
る
前
稿
の
考
察
結
果
を

簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

佐
川
氏
は
『
水
経
注
』
穀
水
の
、

穀
水
又
東
し
、
宣
陽
門
の
南
を
逕
、
故
の
小
苑
門
な
り
。
皇
都 

洛
に
遷
り
、
此
に
移
置
し
、
閶
闔
門
に
対
し
、
南
の
か
た
洛
水

浮
桁
に
直
る
。

と
い
う
記
述
を
引
き
、
宣
陽
門
（
後
漢
時
代
の
小
苑
門
）
が
北
魏
時

代
に
移
築
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
太
極
殿
―
閶
闔
門
―
宣
陽
門
―
洛

水
浮
橋
―
円
丘
が
一
直
線
に
並
ぶ
こ
と
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
洛
陽

城
に
お
い
て
中
軸
線
が
形
成
さ
れ
た
の
は
北
魏
時
代
で
あ
る
と
主
張

し
た＊

22

。
ま
た
氏
は
同
じ
く
『
水
経
注
』
穀
水
の
、

…
…
『
洛
陽
諸
宮
名
』
に
曰
く
、「
南
宮
に
謻
台
・
臨
照
台
有
り
」。

『
東
京
賦
』
に
曰
く
、「
其
の
南
は
則
ち
謻
門
曲
榭
、
邪
阻
城
洫

有
り
」
と
。
注
に
曰
く
、「
謻
門
、
氷
室
門
な
り
」
と
。
…
謻
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門
即
ち
宣
陽
門
な
り
。

と
い
う
記
述
の
「
謻
門
（
氷
室
門
）」
を
後
漢
南
宮
門
か
つ
魏
晋
宣

陽
門
と
解
釈
し
、
魏
晋
宣
陽
門
は
北
魏
の
そ
れ
よ
り
も
や
や
東
に

あ
っ
て
、
南
宮
に
接
続
す
る
門
で
あ
っ
た
と
し
、
し
た
が
っ
て
魏
晋

洛
陽
城
宮
城
は
後
漢
洛
陽
城
の
そ
れ
と
同
じ
二
宮
制
を
と
っ
て
い
た

と
も
主
張
す
る＊

23

。
筆
者
は
佐
川
氏
の
主
張
の
う
ち
、
後
漢
洛
陽
城
の

小
苑
門
が
北
魏
の
宣
陽
門
よ
り
も
や
や
東
に
位
置
し
、
南
宮
に
接
続

す
る
宮
門
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
関
し
て
は
そ
の
正
確
性
を
認
め
た

が（
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
基
づ
く
佐
川
氏
の
後
漢
洛
陽
城
復
元
図（
前

掲
図
一
）
に
も
筆
者
は
お
お
む
ね
賛
成
す
る
）、
こ
れ
を
魏
晋
洛
陽

城
二
宮
説
の
根
拠
に
使
用
す
る
佐
川
氏
の
論
法
に
関
し
て
は
、『
水

経
注
』
穀
水
の
「
宣
陽
門
」
が
必
ず
し
も
厳
密
に
魏
晋
洛
陽
城
の
宣

陽
門
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
二
宮
説
の
根
拠
に
は
な
り
え
な

い
と
批
判
し
た
。
つ
ま
り
筆
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
魏
晋
洛
陽
城
の

宮
城
は
後
漢
北
宮
の
一
帯
に
限
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
宣
陽
門
は

佐
川
氏
の
言
う
と
お
り
太
極
殿
―
閶
闔
門
の
真
南
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
上
で
、
筆
者
は
魏
晋
洛
陽
城
の
中
軸
線

に
つ
い
て
以
下
二
点
の
展
望
を
示
し
て
お
い
た
。

ⅰ
魏
晋
洛
陽
城
に
中
軸
線
は
な
か
っ
た
と
す
る
場
合
…
後
漢
洛
陽

城
の
小
苑
門
が
南
宮
宮
門
で
あ
っ
た
と
す
る
佐
川
氏
の
見
解

は
、
必
ず
し
も
魏
晋
洛
陽
城
二
宮
説
を
補
強
す
る
も
の
と
は
な

り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
漢
洛
陽
城
に
つ
い
て
の
主
張
と
し

て
は
充
分
に
首
肯
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
宣
陽
門
（
小

苑
門
）
が
北
魏
時
代
に
移
築
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
魏
晋
洛

陽
城
の
宮
城
が
後
漢
時
代
の
北
宮
一
帯
に
限
ら
れ
て
い
な
が
ら

も
、
こ
の
段
階
で
は
中
軸
線
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
場

合
、
例
え
ば
永
嘉
の
乱
に
際
し
て
王
弥
・
呼
延
晏
軍
が
洛
陽
城

に
侵
攻
し
た
際
、「
宣
陽
門
陥
ち
、
南
宮
に
入
り
、
太
極
前
殿

に
升
る
」（『
晋
書
』
巻
一
〇
二 

劉
聡
載
記
）
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
と
さ
ら
に
太
極
前
殿
の
真
南
に
な
い
宣
陽
門
を
通
っ
て
太
極

前
殿
に
侵
攻
し
た
こ
と
の
理
由
が
不
明
瞭
と
な
る
の
で
、
よ
り

具
体
的
な
検
討
が
必
要
と
な
る
。

ⅱ
魏
晋
洛
陽
城
に
中
軸
線
が
あ
っ
た
と
す
る
場
合
…
ⅰ
と
は
逆

に
、
魏
晋
洛
陽
城
に
中
軸
線
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
現

段
階
で
は
不
可
能
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
北
魏
洛
陽

城
と
同
様
の
太
極
殿
―
閶
闔
門
―
銅
駝
街
―
宣
陽
門
の
ラ
イ
ン

で
は
な
く
、
別
の
位
置
に
中
軸
線
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
高
く
な
る
。
向
井
佑
介
氏
は
、
魏
晋
洛
陽
城
が
西
側
の
太
極

殿
―
閶
闔
門
の
ラ
イ
ン
と
、
東
側
の
朝
堂
―
司
馬
門
の
ラ
イ
ン
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の
、
二
軸
制
を
と
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
が＊

24

、
前
述
の

ご
と
く
、
魏
晋
時
代
の
宣
陽
門
が
太
極
殿
―
閶
闔
門
の
ラ
イ
ン

上
に
あ
っ
た
と
は
今
の
と
こ
ろ
考
え
に
く
く
、
逆
に
こ
れ
が
朝

堂
―
司
馬
門
ラ
イ
ン
の
上
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
魏
晋
時
代
に

お
い
て
中
軸
線
と
し
て
よ
り
強
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
後
者

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

前
稿
で
は
こ
の
二
点
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
た

が
、
本
章
で
は
こ
の
問
題
の
さ
ら
な
る
掘
り
下
げ
を
行
い
た
い
。

ま
ず
こ
の
う
ち
の
ⅰ
の
可
能
性
の
弱
点
、
す
な
わ
ち
永
嘉
の
乱
に

際
し
、
王
弥
・
呼
延
晏
軍
が
太
極
前
殿
に
攻
め
込
む
に
先
立
っ
て
、

そ
の
真
南
に
な
い
宣
陽
門
を
通
っ
た
こ
と
の
不
自
然
さ
の
解
決
を
行

お
う
。
か
つ
て
の
一
宮
説
に
お
い
て
は
、
魏
晋
宣
陽
門
が
太
極
殿
―

閶
闔
門
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
郭
湖
生
氏
は
、
仮
に
魏
晋

宮
城
が
後
漢
南
北
宮
と
同
じ
配
置
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
た
場
合
、

な
ぜ
（
宮
門
で
な
い
）
宣
陽
門
を
通
っ
て
南
宮
に
入
り
、
太
極
殿
に

の
ぼ
っ
た
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
と
し
、
魏
晋
宮
城
は
北
魏
宮
城

と
同
じ
位
置
に
あ
り
、
宣
陽
門
が
太
極
殿
の
真
南
に
あ
っ
た
た
め
、

王
弥
ら
は
宣
陽
門
を
通
っ
て
太
極
殿
に
の
ぼ
っ
た
と
主
張
す
る＊

25

。
し

か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
魏
晋
時
代
の
宣
陽
門
は
、
太
極
殿
―
閶

闔
門
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
王
弥
ら
の

軍
は
宣
陽
門
→
閶
闔
門
→
太
極
前
殿
の
ル
ー
ト
を
一
直
線
に
突
き
進

ん
で
い
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な

ル
ー
ト
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
閶
闔
門
の
存
在
で
あ
る
。
閶
闔
門
は
闕

を
備
え
た
、
宮
城
の
正
南
門
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
銭

国
祥
氏
は
あ
く
ま
で
皇
帝
の
即
位
や
四
方
の
朝
貢
者
と
の
接
見
な
ど

の
重
要
時
に
使
用
さ
れ
る
門
で
あ
っ
て
、
一
般
時
に
通
行
の
た
め
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
と
主
張
す
る＊

26

。
銭
氏
に
よ

れ
ば
、
閶
闔
門
を
経
ず
と
も
、
宮
門
で
あ
る
東
掖
門
・
西
掖
門
か
ら

止
車
門
を
通
っ
て
も
太
極
殿
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い

う
。
閶
闔
門
の
用
途
に
関
す
る
銭
氏
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
平
時
に

お
け
る
使
用
回
数
の
少
な
さ
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
闕
を
備

え
た
門
で
あ
る
だ
け
に
、
洛
陽
宮
城
に
軍
を
率
い
て
侵
攻
す
る
場
合

に
お
い
て
も
、
太
極
殿
と
閶
闔
門
と
が
南
北
直
線
上
に
位
置
す
る
か

ら
と
い
っ
て
、
あ
え
て
閶
闔
門
を
陥
と
し
て
太
極
殿
に
攻
め
込
む
必

要
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
前
掲『
晋
書
』劉
聡
載
記
は
、王
弥
・

呼
延
晏
軍
が
宣
陽
門
を
破
っ
た
後
の
行
軍
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、「
南

宮
に
入
り
、
太
極
前
殿
に
升
る
」
と
い
う
だ
け
で
、
彼
ら
が
南
宮
に

侵
入
す
る
に
際
し
、ど
の
門
を
通
過
し
た
の
か
明
ら
か
に
し
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
必
ず
閶
闔
門
を
陥
落
さ
せ
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
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か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
王
弥
・
呼
延
晏
の
軍
が
太
極
前
殿
に
の
ぼ
る
に

先
だ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
宣
陽
門
を
陥
落
さ
せ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い

う
疑
問
は
残
る
が
、
劉
聡
ら
漢
軍
は
、『
晋
書
』
劉
聡
載
記
に
、

…
…
弥
等
未
だ
至
ら
ず
、
晏 

輜
重
を
張
方
の
故
塁
に
留
め
、

遂
に
洛
陽
に
寇
し
、
攻
め
て
平
昌
門
を
陥
と
し
、
東
陽
・
宣
陽

諸
門
及
び
諸
府
寺
を
焚
く
。
懐
帝 

河
南
尹
劉
黙
を
遣
わ
し
て

之
を
距
ま
し
め
、
王
師 
杜
門
に
敗
る
。
晏 

外
継
至
ら
ざ
る
を

以
て
、
東
陽
門
自
り
出
で
、
王
公
已
下
子
女
二
百
余
人
を
掠
し

て
去
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
宣
陽
門
だ
け
で
は
な
く
、
平
昌
門
・
東
陽
門
な
ど

も
攻
撃
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
先
立
つ
永
嘉
三
年
（
三
〇
九
年
）

の
漢
軍
の
洛
陽
攻
撃
に
つ
い
て
も
、『
晋
書
』
巻
一
〇
一 
劉
元
海
載

記
に
、…

…
聡 

進
み
て
西
明
門
に
屯
し
、護
軍
賈
胤 

夜
に
之
に
薄
し
、

大
夏
門
に
戦
い
、
聡
の
将 

呼
延
顥
を
斬
り
、
其
の
衆
遂
に
潰

す
。
聡 

軍
を
廻
し
て
南
し
、
洛
水
に
壁
し
、
尋
い
で
進
み
て

宣
陽
門
に
屯
し
、
曜 

上
東
門
に
屯
し
、
弥 

広
陽
門
に
屯
し
、

景 

大
夏
門
を
攻
め
、
聡 

親
ら
嵩
嶽
に
祈
り
、
其
の
将 

劉
厲
・

呼
延
朗
等
を
し
て
留
軍
を
督
せ
し
む
。
東
海
王
越 

参
軍
孫
詢
、

将
軍
丘
光
・
楼
裒
等
に
命
じ
て
張
下
の
勁
卒
三
千
を
率
い
、
宣

陽
門
自
り
朗
を
撃
た
し
め
、
之
を
斬
る
。
聡 

聞
き
て
馳
せ
て

還
る
。 

厲 

聡
の
己
を
罪
す
る
を
懼
る
る
や
、
水
に
赴
き
て
死

す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
宣
陽
門
の
他
に
西
明
門
や
大
夏
門
・
上
東
門
・
広

陽
門
な
ど
も
包
囲
・
駐
屯
や
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
洛
陽
城

の
包
囲
攻
撃
に
お
け
る
漢
軍
の
最
終
目
標
は
、
当
然
太
極
殿
（
太
極

前
殿
）
を
は
じ
め
と
す
る
宮
城
や
洛
陽
城
全
体
の
占
領
に
あ
っ
た
。

仮
に
太
極
殿
が
宣
陽
門
の
附
近
に
あ
り
、
漢
軍
が
太
極
殿
の
速
や
か

な
占
拠
を
め
ざ
し
て
宣
陽
門
を
重
点
的
に
攻
撃
し
た
と
し
て
も
、
守

備
側
が
同
じ
く
そ
こ
に
兵
力
を
集
中
さ
せ
て
防
い
だ
な
ら
ば
そ
の
戦

術
は
無
意
味
と
な
る
。
事
実
漢
軍
は
い
ず
れ
の
包
囲
に
お
い
て
も
宣

陽
門
以
外
の
門
に
積
極
的
な
攻
撃
を
仕
掛
け
た
の
で
あ
り
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
王
弥
・
呼
延
晏
軍
が
太
極
前
殿
を
占
拠
す
る
に
際
し
宣
陽

門
を
陥
落
さ
せ
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
あ
ら
か
じ
め
宣
陽
門
→
太
極
前

殿
と
い
う
確
固
と
し
た
戦
術
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
は

な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
偶
然
の
所
産
で
あ
っ
た
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
な
が
ら
そ
う
と
断
定
す
る
に
は
次
の
史
料
を
有
効
に
解
釈

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
晋
書
』
巻
一
〇
五 

石
勒
載
記
下
に
、
後
趙
石
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勒
と
前
趙
劉
曜
の
決
戦
直
前
の
こ
と
と
し
て
、

…
…
勒 

顧
み
て
徐
光
に
謂
い
て
曰
く
、「
曜 

成
皋
関
を
盛
ん

に
す
る
は
、
上
計
な
り
。
洛
水
を
阻
む
は
、
其
の
次
な
り
。
坐

し
て
洛
陽
を
守
る
者
は
擒
と
成
る
な
り
」
と
。
諸
軍 

成
皋
に

集
い
、
歩
卒
六
万
、
騎
二
万
七
千
。
勒 

曜
に
守
軍
無
き
を
見
、

大
い
に
悦
び
、
手
を
挙
げ
天
を
指
し
、
又
自
ら
額
を
指
し
て
曰

く
、「
天
な
り
」
と
。
乃
ち
甲
を
巻
き
枚
を
銜
み
詭
道
も
て
路

を
兼
ね
、
鞏
・
訾
之
間
に
出
づ
。
曜
の
其
の
軍
十
余
万
を
城
西

に
陳
ぬ
る
を
知
り
、
弥
い
よ
悦
び
、
左
右
を
顧
み
て
曰
く
、「
以

て
我
を
賀
す
べ
し
」
と
。
勒 

歩
騎
四
万
を
統
べ
宣
陽
門
自
り

入
り
、
故
の
太
極
前
殿
に
升
る
。

と
あ
り
、
石
勒
軍
側
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
傍
線
部
を
一
見
す
れ

ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
の
石
勒
も
宣
陽
門
か
ら
洛
陽
城
内
に

進
入
し
、
そ
の
後
に
太
極
前
殿
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。『
晋
書
』
の
劉

聡
載
記
と
石
勒
載
記
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
宣
陽
門
か
ら
太
極
前
殿
に
の

ぼ
っ
た
と
す
る
記
述
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
太
極
前
殿
に

の
ぼ
る
に
先
だ
っ
て
宣
陽
門
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
的
な
理

由
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
は
恐
ら
く

そ
う
で
は
な
い
。
石
勒
は
「
曜 

成
皋
関
を
盛
ん
に
す
る
は
、
上
計

な
り
。
洛
水
を
阻
む
は
、
其
の
次
な
り
。
坐
し
て
洛
陽
を
守
る
者
は

擒
と
成
る
な
り
」
と
い
い
、
劉
曜
軍
の
動
向
に
関
し
て
三
つ
の
ケ
ー

ス
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
当
時
の
石

勒
軍
が
成
皋
関
→
洛
水
→
洛
陽
城
の
ル
ー
ト
で
行
軍
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
石
勒
は
洛
陽
城
に
至

る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、劉
曜
軍
に
遭
遇
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
天
な
り
」、「
以
て
我
を
賀
す
べ
し
」な
ど
と
喜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
石
勒
軍
は
洛
水
を
渡
っ
て
洛
陽
城
に
到
着
し
た
こ
と
に

な
る
が
、
当
時
の
洛
水
は
洛
陽
城
の
南
方
を
流
れ
て
い
た
。
つ
ま
り

石
勒
は
洛
陽
城
に
は
南
方
か
ら
進
入
し
た
こ
と
に
な
り
、
太
極
前
殿

に
の
ぼ
る
に
先
だ
っ
て
南
門
の
一
つ
で
あ
る
宣
陽
門
を
通
っ
た
と
し

て
も
、
何
ら
不
自
然
な
点
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
王
弥
・
呼
延
晏
軍
が
宣
陽
門
を
突
破
し
太

極
前
殿
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
は
偶
然
の
結
果
で
あ
り
、
こ
れ
が
宮
城
や

城
門
の
位
置
比
定
の
根
拠
た
り
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
ⅰ
に
お
い
て
提
起
し
た
疑
問
は
一
応
解
決
し
た
こ
と

に
な
ろ
う
。

で
は
魏
晋
洛
陽
城
に
中
軸
線
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に

こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
魏

洛
陽
城
中
軸
線
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
銅
駝
街
が
あ
る
。
北
魏

の
銅
駝
街
は
閶
闔
門
か
ら
南
に
延
び
る
道
路
で
あ
っ
た
が
、
魏
晋
に
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お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
い
。『
水
経
注
』
穀
水
に
、

…
…
之
を
銅
駝
街
と
謂
う
。
旧
く
は
魏
明
帝 

銅
駝
諸
獣
を
閶

闔
南
街
に
置
く
。
陸
機
云
え
ら
く
、「
駝
高
き
こ
と
九
尺
、
背 

太
尉
坊
に
出
づ
る
者
な
り
」
と
。

と
あ
っ
て
、
曹
魏
明
帝
が
閶
闔
門
の
南
通
り
に
「
銅
駝
諸
獣
」
を
配

置
し
た
と
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
銅
駝
街
」
と
い
う
名
称
の
由
来

と
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る＊

27

。
つ
ま
り
銅
駝
街
は
魏
晋
・

北
魏
と
も
に
同
じ
位
置
を
通
っ
て
い
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
が
、
前
述
の
通
り
魏
晋
の
宣
陽
門
は
北
魏
の
そ
れ
と
位
置
を

異
に
し
て
い
る
た
め
、
魏
晋
時
代
に
は
銅
駝
街
の
延
長
線
上
（
直
線

上
）
に
宣
陽
門
が
位
置
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
な
る
。
も
っ
と
も

閶
闔
門
の
東
に
位
置
す
る
宮
城
南
門
で
あ
っ
た
司
馬
門
の
南
に
、
銅

駝
街
に
匹
敵
す
る
通
り
が
あ
り
、
そ
れ
が
宣
陽
門
と
直
結
し
て
い
た

な
ら
ば
、
前
稿
の
ⅱ
の
可
能
性
が
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、

現
存
す
る
史
料
か
ら
は
、
そ
の
存
在
を
積
極
的
に
伝
え
る
記
述
を
見

い
だ
せ
な
い
。
で
あ
れ
ば
現
状
で
は
筆
者
が
前
稿
の
ⅰ
に
て
推
測
し

た
よ
う
に
、
魏
晋
洛
陽
城
に
は
中
軸
線
が
な
か
っ
た
と
し
な
け
ら
ば

な
ら
な
く
な
る
。

た
だ
し
中
軸
線
と
い
う
概
念
ま
で
も
が
こ
の
時
代
に
絶
無
で
あ
っ

た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
既
に
曹
魏
鄴
城
に
て
中
軸
線
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
中
軸
線
の
概
念
は
後
漢
末
に
は
存

在
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
で
は
せ
っ
か
く
誕
生
し
た
中
軸
線
と
い

う
概
念
を
、
曹
魏
・
西
晋
の
皇
帝
た
ち
は
洛
陽
城
に
再
現
し
よ
う
と

し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
宮
城
南
門
の
司
馬
門
が
あ

る
。
司
馬
門
は
前
述
の
通
り
閶
闔
門
の
東
に
あ
り
、
ま
た
魏
晋
の
宣

陽
門
も
北
魏
の
そ
れ
よ
り
や
や
東
に
あ
っ
た
か
ら
、
魏
晋
洛
陽
城
に

お
い
て
司
馬
門
・
宣
陽
門
が
南
北
の
一
直
線
上
に
位
置
し
て
い
た
可

能
性
は
そ
れ
ほ
ど
低
く
は
な
い
。
そ
し
て
も
と
も
と
司
馬
門
に
は
闕

を
建
設
す
る
計
画
が
あ
っ
た
。『
水
経
注
』
穀
水
に
、

渠
水 

銅
駝
街
自
り
東
し
、
司
馬
門
の
南
を
逕
。
魏
明
帝
始
め

闕
を
築
き
、
崩
れ
、
数
百
人
を
圧
殺
し
、
遂
に
復
た
築
か
ず
、

故
に
闕
無
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
司
馬
門
に
は
当
初
闕
が
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
が
崩
落
し
、
数
百
人
の
死
者
を
だ
し
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
闕

は
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
銭
国
祥
氏
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
当
初
は

司
馬
門
に
闕
を
築
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、『
水
経
注
』
穀
水
に
あ
る

よ
う
な
事
情
か
ら
そ
れ
が
中
止
さ
れ
、
そ
の
西
側
に
新
た
に
閶
闔
門

を
開
鑿
・
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
主
張
す
る＊

28

。
こ
れ
に
よ
る
な

ら
ば
曹
魏
に
は
司
馬
門
と
宣
陽
門
か
ら
な
る
中
軸
線
の
形
成
が
志
向
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さ
れ
て
い
た
と
判
断
で
き
な
く
も
な
い
。
し
か
し
前
述
の
銭
氏
の
説

は
高
い
蓋
然
性
を
備
え
た
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
向
井
氏
も
指
摘

す
る
よ
う
に
、
前
掲
『
水
経
注
』
穀
水
の
一
文
し
か
根
拠
が
示
さ
れ

て
お
ら
ず＊

29

、
結
局
は
推
測
の
域
を
出
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
現

在
の
と
こ
ろ
は
魏
晋
洛
陽
城
に
中
軸
線
適
用
の
計
画
が
あ
っ
た
と
明

確
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
可
能
性

と
し
て
は
指
摘
し
て
お
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
章
の
分
析
結
果
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
魏
晋
時
代
に
は
中
軸
線

と
い
う
概
念
が
既
に
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
首
都
洛
陽
城
に
は
適
用
さ

れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
適
用
の
意
志
は
あ
っ
た
が
様
々
な
事
情
か

ら
結
果
と
し
て
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る
し
か
な
く
な
る
。

そ
の
意
味
で
魏
晋
洛
陽
城
は
、
中
国
都
城
史
に
お
い
て
過
渡
期
の
も

の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う＊

30

。

お
わ
り
に

本
稿
は
そ
の
趣
旨
が
前
稿
の
補
強
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
体

と
し
て
魏
晋
洛
陽
城
に
関
す
る
個
別
事
例
の
紹
介
・
検
討
と
い
う
構

成
と
な
り
、
大
変
読
み
づ
ら
い
叙
述
方
式
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

読
者
に
は
前
稿
と
あ
わ
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ま
た
特
に
朴
・
佐
川
両
氏
に
は
蕪
辞
を
謝
し
た
い
と
思
う
。

本
稿
で
は
朴
氏
論
文
と
前
稿
で
残
し
た
未
解
決
問
題
二
点
の
そ
れ

ぞ
れ
の
検
討
（
第
一
・
二
・
四
章
）、
及
び
一
宮
説
補
強
の
新
た
な

根
拠
一
点
の
提
示
（
第
三
章
）
を
行
っ
た
。
特
に
第
二
・
四
章
の
検

討
で
は
、
依
然
と
し
て
確
固
と
し
た
分
析
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
前
稿
に
お
け
る
筆
者
の
理
解
・
立
場
を
補
強
す
る
こ

と
に
は
成
功
し
た
で
あ
ろ
う
。

現
存
の
文
献
で
行
い
う
る
、
魏
晋
洛
陽
城
の
宮
城
配
置
や
中
軸
線

の
有
無
に
関
す
る
筆
者
の
検
討
作
業
は
、
こ
れ
で
一
通
り
は
完
了
し

た
つ
も
り
で
あ
る
。
以
後
再
検
討
の
必
要
が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
漢

魏
洛
陽
城
遺
址
の
新
た
な
発
掘
結
果
の
公
表
が
そ
の
契
機
に
な
ろ

う
。
い
ず
れ
来
た
る
で
あ
ろ
う
そ
の
と
き
に
備
え
る
意
味
も
含
め
、

今
後
も
研
究
は
実
証
を
第
一
に
心
が
け
て
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

＊
1　

拙
稿
「
魏
晋
洛
陽
城
研
究
序
説
」（『
立
命
館
史
学
』
三
四
、
二
〇
一

三
年
）
参
照
。

＊
2　

朴
漢
済
「
北
魏 

洛
陽
社
会
와 

胡
漢
体
制
―
―
都
城
区
劃
과 

住
民

分
布
를 

중
심
으
로
―
―
」（『
泰
東
古
典
研
究
』
六
、
一
九
九
〇
）。

＊
3　

村
元
健
一
「
後
漢
雒
陽
城
の
南
宮
と
北
宮
の
役
割
に
つ
い
て
」（『
大

阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
八
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

＊
4　

神
田
信
夫
・
山
根
幸
夫
編
『
中
国
史
籍
解
題
辞
典
』（
燎
原
書
店
、
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一
九
八
九
年
）
七
三
頁
参
照
。

＊
5　

村
元
健
一「
後
漢
雒
陽
城
の
南
宮
と
北
宮
の
役
割
に
つ
い
て
」（
前
掲
）

参
照
。

＊
6　

佐
川
英
治
「
曹
魏
太
極
殿
の
所
在
に
つ
い
て
」（『
六
朝
・
唐
代
の
知

識
人
と
洛
陽
文
化
』
岡
山
大
学
文
学
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
報
告
書

一
五
、
二
〇
一
〇
年
、
一
九
～
四
二
頁
）、「
漢
魏
洛
陽
城
研
究
の
現

状
と
課
題
」（『
洛
陽
学
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
論
文
集
―
―
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る
洛
陽
の
位
置
―
―
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
一

一
五
～
一
三
八
頁
）、「
漢
魏
洛
陽
城
」（
佐
川
英
治
・
陳
力
・
小
尾

孝
夫
編
『
漢
魏
晋
南
北
朝
都
城
復
元
図
の
研
究
』、
平
成
二
二
～
平
成

二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
B
）
研
究
成
果
報
告
書
、

二
〇
一
四
年
、
三
七
～
七
〇
頁
）
参
照
。

＊
7　

佐
川
英
治
「
漢
代
の
郊
祀
と
都
城
の
空
間
」（
小
島
毅
編
『
東
ア
ジ

ア
の
王
権
と
宗
教
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
四
〇
～
五
一
頁
）

参
照
。

＊
8　

森
鹿
三
「
劉
裕
の
北
伐
西
征
と
そ
の
従
軍
紀
行
」（『
東
洋
史
研
究
』

三
―
一
、
一
九
三
七
年
）
参
照
。

＊
9　

吉
川
忠
夫
「
島
夷
と
索
虜
の
あ
い
だ
―
―
典
籍
の
流
伝
を
中
心
と
し

た
南
北
朝
文
化
交
流
史
―
―
」（『
東
方
学
報
』
京
都
七
二
、
二
〇
〇

〇
年
）
参
照
。

＊
10　

森
鹿
三
「
劉
裕
の
北
伐
西
征
と
そ
の
従
軍
紀
行
」（
前
掲
）
参
照
。

＊
11　

向
井
佑
介
「
曹
魏
洛
陽
の
宮
城
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
」（『
史
林
』

九
五
―
一
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

＊
12　
『
廿
二
史
劄
記
』
巻
一
四
、三
田
辰
彦
「
西
晋
後
期
の
皇
位
継
承
問
題
」

（『
集
刊
東
洋
学
』
九
九
、
二
〇
〇
八
年
）、
岡
部
毅
史
「
西
晋
皇
太
弟

初
探
」（『
東
方
学
』
一
二
九
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

＊
13　

渡
邉
将
智
「
後
漢
安
帝
の
親
政
と
外
戚
輔
政
」（『
東
洋
学
報
』
九
三

―
四
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

＊
14　

三
田
辰
彦
「
西
晋
後
期
の
皇
位
継
承
問
題
」（
前
掲
）
参
照
。
ま
た

岡
部
毅
史
「
梁
簡
文
帝
立
太
子
前
夜
―
―
南
朝
皇
太
子
の
歴
史
的
位

置
に
関
す
る
一
考
察
―
―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
八
―
一
、
二
〇
〇

九
年
）
は
、
南
朝
に
お
い
て
も
皇
太
子
は
ほ
ぼ
常
設
状
態
で
あ
っ
た

と
い
う
。

＊
15　

拙
稿
「
西
晋
の
東
宮
と
外
戚
楊
氏
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
七
―
三
、

二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

＊
16　

福
原
啓
郎
『
西
晋
の
武
帝 

司
馬
炎
』（
白
帝
社
、
一
九
九
五
年
）
二

四
四
頁
参
照
。

＊
17　

現
に
西
晋
の
陸
機
は
『
贈
馮
文
羆
遷
斥
丘
令
』（『
文
選
』
巻
二
四
）

に
て
、「
閶
闔
既
闢
、
承
華
再
建
」
と
、
宮
城
の
正
門
で
あ
る
閶
闔
門

と
、
東
宮
の
正
門
で
あ
る
承
華
門
と
を
、
並
立
的
に
表
現
し
て
い
る
。

外
村
中
「
魏
晋
洛
陽
都
城
制
度
攷
」（『
人
文
学
報
』
九
九
、
二
〇
一

〇
年
）
参
照
。

＊
18　

周
一
良
『
魏
晋
南
北
朝
史
札
記
』（
中
華
書
局
、一
九
八
五
年
）
は
、『
晋

書
』
に
見
ら
れ
る
「
二
宮
」
の
語
に
つ
い
て
、「
二
」
が
「
貳
」
に
通

じ
る
こ
と
か
ら
東
宮
を
指
す
も
の
と
、
皇
帝
・
皇
后
（
皇
太
后
）・
皇

太
子
な
ど
の
う
ち
二
人
の
総
称
の
、
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
と
指
摘

し
て
い
る
（
四
五
頁
）。
引
用
文
中
の
「
二
宮
」
は
後
者
の
ケ
ー
ス
、

特
に
皇
帝
・
皇
太
子
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
住
ま
う
西
宮
・
東
宮
を
呼
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ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

＊
19　

岡
部
毅
史
「
六
朝
建
康
東
宮
攷
」（『
東
洋
史
研
究
』
七
二
―
一
、
二

〇
一
三
年
）
参
照
。

＊
20　

拙
稿
「
西
晋
の
東
宮
と
外
戚
楊
氏
」（
前
掲
）
参
照
。

＊
21　
『
後
漢
書
』
列
伝
一
二 

堅
鐔
列
伝
注
所
引
『
洛
陽
記
』
に
「
建
始
殿

東
有
太
倉
、
倉
東
有
武
庫
、
蔵
兵
之
所
」
と
あ
り
、
建
始
殿
の
あ
っ

た
魏
晋
時
代
に
は
、
太
倉
の
東
に
武
庫
が
あ
っ
た
と
い
う
。
武
庫
に

言
及
し
た
研
究
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
張
金
龍
「『
八
王
之
乱
』
与
禁

衛
軍
権
」（
同
氏
著
『
魏
晋
南
北
朝
禁
衛
武
官
制
度
研
究
』、中
華
書
局
、

二
〇
〇
四
年
、
上
冊
二
六
七
～
三
〇
〇
頁
）、
仇
鹿
鳴
「
高
平
陵
之
変

発
微
―
―
以
軍
事
・
地
理
因
素
為
中
心
―
―
」（『
文
史
』
二
〇
一
〇

―
四
）
が
あ
る
。

＊
22　

佐
川
英
治
「
曹
魏
太
極
殿
の
所
在
に
つ
い
て
」（
前
掲
）
参
照
。

＊
23　

佐
川
英
治
「
漢
魏
洛
陽
城
研
究
の
現
状
と
課
題
」（
前
掲
）
参
照
。

＊
24　

向
井
佑
介
「
曹
魏
洛
陽
の
宮
城
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
」（
前
掲
）

参
照
。

＊
25　

郭
湖
生
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
唐
宮
室
制
度
沿
革 

兼
論
日
本
平
城
京

的
宮
室
制
度
」（
山
田
慶
兒
編
『
中
国
古
代
科
学
史
論 

続
編
』、
京
都

大
学
人
文
科
学
研
究
所
、一
九
九
一
年
、七
五
三
～
八
〇
五
頁
）
参
照
。

＊
26　

銭
国
祥
「
由
閶
闔
門
談
漢
魏
洛
陽
城
宮
城
形
制
」（『
考
古
』
二
〇
〇

三
―
七
）
参
照
。

＊
27　

外
村
中
「
魏
晋
洛
陽
都
城
制
度
攷
」（
前
掲
）
参
照
。

＊
28　

銭
国
祥
「
由
閶
闔
門
談
漢
魏
洛
陽
城
宮
城
形
制
」（
前
掲
）
参
照
。

＊
29　

向
井
佑
介
「
曹
魏
洛
陽
の
宮
城
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
」（
前
掲
）

参
照
。

＊
30　

前
稿
で
も
紹
介
し
た
が
、
今
井
晃
樹
「
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時
代
の
軸

線
の
変
遷
」（『
中
国
考
古
学
』
一
一
、
二
〇
一
一
年
）
は
こ
れ
ま
で

の
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
後
漢
洛
陽
城
と
魏
晋
洛
陽
城
と
の
間
で
軸

線
の
移
動
が
あ
っ
た
か
否
か
は
判
断
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

挿
図
出
典

図
一
：
佐
川
英
治
「
漢
代
の
郊
祀
と
都
城
の
空
間
」（
小
島
毅
編
『
東
ア
ジ

ア
の
王
権
と
宗
教
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
四
〇
～
五
一
頁
）

図
三

図
二
：
岡
部
毅
史
「
六
朝
建
康
東
宮
攷
」（『
東
洋
史
研
究
』
七
二
―
一
、
二

〇
一
三
年
）
図
Ⅰ

図
三
：
銭
国
祥
「
魏
晋
洛
陽
都
城
対
東
晋
南
朝
建
康
都
城
的
影
響
」（『
考
古

学
集
刊
』
一
八
、
二
〇
一
〇
年
）
図
二
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は
じ
め
に

大
和
国
山
辺
郡
は
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
、
そ
し
て
近
世
、
近
代

に
か
け
て
東
山
内
、
あ
る
い
は
東
山
中
と
よ
ば
れ
て
、
奈
良
な
ど
大

和
国
中
に
対
し
て
独
特
の
歴
史
的
環
境
を
そ
な
え
た
地
域
と
し
て
知

ら
れ
て
き
た
。

と
り
わ
け
、
中
世
に
お
い
て
は
、
東
大
寺
や
興
福
寺
の
荘
園
が
お

か
れ
た
と
こ
ろ
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
東
大
寺
や
興
福
寺
に
残

さ
れ
た
史
料
か
ら
、
そ
の
す
が
た
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
南
北
朝
期
以
降
で
は
、
現
在
の
室
生
村
の
染
田
天
満
神
社

を
中
心
に
連
歌
天
神
講
が
東
山
内
の
人
々
の
結
束
を
う
む
独
特
な
動

き
を
み
せ
た
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

戦
国
期
に
い
た
っ
て
は
、
多
く
の
城
郭
が
構
え
ら
れ
、
近
世
、
江

戸
時
代
に
は
、
国
境
を
越
え
た
津
の
藤
堂
藩
領
と
な
り
、
そ
し
て
、

明
治
以
降
の
近
代
で
は
、
ふ
た
た
び
奈
良
県
と
、
め
ま
ぐ
る
し
く
歴

史
が
き
ざ
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
地
域
は
、
多
様
な
歴
史
的
変
遷
と
独
特
な
地

域
的
特
性
を
帯
び
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
地
域
に
根

ざ
し
た
か
た
ち
で
調
査
や
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が

た
い
状
況
に
あ
っ
た
。

実
際
、昭
和
三
五
年（
一
九
六
〇
）に
刊
行
さ
れ
た『
豊
原
村
史
』が
、

ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
ほ
ぼ
唯
一
と
い
え
る
点
か
ら
も
、
そ
の

こ
と
は
う
か
が
え
る
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
河
内
は
、
平
成
二
六
年
度
（
二
〇
一

　

調
査
報
告

　

二
〇
一
四
年
度
奈
良
県
山
辺
郡
山
添
村
毛
原
地
区
の
調
査
概
要

河
　 

内
　
　
将
　 

芳
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四
年
度
）
奈
良
大
学
研
究
助
成
を
申
請
し
、「
大
和
国
東
山
内
の
歴

史
的
環
境
に
関
す
る
予
備
的
研
究
」
と
題
し
た
調
査
・
研
究
を
こ
こ

ろ
ざ
す
こ
と
に
し
た
。

さ
い
わ
い
な
こ
と
に
そ
の
申
請
は
み
と
め
ら
れ
、
一
年
を
と
お
し

て
調
査
・
研
究
を
お
こ
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
本
稿
は
、

そ
の
調
査
・
研
究
の
う
ち
の
調
査
に
か
か
わ
る
概
要
を
報
告
す
る
も

の
で
あ
る
。

一　

調
査
の
開
始
ま
で

大
和
国
東
山
内
、
あ
る
い
は
山
辺
郡
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
そ
の

領
域
は
広
大
で
あ
り
、
い
き
な
り
そ
の
全
体
に
つ
い
て
調
査
・
研
究

す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
山
辺
郡
に
属

す
る
自
治
体
の
う
ち
、
山
添
村
地
域
か
ら
調
査
・
研
究
を
は
じ
め
る

こ
と
に
し
た
。

本
研
究
の
よ
う
に
、
地
域
に
根
ざ
し
た
調
査
・
研
究
と
も
な
れ
ば
、

当
該
自
治
体
と
の
緊
密
な
連
絡
や
連
携
は
不
可
欠
で
あ
る
。そ
の
点
、

山
添
村
教
育
委
員
会
に
は
、
奈
良
大
学
文
学
部
史
学
科
の
卒
業
生
で

あ
り
、
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
修
了
生
で
も
あ
る
井
上

有
貴
氏
が
主
査
と
し
て
そ
の
職
務
に
あ
る
と
い
う
情
報
を
得
た
こ
と

は
、
き
わ
め
て
有
効
に
は
た
ら
い
た
。

ま
た
、
井
上
氏
は
、
大
学
院
修
了
後
、
滋
賀
県
愛
知
郡
秦
荘
町
史

編
纂
室
に
も
在
職
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
編
纂
に
か

か
わ
る
編
集
委
員
の
ひ
と
り
と
し
て
河
内
も
名
を
つ
ら
ね
て
い
た
と

い
う
偶
然
も
山
添

村
地
域
か
ら
調
査

を
は
じ
め
よ
う
と

考
え
る
に
い
た
る

大
き
な
き
っ
か
け

と
な
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
ふ

ま
え
て
、
河
内
か

ら
ま
ず
は
井
上
氏

へ
連
絡
を
と
り
、

本
研
究
の
趣
旨
を

説
明
す
る
こ
と
か

ら
は
じ
め
た
。
す

る
と
、
井
上
氏
の

ほ
う
で
も
同
じ
よ

う
な
こ
と
が
で
き
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な
い
か
と
模
索
し
て
い
た
と
い
う
幸
運
も
重
な
り
、
一
気
に
事
業
が

具
体
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
研
究
は
、
申
請
段
階
で
は
、
個
人
研
究
と
し
て
申

請
し
て
い
た
も
の
の
、
実
際
の
調
査
場
面
で
は
、
史
学
科
、
と
く
に

日
本
史
教
員
の
協
力
を
あ
お
ぎ
つ
つ
、
大
学
院
生
・
学
部
生
も
参
加

で
き
る
よ
う
な
か
た
ち
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
。

そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
井
上
氏
と
の
話
が
す
す
み
は
じ
め
た
こ
ろ

か
ら
日
本
史
教
員
へ
協
力
の
要
請
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
寺
崎
保
広

氏
・
村
上
紀
夫
氏
・
木
下
光
生
氏
・
森
川
正
則
氏
・
大
田
壮
一
郎
氏

か
ら
こ
こ
ろ
よ
い
返
事
を
得
、
そ
の
勢
い
に
の
っ
て
平
成
二
六
年
九

月
一
〇
日
（
水
）
に
全
員
で
山
添
村
を
お
と
ず
れ
、
井
上
氏
と
の
面

談
な
ら
び
に
、
具
体
的
な
調
査
日
程
や
調
査
内
容
に
つ
い
て
の
打
ち

合
わ
せ
を
お
こ
な
う
ま
で
に
い
た
っ
た
。

そ
の
な
か
で
、
大
学
院
生
・
学
部
生
が
参
加
で
き
る
時
期
も
考
慮

し
て
、
日
程
を
二
〇
一
五
年
の
三
月
こ
ろ
と
し
、
調
査
地
域
や
調
査

内
容
に
つ
い
て
も
、
井
上
氏
と
河
内
と
の
あ
い
だ
で
ひ
き
つ
づ
き
協

議
を
重
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
協
議
の
結
果
、
山
添
村
の
な
か
で
も
毛
原
地
区
を
今
回
の

調
査
対
象
地
域
と
す
る
こ
と
や
、
調
査
対
象
と
し
て
、
毛
原
地
区
の

共
有
文
書
や
毛
原
地
区
在
住
の
個
人
所
蔵
の
古
文
書
類
な
ど
と
す
る

こ
と
も
決
ま
っ
た
。

そ
れ
を
う
け
て
、
一
二
月
二
六
日
（
金
）
に
は
、
村
上
氏
・
木
下

氏
・
河
内
の
三
名
で
ふ
た
た
び
山
添
村
を
お
と
ず
れ
、
山
添
村
教
育

長
の
福
山
茂
光
氏
や
文
書
の
所
蔵
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
山
中
政
明
氏

と
も
面
談
し
、
三
月
の
調
査
日
を
待
つ
ま
で
と
な
っ
た
。

二　

調
査
の
経
過
と
成
果

三
月
の
調
査
日
は
、
三
月
二
日
（
月
）・
三
日
（
火
）
の
二
日
間
、

現
地
で
宿
泊
す
る
と
と
も
に
、
調
査
場
所
と
し
て
毛
原
地
区
の
公
民

館
施
設
の
使
用
が
教
育
委
員
会
の
尽
力
で
ゆ
る
さ
れ
た
。

そ
れ
よ
り
ま
え
の
二
月
二
〇
日
（
金
）
に
は
、
あ
い
さ
つ
を
兼
ね

て
村
上
氏
・
木
下
氏
・
河
内
が
山
添
村
を
お
と
ず
れ
、
福
山
氏
・
井

上
氏
・
山
中
氏
を
は
じ
め
、
毛
原
地
区
区
長
の
大
久
保
倍
宏
氏
と
も

面
談
し
、
公
民
館
施
設
も
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
調
査
対

象
の
古
文
書
類
な
ど
の
確
認
も
お
こ
な
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
学
内
で
は
参
加
学
生
や
大
学
院
生
を

募
集
、
一
四
名
の
参
加
が
決
ま
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
順
不
同
で
、

今
井
鷹
也
氏
・
堀
奏
美
氏
・
山
本
将
司
氏
・
氏
家
さ
つ
き
氏
・
林
実

莉
氏
・
氣
賀
澤
愛
香
氏
・
七
村
由
香
莉
氏
・
二
ッ
矢
美
咲
氏
・
若
林
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麻
由
子
氏
・
前
田
沙
希
氏
・
永
山
加
奈
氏
・
渡
辺
な
な
み
氏
・
船
口

弘
希
氏
・
納
田
敬
悟
氏
の
諸
君
で
あ
り
、
こ
れ
に
、
出
張
が
重
な
っ

た
た
め
に
参
加
が
か
な
わ
な
か
っ
た
寺
崎
氏
を
の
ぞ
い
た
五
名
の
教

員
が
加
わ
り
、
総
勢
一
九
名
の
調
査
団
が
現
地
に
お
も
む
く
こ
と
に

な
っ
た
。

調
査
日
の
初
日
、

現
地
へ
は
河
内
と

一
部
の
教
員
が
道

具
類
搬
入
の
必
要

性
か
ら
自
家
用
車

で
入
っ
た
ほ
か
は
、

近
鉄
名
張
駅
に
集

合
、
そ
こ
で
教
育

委
員
会
が
用
意
し

た
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

に
乗
車
し
て
毛
原

地
区
の
公
民
館
施

設
に
入
っ
た
。

山
添
村
は
、
現

在
で
も
な
お
公
共

交
通
機
関
で
は
お
と
ず
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
不
可
能
な

地
域
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
用
意
し
て
い
た
だ
い

た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

調
査
開
始
直
前
に
は
、
調
査
団
と
福
山
氏
・
山
中
氏
・
大
久
保
氏
、

そ
し
て
井
上
氏
と
の
あ
い
だ
で
あ
い
さ
つ
が
か
わ
さ
れ
、
木
下
氏
か

ら
調
査
の
方
法
に
つ
い
て
全
体
的
な
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
二
日
間
を
か
け
て
調
査
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
具
体

的
な
方
法
と
内
容
は
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
通
り
と
な
る
。

①
学
生
を
四
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
そ
の
お
の
お
の
に
教
員
が
随
時
付

き
添
う
か
た
ち
と
し
た
。

②
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
史
料
カ
ー
ド
に
古
文
書
な
ど
か
ら
読
み
と

れ
る
情
報
を
各
自
で
記
入
し
、
調
書
を
と
っ
て
い
っ
た
。
記
入
し

て
い
く
情
報
と
は
、
文
書
名
・
年
月
日
・
宛
所
・
形
状
な
ど
、
読

み
と
れ
る
か
ぎ
り
の
情
報
で
あ
る
。

③
記
入
が
済
み
次
第
、
調
書
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
を
木
下
氏
が
パ
ソ

コ
ン
で
打
ち
込
み
、
そ
の
場
で
目
録
の
か
た
ち
に
し
て
い
っ
た
。

④
あ
ら
か
じ
め
デ
ジ
タ
ル
撮
影
機
器
一
式
を
も
ち
こ
ん
で
い
た
た

め
、
河
内
と
大
学
院
生
は
、
調
書
が
と
ら
れ
た
文
書
か
ら
順
次
写

真
撮
影
を
お
こ
な
っ
て
い
っ
た
。

今
回
参
加
し
た
学
生
諸
君
の
ほ
と
ん
ど
は
、
実
物
の
古
文
書
に
ふ
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れ
る
の
も
は
じ
め
て
で
あ
り
、
文
字
が
読
め
な
い
も
の
も
少
な
く
は

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
写
真
な
ど
で
は
な
く
、
現
物
を
と
り
あ

つ
か
っ
て
い
く
な
か
で
、
し
だ
い
に
読
め
る
文
字
も
増
え
て
い
く
と

同
時
に
、
現
物
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
歴
史
そ
の
も
の
に
圧
倒
さ
れ
る

経
験
を
し
た
こ
と
は
、
な
に
よ
り
の
効
用
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
文
書
の
な
か
に
登
場
し
て
く
る
人
び
と
の
ご
子
孫
が
、
調

査
し
て
い
る
こ
の
地
で
日
々
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
と
お
し

て
、
歴
史
学
と
い
う
学
問
が
頭
の
な
か
や
机
の
う
え
で
成
り
立
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
体
感
で
き
た
こ
と
は
、
学
生
諸

君
に
と
っ
て
得
が
た
い
経
験
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
日
ご
ろ
教
室
で
目
に
し
て
い
る
教
員
の
す
が

た
が
、
じ
つ
は
研
究
者
と
し
て
の
す
が
た
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
こ
と
は
、
専
門
的
な
職
業
を
こ
こ

ろ
ざ
す
学
生
・
大
学
院
生
に
と
っ
て
は
、
大
い
に
刺
激
に
な
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

二
日
間
と
も
に
、
お
お
よ
そ
午
前
一
〇
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
を

つ
い
や
し
て
調
査
は
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
成
果
と
し

て
は
、
史
料
の
点
数
と
し
て
、
毛
原
区
区
有
文
書
八
九
点
、
毛
原
地

区
の
氏
神
社
で
あ
る
八
阪
神
社
文
書
一
五
点
、山
中
家
文
書
三
八
点
、

福
山
家
文
書
（
福
山
茂
光
氏
の
本
家
に
あ
た
る
福
山
家
の
も
の
）
四

一
四
点
、
合
計
五
五
六
点
に
の
ぼ
る
。

こ
の
な
か
に
は
冊
子
類
や
絵
図
な
ど
多
様
な
も
の
も
含
ま
れ
て
お

り
、
実
態
と
し
て
は
、
み
か
け
の
点
数
よ
り
豊
か
な
内
容
を
も
つ
史

料
群
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
場
で
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
研
究
助
成
等
で
購
入
し
た
薄
様
や
中
性
紙
の

文
書
箱
・
封
筒
な
ど
を
持
参
し
て
い
た
の
で
、
史
料
の
良
好
な
保
存

を
は
か
る
た
め
に
も
、
そ
れ
ら
に
お
さ
め
て
、
教
育
委
員
会
を
と
お

し
て
所
蔵
者
に
返
還
し
て
も
ら
う
よ
う
要
請
し
た
。

ま
た
、
木
下
氏
が
ま
と
め
た
目
録
も
、
教
育
委
員
会
を
と
お
し
て

所
蔵
者
の
ほ
う
へ
と
後
日
渡
さ
れ
た
が
、
写
真
撮
影
の
ほ
う
は
、
分

厚
い
冊
子
類
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
体
に
は
お
よ
ば
な

か
っ
た
。
そ
の
撮
影
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
、
教
育
委
員
会
を
と
お
し

て
所
蔵
者
の
ほ
う
へ
と
後
日
渡
さ
れ
た
。

お
わ
り
に

今
回
の
調
査
で
は
、
時
間
の
制
約
も
あ
り
、
当
初
か
ら
予
想
し
て

い
た
よ
う
に
、
調
書
を
と
る
こ
と
と
、
一
部
の
写
真
撮
影
で
精
一
杯

で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
デ
ー
タ
収
集

作
業
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
容
の
検
討
、
あ
る
い
は
研
究
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
を
十
分
に
考
慮
し
つ
つ
、
今
後
す
す
め
て
い
く
と
い
う
段

階
と
い
え
る
。

ま
た
、
所
蔵
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
地
元
で
は
、
古
文
書
な
ど
の

中
味
を
知
り
た
い
と
い
う
要
望
も
強
く
あ
り
、
調
査
・
研
究
し
た
成

果
を
ど
の
よ
う
な
か

た
ち
で
地
元
へ
還
元

し
て
い
く
の
か
、
教

育
委
員
会
と
相
談
し

つ
つ
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
う
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
同
地
区
で

の
調
査
は
ひ
き
つ
づ

き
お
こ
な
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
い
う

方
向
性
で
教
育
委
員

会
と
も
意
見
が
一
致

し
、
次
年
度
も
研
究

助
成
を
申
請
す
る
予

定
で
あ
る
。
今
後
の
進
展
に
も
期
待
が
ふ
く
ら
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
今
回
の
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
山
添
村
教
育
委
員

会
な
ら
び
に
毛
原
地
区
の
み
な
さ
ん
、
史
学
科
の
教
員
・
学
生
諸
氏

に
対
し
あ
ら
た
め
て
謝
意
を
あ
ら
わ
し
て
、
本
稿
の
む
す
び
に
し
た

い
と
思
う
。
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会　
　

報

◇
◇
奈
良
大
学
史
学
会
総
会

六
月
九
日
（
月
）、
本
学
に
お
い
て
、
第
三
十
二
回
奈
良
大
学
史

学
会
総
会
を
開
催
し
た
。

二
〇
一
四
年
度
の
決
算
・
会
計
監
査
報
告
お
よ
び
事
業
報
告
が
行

わ
れ
（
会
計
報
告
は
八
九
頁
に
記
載
）、
続
い
て
、
二
〇
一
五
年
度

の
役
員
人
事
案
・
事
業
計
画
案
と
そ
れ
に
伴
う
予
算
案
が
提
案
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

二
〇
一
五
年
度
役
員

▽
会　
　

長	
角
谷　

常
子

▽
副 

会 

長	

寺
崎　

保
広

▽
教
員
委
員

（
編
集
）	

森
田　

憲
司

（
庶
務
・
会
計
）	

木
下　

光
生

（
庶
務
・
交
換
）	

森
田　

憲
司

（
監
査
）	

河
内　

将
芳

	

村
上　

紀
夫

▽
学
生
委
員

（
代
表
）	

永
井　
　

克

（
副
代
表
）	

三
木　

洋
人

（
青
垣
祭
実
行
局
長
）	

清
水　

有
規

（
総
務
・
広
報
局
）	

笠
井　

絵
梨

（
三
回
生
委
員
）	

笠
井　

絵
梨　
　

小
金
丸
優
希

	

清
水　

有
規　
　

永
井　
　

克

	

樋
脇　

悠
斗　
　

増
田　

光
希

	

三
木　

洋
人　
　
　
　
　
　
　

（
二
回
生
委
員
）	

宇
都
宮
玄
太　
　

河
田　

奈
々

	

内
田　

早
紀　
　

植
村　

菜
摘

（
一
回
生
委
員
）	

隅
田　
　

瞳　
　

金
尾　

勇
哉

	

小
西　

貴
大　
　

鈴
木
夏
那
子

	

大
藤　

真
之　
　

川
瀬　

智
哉

◇
特
別
講
義

六
月
一
日
、
史
学
科
総
会
に
引
き
続
き
、
特
別
講
義
が
行
わ
れ
た
。

講
師
・
演
題
は
次
の
通
り
。

渡
辺　

信
一
郎
先
生
（
京
都
府
立
大
学
）「
出
会
い
の
歴
史

―

最
澄
と
陸
淳
」
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一
二
月
一
四
日
（
二
〇
一
五
年
）
月
曜
日
、
特
別
講
義
が
行
わ
れ

た
。
講
師
・
演
題
は
次
の
通
り
。

清
水　

克
行
先
生
（
明
治
大
学
）「
日
本
中
世
の
〈
習
俗
〉
を
さ

ぐ
る

―
「
び
ん
ぼ
う
く
じ
」
の
起
源

―
」

◇
青
垣
祭

二
〇
一
五
年
度
の
テ
ー
マ
は
「
史
学
会
の
旅
～
平
等
院
・
伊
勢
神

宮
～
」
と
し
、
展
示
発
表
を
行
っ
た
。
木
工
作
品
「
牛
車
」
や
パ
ネ

ル
展
示
は
、
と
り
わ
け
好
評
で
あ
っ
た
。
三
日
間
で
、
お
よ
そ
三
五

〇
人
の
見
学
が
あ
っ
た
。

◇
体
験
ツ
ア
ー

三
回
の
体
験
ツ
ア
ー
を
実
施
し
た
。
第
一
回
目
は
、
宇
治
・
平
等

院
鳳
凰
堂
の
見
学
を
行
っ
た
。
第
二
回
目
は
、
伊
勢
神
宮
に
行
き
、

第
三
回
目
は
京
都
・
八
坂
神
社
、
清
水
寺
を
見
学
し
た
。

◇
「
史
学
会
会
報
」
の
発
行

史
学
会
の
活
動
を
広
く
知
っ
て
も
ら
い
、活
発
に
す
る
た
め
に「
史

学
会
会
報
」
を
六
回
（
四
月
、
五
月
、
六
月
、
七
月
、
一
一
月
、
一

二
月
）
に
発
行
し
、
企
画
案
内
や
季
節
の
話
題
な
ど
を
掲
載
し
た
。

◇
海
外
研
修
旅
行

昨
年
に
引
き
続
き
、
史
学
科
の
海
外
研
修
を
実
施
し
た
。
二
〇
一

五
年
二
月
二
三
日
か
ら
三
月
二
日
ま
で
の
八
日
間
、
往
復
の
飛
行
機

の
時
間
を
除
く
と
実
質
一
週
間
に
満
た
な
い
が
、
遠
く
ギ
リ
シ
ア
を

訪
ね
、
古
代
や
中
世
の
遺
跡
や
修
道
院
、
博
物
館
を
巡
る
充
実
し
た

旅
と
な
っ
た
。
中
世
の
都
市
跡
ミ
ス
ト
ラ
ス
を
皮
切
り
に
、
城
塞
都

市
モ
ネ
ン
ヴ
ァ
シ
ア
、
古
代
の
ミ
ケ
ー
ネ
遺
跡
、
デ
ル
フ
ィ
の
神
殿

群
、
つ
い
で
オ
シ
オ
ス
・
ル
ー
カ
ス
修
道
院
、
メ
テ
オ
ラ
の
奇
岩
上

の
修
道
院
群
を
見
学
、
最
後
に
ア
テ
ネ
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
や
プ
ラ
カ

地
区
を
回
っ
た
。
引
率
教
員
は
足
立
広
明
、
山
口
育
人
、
学
生
は
二

十
名
が
参
加
し
た
。
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平
成
二
十
六
年
度（
二
〇
一
四
年
度
）史
学
科
卒
業
論
文
題
目

【
日
本
史
】

長
岡
京
遷
都
に
つ
い
て
の
一
考
察	

稲
田　

紗
希

律
令
軍
団
制　
　

衛
士
の
職
務
と
役
年	

岩
瀨　

駿
介

吉
備
真
備
と
藤
原
仲
麻
呂
の
関
係
性
に
つ
い
て	

岡
田
真
理
子

藤
原
仲
麻
呂
の
東
北
政
策	

小
野
寺
茉
衣

古
墳
の
縮
小
と
大
化
の
薄
葬
令
に
つ
い
て	

工
藤　

怜
奈

応
天
門
の
変
に
つ
い
て
の
一
考
察	

小
谷　

莉
加

―
藤
原
良
房
は
何
を
考
え
て
い
た
の
か
―

壬
申
の
乱
の
契
機
に
つ
い
て	

坂
下　

直
大

―
皇
位
継
承
問
題
紛
糾
―

宮
廷
の
装
束
に
関
す
る
一
考
察	
清
水　

佳
菜

―
朝
服
が
着
用
さ
れ
る
と
き
―

摂
政
の
始
ま
り	

鈴
木
希
由
歌

物
部
守
屋
滅
亡
に
つ
い
て
の
一
考
察	

鈴
木　

優
理

大
化
改
新
の
要
因　

蘇
我
氏
専
横
の
一
考
察	

武
智
生
里
子

古
代
の
地
方
市
に
つ
い
て	

中
前　

寛
紀

中
大
兄
皇
子
の
称
制
に
つ
い
て	

仁
平　

朱
美

防
人
制
度
の
一
考
察　

東
国
防
人
の
専
遣
に
つ
い
て	

文　
　

由
美

聖
徳
太
子
伝
に
関
す
る
一
考
察	

三
浦　

美
咲

日
本
と
渤
海
の
外
交
に
つ
い
て　
　

第
一
回
国
書
に
み
え
る
日

渤
関
係	

八
木　

優
樹

日
本
と
唐
の
国
忌
に
つ
い
て　
　

制
度
と
儀
式
内
容
か
ら
見
る

国
忌
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
一
考
察	

宇
田　

康
助

陰
陽
寮
か
ら
陰
陽
師
へ　
　

平
安
時
代
の
陰
陽
師
の
変
化

	

勝
浦　
　

悠

古
代
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
海
上
交
通　
　

律
令
制
下
の
海
運
政
策

	

豊
田　

啓
司

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

奥
州
藤
原
氏
と
中
央　
　

氏
姓
改
名
を
分
岐
点
に
し
た
考
察

	

飯
畑　

翔
太

加
賀
国
一
揆
の
研
究　
　

郡
中
に
つ
い
て	

石
動　

康
平

後
北
条
氏
の
内
政	

上
垣　

祐
介

強
訴
に
お
け
る
神
輿
動
座
に
つ
い
て　
　

延
暦
寺
を
中
心
に

	

岡
本　

和
真

尼
子
氏
に
よ
る
港
の
支
配
に
つ
い
て　
　

美
保
関
を
中
心
に

	

河
原　

弘
季

戦
国
期
に
お
け
る
今
川
氏
家
臣
団
の
動
向	

栗
山　

佳
久

鎌
倉
時
代
の
西
園
寺
氏
に
つ
い
て	

西
園
寺
優
一
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室
町
時
代
の
陰
陽
師
に
つ
い
て　
　
『
在
盛
卿
記
』
を
中
心
と
し
て

	

坂
本　

真
弓

越
中
国
守
護
代
神
保
氏
に
つ
い
て
の
研
究	

佐
渡　
　

賢

中
世
大
宰
府
と
対
外
関
係	

篠
原　

奏
美

中
世
に
お
け
る
村
落
の
年
貢
と
食
生
活	

高
橋　

大
貴

義
経
の
合
戦
に
つ
い
て　
　

治
承
、
寿
永
の
乱
の
英
雄

	

長
野　

圭
悟

戦
国
期
出
雲
国
の
国
人
領
主
と
尼
子
氏
の
関
係
に
つ
い
て

	

西
川　

知
広

室
町
期
に
お
け
る
延
暦
寺
の
寺
院
組
織	

二
宮　
　

諒

公
家
社
会
か
ら
見
た
中
世
後
期
の
公
武
関
係　
　

日
野
一
族
の

影
響
力	
広
畑　

智
巳

平
安
時
代
に
お
け
る
藤
原
氏
の
政
治
と
病
気	
三
次　

由
香

中
世
の
合
戦
に
お
け
る
兵
糧
調
達
に
つ
い
て	

安
廣　

祐
介

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

大
坂
の
陣
後
の
乱
暴
狼
藉
に
つ
い
て	

三
嶋　

悟
史

豊
臣
・
徳
川
政
権
下
で
の
藤
堂
高
虎
に
つ
い
て
の
考
察

	

中
本　

明
伸

朝
倉
家
十
七
ヵ
条
に
つ
い
て
の
考
察	

番
度　

貴
紀

石
山
本
願
寺
の
大
坂
退
去
に
関
す
る
考
察　
　

顕
如
と
教
如
の

対
立
を
中
心
に	

麻
生
川　

護

「
朝
鮮
日
々
記
」
か
ら
み
る
慶
長
の
役
に
つ
い
て	

梅
林　

俊
哉

三
木
合
戦
に
つ
い
て　
　

別
所
方
か
ら
見
る
兵
糧
の
重
要
性

	

岡
本　

正
宏

武
田
信
玄
の
軍
事
行
動
に
つ
い
て　
　

信
長
包
囲
網
の
形
成
を

中
心
に	

風
味　

克
浩

関
ヶ
原
合
戦
に
至
る
ま
で
の
石
田
三
成
の
動
向
と
戦
略
に
つ
い

て
の
考
察　
　

西
軍
大
名
と
の
連
携
か
ら
見
る	

菊
地　

志
保

豊
臣
政
権
に
お
け
る
宇
喜
多
秀
家
の
政
治
的
な
地
位
に
つ
い
て

	

實
成　

典
子

安
土
城
か
ら
見
る
近
世
城
下
に
つ
い
て	

杉
浦　

慶
亮

関
ヶ
原
の
戦
い
に
つ
い
て　
　

石
田
、
小
西
、
安
國
寺
は
な
ぜ

一
緒
に
処
刑
さ
れ
た
の
か	

武
中　
　

徹

金
ヶ
江
家
文
書
か
ら
み
た
有
田
焼
の
考
察	

田
雜　
　

拓

山
城
国
一
揆
母
体
と
し
て
の
十
六
人
衆	

田
中　

宏
樹

後
北
条
氏
の
関
東
支
配
に
関
す
る
考
察　
　

河
越
合
戦
を
中
心
に

	

平
野　

裕
士

長
篠
の
戦
い
に
関
す
る
考
察　
　
―
長
篠
に
至
る
ま
で
―

	

盛
田
雄
太
郎

戦
国
期
に
お
け
る
戦
場
の
作
法
に
関
す
る
考
察	

山
下　

裕
也
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上
杉
謙
信
の
関
東
出
兵
に
つ
い
て	

湧
川　

善
唯

豊
臣
政
権
の
要
求
に
お
け
る
島
津
氏
の
対
応	

渡
邊　

将
隼

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

一
九
世
紀
後
半
の
奈
良
・
松
山
町
の
地
域
医
療	

入
木
田
優
菜

不
受
不
施
派
の
社
会
基
盤　
　

備
前
国
岡
山
藩
を
中
心
に

	

岸
川　

寛
知

近
世
大
坂
両
替
商
の
共
同
業
務

	

古
山　

友
祐

近
世
彦
根
藩
の
医
者	

田
中　

希
望

近
世
浜
松
藩
の
獣
害
と
虫
害	

永
房　

雅
史

近
世
の
鍛
冶
屋　
　

柳
井
津
と
徳
島
を
中
心
に	

西
岡　

直
哉

江
戸
時
代
の
子
ど
も
向
け
絵
本	
西
野
か
お
り

盛
岡
藩
の
介
抱
御
暇
願	
怒
留
湯　

勇

江
戸
の
料
理
屋	

藤
井　

愛
子

竹
川
竹
斎
の
公
共
事
業	

藤
田　

航
平

十
八
世
紀
末
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
北
太
平
洋
航
海
と
蝦
夷
地

	

藤
田
ま
い
か

麻
田
剛
立
と
先
事
館	

水
ノ
江
真
実

出
石
藩
の
相
撲
興
行	

ル
ー
ベ
ッ
ク
イ
ア
ン
栄

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

華
族
子
弟
に
対
す
る
教
育
に
つ
い
て　
　

大
名
華
族
の
家
庭
教
育

	

伊
東　

敬
史

捕
鯨
組
織
の
構
造
に
つ
い
て	

　

太
地
浦
鯨
組
を
中
心
に

	

内
田　

晃
孝

メ
デ
ィ
ア
か
ら
見
る
高
知
の
自
由
民
権
運
動	

岡
﨑　
　

恵

三
国
干
渉
の
認
識
の
成
立　
　

新
聞
報
道
を
中
心
に

	

岡
元　

涼
祐

京
都
イ
メ
ー
ジ
の
形
成　
　

観
光
都
市
形
成
の
担
い
手

	

川
越　

祥
代

警
察
、
軍
隊
に
お
け
る
サ
ー
ベ
ル
の
採
用
と
剣
術
の
移
り
変
わ
り

	

木
田　

容
靖

戊
辰
戦
争
が
与
え
た
信
州
へ
の
影
響　

飯
山
戦
争
を
中
心
に

	

小
坂　

悠
輔

幕
末
史
に
お
け
る
新
選
組
に
つ
い
て

	

齋
藤　

唯
香

天
誅
組
に
つ
い
て	

島
田　

美
紀

学
徒
出
陣
に
翻
弄
さ
れ
た
人
　々

～
き
け
わ
だ
つ
み
の
こ
え

か
ら
～	

瀬
尾　

浩
紀

明
治
維
新
後
の
彦
根
城
下
町
に
お
け
る
人
口
変
動	

谷
口　

和
也

「
淳
和
天
皇
陵
」
の
治
定　

修
陵
と
地
域
社
会	

大
門　
　

巧
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大
阪
会
議
に
お
け
る
長
州
藩
閥
の
動
向
と
立
憲
政
体
構
想

	

津
久
井
里
佳

明
治
期
の
婦
人
洋
装	

藤
山　

知
子

近
代
の
修
学
旅
行	

中
嶋　

英
貴

山
口
県
の
明
治
期
に
お
け
る
官
有
地
編
入
に
つ
い
て　
　

中
国

五
県
と
の
比
較	

平
川　
　

慧

閔
妃
殺
害
事
件
と
壮
士
達	

山
根　

章
彦

伊
佐
庭
如
矢
が
松
山
に
与
え
た
影
響　
　

道
後
温
泉
の
復
活
と

活
性
化
を
中
心
に	

和
田　

智
訓

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程　
　

第
一
章
と
第
二
章
に
焦
点
を
当
て
て

	
渡
邉　

将
真

海
軍
へ
の
道
・
宗
教
へ
の
没
頭	
赤
坂　

文
吾

―
秋
山
真
之
に
つ
い
て
の
再
検
討
―

二
〇
世
紀
日
本
映
画
の
展
開
の
過
程　
　

黒
澤
明
と
小
津
安
二

郎
の
二
人
を
中
心
に	

江
﨑　

隆
介

日
本
に
お
け
る
動
物
園
の
変
遷
と
役
割	

大
ヶ
谷
雄
斗

武
器
貿
易
と
国
際
関
係　
　

冷
戦
期
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て

	

太
田　

昌
宏

震
災
復
興
の
平
成
史　
　

民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
相
互
比

較
を
中
心
に	

奥
出　

大
貴

戦
後
神
戸
に
お
け
る
闇
市　
　

街
の
復
興
過
程
と
反
社
会
勢
力

の
影
響	

木
村　
　

孟

娯
楽
漫
画
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
漫
画　
　

第
二
次
世
界
大
戦
か
ら

戦
後
へ	

栗
山　
　

修

大
平
正
芳
内
閣
と
一
般
消
費
税
導
入	

佐
藤　

将
弘

―
財
政
再
建
と
国
民
世
論
の
は
ざ
ま
で
―

戦
後
日
本
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
変
遷　
　
「
公
民
教
育
の

振
興
」
か
ら
「
道
徳
の
時
間
」
へ	

髙
倉
亜
梨
沙

お
も
ち
ゃ
の
戦
後
史　
　

復
興
と
社
会
へ
の
影
響	

武
井　

洋
輔

戦
後
初
期
の
日
本
に
お
け
る
歴
史
・
社
会
科
分
野
の
教
科
書
改
訂

	

中
浦　
　

涼

西
宮
神
社
に
お
け
る
「
福
男
選
び
」
の
過
去
と
現
在

	

本
庄
健
一
郎

ス
ポ
ー
ツ
中
継
と
テ
レ
ビ
の
戦
後
史　
　

東
京
五
輪
と
プ
ロ
野

球
に
注
目
し
て	

村
田　
　

学

職
業
野
球
の
昭
和
史　
　

	

一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
五
〇
年

代
を
中
心
に	

	

山
木　

裕
喜

青
少
年
の
性
と
犯
罪
の
現
代
史　
　

戦
後
ピ
ー
ク
時
の
社
会
的

要
因	

	

勇
村
美
佐
子
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【
東
洋
史
】

九
品
官
人
法
と
地
方
豪
族	

小
松
美
佐
雄

曹
操
が
行
っ
た
戦
争
に
み
る
孫
子
兵
法
の
影
響	

西
田　

将
人

古
代
中
国
の
神
々
の
特
徴	

牧
山　

研
治

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
聖
者
崇
拝	

森
屋　

真
樹

【
西
洋
史
】

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宮
廷
愚
者
と
笑
い
に
つ
い
て

	

田
中　

孝
卓

西
洋
に
お
け
る
悪
魔
観
の
成
立
と
そ
の
変
遷	
池
田　

英
輔

古
代
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
市
民
社
会
の
形
成
と
他
者
認
識

	

小
野
健
一
郎

ロ
ー
マ
属
州
ヒ
ス
パ
ニ
ア
の
社
会
と
文
化	

須
田　

絢
之

十
字
軍
期
に
お
け
る
宗
教
騎
士
団
の
活
動
と
そ
の
役
割

	

林　
　

将
史

中
世
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
表
象　
　

キ
リ
ス
ト
教
の
中
に

生
き
る
異
教
と
怪
物
に
つ
い
て	

飛
田　

彩
帆

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
み
る
外
来
王
権
と
そ
の
変
容　
　

ト
ラ
キ

ア
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
王	

前
田　

晴
菜

中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
下
の
ズ
ィ
ン
ミ
ー
の
生
活
に
つ
い
て

―
コ
プ
ト
教
徒
を
中
心
に
ー	

村
山　

万
理

ポ
ン
ペ
イ
に
お
け
る
女
性
の
生
活　
　

壁
画
と
落
書
き
を
中
心
に

	

森　
　

郁
恵

古
代
ロ
ー
マ
の
発
展
と
エ
ト
ル
リ
ア
文
化
の
関
係	

森
川　

彰
太

中
世
西
欧
の
女
性
と
価
値
観
の
変
化
に
つ
い
て　
　

聖
性
と
権

力
に
つ
い
て	

守
田　

有
希

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

フ
ラ
ン
ス
民
衆
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
伝
説	

重
富　

裕
香

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
紅
茶
の
広
ま
り
と
砂
糖
に
つ
い
て

	

瀬
戸
上
真
未

パ
レ
ス
チ
ナ
和
平
の
中
の
オ
ス
ロ
合
意　
　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治

情
勢
が
与
え
た
影
響	

田
中　

秀
門

十
八
世
紀
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
社
会
文
化
政
策	

谷
口　

祥
紀

黒
人
奴
隷
と
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命	

田
村　
　

篤

二
〇
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
と
労
働	

山
下　

紗
代

イ
ギ
リ
ス
王
室
と
外
交	

横
道　
　

環



−　 −80

平
成
二
十
六
年
度
（
二
〇
一
四
年
度
）
文
学
研
究
科
修
士
論
文
題
目

（
史
学
関
係
）

	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
文
化
史
的
意
義	

荒
木　

研
人

―
テ
レ
ビ
情
報
誌
に
見
る
“
受
け
手
”
側
の
認
識
を
中
心
に
―	

河
内
国
更
池
村
に
お
け
る
牛
流
通
の
担
い
手	

種
谷　
　

悠

南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
守
護
赤
松
氏
に
よ
る
備
前
国
支
配
の

基
礎
的
研
究	

塔
向　

佑
樹

―
守
護
代
・
奉
行
人
を
中
心
に
―

中
世
後
期
に
お
け
る
在
地
寺
院
の
動
向
に
つ
い
て	

林　
　

哲
太

石
山
合
戦
期
の
雑
賀
衆
に
つ
い
て
の
研
究	

松
村　
　

和
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受
贈
雑
誌
及
び
図
書

雑
　
誌

愛
大
史
学（
愛
知
大
学
文
学
部
人
文
社
会
学
科
歴
史
地
理
学
コ
ー
ス
）

二
四
号

愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要　

六
〇
輯

愛
知
大
学
文
学
論
叢
（
愛
知
大
学
文
学
会
）　

一
五
〇
、
一
五
一
輯

青
山
史
学
（
青
山
大
学
文
学
部
史
学
研
究
室
）　

三
三
号

ア
カ
デ
ミ
ア　

社
会
科
学
編
（
南
山
大
学
）　

八
号
、
九
号

ア
カ
デ
ミ
ア　

人
文
・
自
然
科
学
編
（
南
山
大
学
）　

八
～
一
〇
号

ア
ジ
ア
学
科
年
報（
追
手
門
学
院
大
学
国
際
教
養
学
部
ア
ジ
ア
学
科
）

八
号

ア
ジ
ア
研
究
所
紀
要
（
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
）　

四
一
号

ア
ジ
ア
史
学
論
集
（
京
都
大
学
大
学
院
人
間
環
境
学
研
究
科
松
浦
茂

研
究
室
）　

八
、
九
号

A
ZU
R

（
成
城
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
化
研
究
会
）　

一
六

号
市
大
日
本
史
（
大
阪
市
立
大
学
日
本
史
学
会
）　

一
八
号

岩
手
史
学
研
究
（
岩
手
史
学
会
）　

九
六
号

鴨
台
史
学
（
大
正
大
学
史
学
会
）　

一
三
号

大
分
県
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要　

一
六
号

大
分
県
立
歴
史
博
物
館
年
報　

二
〇
一
四

大
谷
大
学
史
学
論
究
（
大
谷
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
）　

一
九
号

お
茶
の
水
史
学
（
読
史
会
）　

五
八
号

海
南
史
学
（
海
南
史
学
会
）　

五
二
、
五
三
号

学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要　

二
一
号

神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
所
年
報　

五

漢
学
研
究
通
訊
（
国
家
図
書
館
）　

一
二
九
～
一
三
四
期

神
田
外
語
大
学
日
本
学
研
究
所
紀
要　

七
号

紀
尾
井
論
叢
（
上
智
大
学Sapientia

会
）　

二
号
、
三
号

鞠
智
城
と
古
代
社
会
（
熊
本
市
教
育
委
員
会
）　

三
号

京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要　

二
五
号

キ
リ
ス
ト
教
史
学
（
キ
リ
ス
ト
教
史
学
会
）　

六
九
集

金
鯱
叢
書
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
）
四
二
輯

研
究
成
果
報
告
集　

国
際
日
本
学（
法
政
大
学
国
際
日
本
学
研
究
所
）

一
二
号

研
究
論
集
（
河
合
文
化
教
育
研
究
所
）　

一
二
集

皇
学
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要　

一
号

皇
学
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
年
報　

一
号

国
士
舘
史
学
（
国
士
舘
大
学
日
本
史
学
会
）　

一
九
号
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国
史
談
話
会
雑
誌
（
東
北
大
学
国
史
談
話
会
）　

五
五
号

古
代
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
（
専
修
大
学
社
会
知
性
開

発
研
究
セ
ン
タ
ー
）　

一
号

史
苑
（
立
教
大
学
史
学
会
）　

七
五
巻
二
号

史
学
（
三
田
史
学
会
）　

八
三
巻
二
・
三
、
四
号
、
八
四
巻
一
・
二
・

三
・
四
号
、
八
五
巻
一
・
二
・
三
号

史
学
研
究
集
録
（
国
学
院
大
学
大
学
院
史
学
専
攻
大
学
院
会
）　

四

〇
号

史
観
（
早
稲
田
大
学
史
学
会
）　

一
七
一
冊
、
一
七
二
冊

史
聚
（
史
聚
）　

四
八
号

史
泉
（
関
西
大
学
史
学
・
地
理
学
会
）　

一
二
一
号

史
艸
（
日
本
女
子
大
学
史
学
研
究
会
）　

五
五
号

史
創
（
史
創
研
究
会
）　

五
号

史
窓
（
京
都
女
子
大
学
史
学
会
）　

七
二
号

史
叢
（
日
本
大
学
史
学
会
）　

九
一
、
九
二
号

史
友
（
青
山
学
院
大
学
史
学
会
）　

四
七
号

上
智
史
学
（
上
智
大
学
史
学
会
）　

五
九
号

就
実
大
学
史
学
論
集　

二
九
号

秋
大
史
学
（
秋
田
大
学
史
学
会
）　

六
一
号

湘
南
史
学
（
東
海
大
学
大
学
院
日
本
史
学
友
会
）　

二
四
号

史
料
館
紀
要
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
）　

四
三
号

神
女
大
史
学
（
神
戸
女
子
大
学
史
学
会
）　

三
一
号

人
文
学
報　

歴
史
学
編（
首
都
大
学
東
京
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
）

四
三
号

ス
ペ
イ
ン
史
研
究
（
ス
ペ
イ
ン
史
学
会
）　

二
八
号

西
洋
史
学
年
報
（
広
島
西
洋
史
学
研
究
会
）　

四
二
号

西
洋
史
論
叢
（
早
稲
田
大
学
西
洋
史
研
究
会
）　

三
六
号

専
修
史
学
（
専
修
大
学
歴
史
学
会
）　

五
七
号
、
五
八
号

千
里
山
文
学
論
集
（
関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）　

九
四
号

創
価
大
学
人
文
論
集
（
創
価
大
学
人
文
学
会
）

臺
灣
師
大
歴
史
学
報
（
国
立
台
湾
師
範
大
学
歴
史
学
系
）　

五
一
、

五
二
期

但
馬
国
府
・
国
分
寺
館
年
報　

九
号

地
域
研
究
い
た
み
（
伊
丹
市
立
博
物
館
）　

四
三
号

近
松
研
究
所
紀
要
（
園
田
女
子
大
学
近
松
研
究
所
）　

二
五
号

千
葉
史
学
（
千
葉
歴
史
学
会
）　

六
五
、
六
六
号

中
央
史
学
（
中
央
史
学
会
）　

三
八
号

中
京
大
学
文
学
会
論
集　

一
号

津
田
塾
大
学
国
際
関
係
研
究
所
報　

四
九
号

帝
京
史
学
（
帝
京
大
学
文
学
部
史
学
科
）　

三
〇
号
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帝
京
大
学
外
国
語
外
国
文
化（
帝
京
大
学
外
国
語
学
部
外
国
語
学
科
）

八
号

帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告　

一
六
、
一
七

帝
塚
山
大
学
付
属
博
物
館
報　

九

東
海
史
学
（
東
海
大
学
史
学
会
）　

四
九
号

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要　

一
九
号

唐
宋
変
革
研
究
通
訊
（
唐
宋
変
革
研
究
会
）　

六
輯

東
洋
史
苑
（
龍
谷
大
学
東
洋
史
学
研
究
会
）
八
三
、
八
四
号

東
洋
史
訪
（
史
訪
会
）　

二
二
号

東
洋
大
学
文
学
部
紀
要　

史
学
科
篇　

四
〇
号

東
洋
文
化
研
究
（
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
）　

一
七
号

飛
ノ
台
史
跡
公
園
博
物
館
紀
要　

一
二
号

長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要　

二
〇
、
二
一
号

七
隈
史
学
（
七
隈
史
学
会
）　

一
七
号

奈
良
学
研
究
（
帝
塚
山
大
学
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所
）　

一
七
号

寧
楽
史
苑
（
奈
良
女
子
大
学
史
学
会
）　

六
〇
号

奈
良
歴
史
研
究
（
奈
良
歴
史
研
究
会
）　

八
二
号

鳴
門
史
学
（
鳴
門
史
学
会
）　

二
八
集

新
潟
史
学
（
新
潟
史
学
会
）　

七
二
号

二
松
（
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）　

二
九
集

二
松
学
舎
大
学
東
ア
ジ
ア
総
合
研
究
所
集
刊　

四
五
号

日
本
研
究
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）　

五
一
集

二
松
学
舎
大
学
論
集　

五
八
号

日
本
思
想
史
研
究
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
思
想
史
研

究
室
）　

四
六
、
四
七
号

日
本
史
の
方
法
（
奈
良
女
子
大
学
日
本
史
の
方
法
研
究
会
）　

一
一

号
日
本
文
化
史
研
究
（
帝
塚
山
大
学
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所
）　

四

六
号

日
本
モ
ン
ゴ
ル
学
会
紀
要　

四
五
号

年
報
近
現
代
史
研
究
（
近
現
代
史
研
究
会
）　

七
号

年
報
中
世
史
研
究
（
中
世
史
研
究
会
）　

四
〇
号

白
山
史
学
（
白
山
史
学
会
）　

五
一
号

パ
ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
大
阪
大
学
西
洋
史
学
研
究
室
）　

一
二

号
東
ア
ジ
ア
研
究
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
）　

六
二
、

六
三
号

非
文
字
学
論
叢
（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
非
文
字
資
料

研
究
セ
ン
タ
ー
）　

一
号

非
文
字
資
料
研
究
（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
非
文
字
資
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料
研
究
セ
ン
タ
ー
）　

三
二
、
三
三
号

弘
前
大
学
国
史
研
究
（
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
）　

一
三
七
、
一
三

八
号

広
島
東
洋
史
学
報
（
広
島
東
洋
史
研
究
会
）　

一
九
号

仏
教
学
部
論
集
（
佛
教
大
学
仏
教
学
部
）　

九
九
号

仏
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要　

二
二
号

文
学
部
論
集
（
佛
教
大
学
文
学
部
）　

九
九
号

法
政
史
学
（
法
政
大
学
史
学
会
）　

八
二
～
八
四
号

放
送
大
学
日
本
史
学
論
叢
（
放
送
大
学
大
学
院
歴
史
研
究
会
）

北
大
史
学
（
北
大
史
学
会
）　

五
四
号

北
陸
史
学
（
北
陸
史
学
会
）　

六
二
号

三
重
大
史
学
（
三
重
大
学
人
文
学
部
考
古
学
・
日
本
史
研
究
室
）　

一
五
号

御
影
史
学
論
集
（
御
影
史
学
研
究
会
）　

三
九
、
四
〇
号

三
井
文
庫
論
叢　

四
八
号

民
具
マ
ン
ス
リ
ー
（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
）　

四
七

巻
一
～
一
二
号
、
四
八
巻
四
～
七
号

明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
（
明
治
大
学
東
洋
史
談
話
会
）　

一
九
号

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
会
）　

一
〇
号

柳
沢
文
庫
年
報
（
公
益
財
団
法
人
郡
山
城
史
跡
・
柳
沢
文
庫
保
存
会
）

三
号

山
口
県
史
研
究
（
山
口
県
県
史
編
纂
室
）　

二
三
号

鷹
陵
史
学
（
鷹
陵
史
学
会
）　

四
〇
、
四
一
号

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
史
研
究
（
東
北
学
院
大
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
総
史

研
究
所
）　

一
六
号

米
沢
史
学
（
米
沢
史
学
会
）　

三
〇
、
三
一
号

洛
北
史
学
（
洛
北
史
学
会
）　

一
七
号

立
正
史
学
（
立
正
大
学
史
学
会
）　

一
一
七
号

龍
谷
史
壇
（
龍
谷
大
学
史
学
会
）　

一
三
八
、
一
三
九
号

歴
史
（
東
北
史
学
会
）　

一
二
三
輯

歴
史
遺
産
研
究
（
東
北
芸
術
工
科
大
学
歴
史
遺
産
学
科
）　

九
号

歴
史
学
部
論
集
（
佛
教
大
学
歴
史
学
部
）　

五
号

歴
史
学
報
（
国
立
台
湾
師
範
大
学
歴
史
学
系
）　

五
一
、
五
二
期

歴
史
研
究
（
大
阪
教
育
大
学
歴
史
学
研
究
室
）　

五
二
号

歴
史
人
類
（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
歴
史
人
類
学

専
攻
）　

四
三
号

歴
史
と
地
理
（
山
川
出
版
社
）　

六
七
六
～
六
八
八
号

和
菓
子
（
虎
屋
文
庫
）　

二
二
号
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図
　
書

甘
い
対
決
「
和
菓
子
の
東
西
」
展
（
虎
屋
文
庫
）

維
新
の
動
乱
と
神
奈
川
―
道
と
海
の
視
点
か
ら
報
告
書
（
文
明
開
化

期
の
相
武
地
域
史
研
究
会
）

越
前
市
史　

史
料
編
七
初
等
教
育
（
越
前
市
）

大
井
川
流
域
の
自
然
・
文
化
・
観
光
（
安
福
恵
美
子
、
天
野
恵
太
著
、

愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
）

大
分
県
仏
教
美
術
調
査
報
告
１　

妙
満
寺
の
法
物
（
大
分
県
立
歴
史

博
物
館
）

大
分
県
歴
史
資
料
調
査
報
告
２　

中
根
家
資
料
（
医
事
関
係
資
料
）

１
（
大
分
県
立
歴
史
博
物
館
）

海
外
神
社
跡
地
か
ら
見
た
景
観
の
持
続
と
変
容
（
神
奈
川
大
学
日
本

常
民
文
化
研
究
所
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
）

海
外
神
社
と
は
？　

史
料
と
写
真
が
語
る
も
の
（
神
奈
川
大
学
日
本

常
民
文
化
研
究
所
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
）

か
た
り
べ　

金
沢
大
学
日
本
史
学
研
究
室
聞
き
取
り
調
査
記
録
第
五

集
・
釜
ヶ
崎
（
金
沢
大
学
日
本
史
学
研
究
室
編
）

か
た
り
べ　

金
沢
大
学
日
本
史
学
研
究
室
聞
き
取
り
調
査
記
録
第
六

集　

シ
ベ
リ
ア
抑
留
（
金
沢
大
学
日
本
史
学
研
究
室
編
）

勝
家
伝
来
文
書
―
旧
富
岡
博
物
館
蔵
―
（
早
稲
田
大
学
会
津
八
一
記

念
博
物
館
）

金
澤
家
文
書
目
録
（
交
野
市
教
育
委
員
会
）

鞠
智
城
Ⅱ　

論
考
編
２
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
）

北
九
州
市
若
松
洞
海
湾
に
お
け
る
船
上
生
活
者
の
歴
史
的
変
容
―

オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
神
奈
川
大
学
日
本

常
民
文
化
研
究
所
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
）

糞
置
荘
・
二
上
遺
跡
の
調
査
研
究
（
古
代
学
協
会
研
究
報
告
第
一
一

輯
）

皇
室
制
度
史
料　

儀
制　

立
太
子
一
（
宮
内
庁
書
陵
部
）

国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
五　

環
太
平
洋
海
域
に
お
け
る
伝
統
的
造

船
技
術
の
比
較
研
究
（
神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
）

国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
六　

民
具
の
名
称
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

（
民
具
名
一
覧
編
）（
神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
）

国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
七　

ア
ジ
ア
祭
祀
芸
能
の
比
較
研
究
（
神

奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
）

国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
八　

ア
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
・
写
真
に
み
る

モ
ノ
・
身
体
・
表
象
（
神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
）

国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
九　

民
具
の
名
称
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

（
地
域
呼
称
一
覧
編
）（
神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
）

国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
一
〇　

ア
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
・
写
真
に
み
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る
モ
ノ
・
身
体
・
表
象
［
論
文
編
］（
神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文

化
研
究
機
構
）

国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
一
一　
「
民
族
研
究
講
座
」
講
義
録
（
神

奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
）

鼓
銅
図
録
の
研
究
―
書
誌
と
系
譜
（
住
友
史
料
館
）

最
新
研
究　

行
基
の
考
古
学
（
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
）

渋
沢
敬
三
の
資
料
学
（
神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
・
神

奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
）

シ
ー
ボ
ル
ト
が
紹
介
し
た
か
っ
た
日
本
―
欧
米
に
お
け
る
日
本
関
連

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
使
っ
た
日
本
研
究
・
日
本
展
示
を
進
め
る
た
め

に
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

昭
和
天
皇
実
録　

第
一
巻
～
第
四
巻
（
宮
内
庁
）

新
段
階
を
迎
え
た
東
ア
ジ
ア
Ⅲ
（
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
、
ア

ジ
ア
研
究
シ
リ
ー
ズ
八
七
）

世
界
遺
産
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
世
界
遺
産
登
録
記
録
集

（
群
馬
県
）

世
界
史
認
識
に
お
け
る
“
ア
メ
リ
カ
”
の
問
題　

第
一
四
回
日
韓
・

韓
日
歴
史
家
会
議

攝
津
麻
田
藩
図
譜
（
豊
中
市
教
育
委
員
会
）

戦
国
時
代
の
東
三
河　

牧
野
氏
と
戸
田
氏
（
山
田
邦
明
著
、
愛
知
大

学
綜
合
郷
土
研
究
所
）

戦
争
体
験
継
承
の
可
能
性
―
沖
縄
・
八
重
山
の
戦
争
体
験
と
現
在（
水

谷
明
子
著
、
津
田
塾
大
学
国
際
関
係
研
究
所
）

大
王
の
儀
礼
の
場
（
高
槻
市
立
今
城
塚
古
代
歴
史
館
）

大
学
と
地
域
の
協
働
に
よ
る
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
（
佛
教
大
学
総
合

研
究
所
）

多
賀
城
跡
（
宮
城
県
多
賀
城
調
査
研
究
所
年
報
二
〇
一
四
）

高
槻
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
開
設
四
〇
周
年
記
念
特
別
展　

た

か
つ
き
の
発
掘
史
を
た
ど
る
（
高
槻
市
立
今
城
塚
古
代
歴
史
館
）

高
畠
町
の
鳥
居
（
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）

但
馬
国
分
寺
跡
Ⅱ
（
豊
岡
市
教
育
委
員
会
但
馬
国
府
・
国
分
寺
館
）

中
国
の
政
治
・
文
化
・
産
業
の
進
展
と
実
相
（
松
田
吉
郎
他　

晃
洋

書
房
）

中
国
の
地
球
温
暖
化
対
策
と
そ
の
取
組
み
（
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研

究
所
、
ア
ジ
ア
研
究
シ
リ
ー
ズ
八
七
）

筒
井
順
慶
（
柳
沢
文
庫
）

伝
統
宗
教
と
知
識
（
杉
本
良
男
編
、
南
山
大
学
人
類
学
研
究
所
叢
書

Ⅳ
）

藤
家
文
書
（
柚
谷
家
旧
蔵
）
目
録
（
対
馬
市
歴
史
資
料
調
査
報
告
書

第
一
集
）
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那
賀
郡
の
軒
瓦
に
み
ら
れ
る
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
（
帝
塚
山
大
学
考

古
研
究
所
・
付
属
博
物
館
）

中
家
文
書
調
査
報
告
書
（
五
條
市
教
育
委
員
会
）

長
野
県
立
歴
史
館
収
蔵
文
書
目
録
14
（
長
野
県
立
歴
史
館
）

南
山
大
学
人
類
学
博
物
館
所
蔵
上
智
大
学
西
北
タ
イ
歴
史
文
化
調
査

団
収
集
文
献
目
録
（
神
奈
川
大
学
大
学
院
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究

科
）

二
〇
一
四
年
度
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
公
開
講
演
会
・
研
究
集
会

プ
ロ
シ
ー
デ
ィ
ン
グ
ズ
（
愛
媛
大
学
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
研

究
会
）

〈
日
本
〉
意
識
の
未
来
（
法
政
大
学
国
際
日
本
学
研
究
所
）

日
本
近
世
生
活
絵
引　

奄
美
・
沖
縄
編
（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文

化
研
究
所
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
）

日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ア
ジ
ア
（
法
政
大
学
国
際
日
本
学
研

究
所
）

播
磨
福
本
領
鵜
野
近
兵
衛
家
文
書　

弘
化
二
年
御
領
分
御
用
向
諸
日

記
（
今
井
修
平　

科
学
研
究
費
報
告
書
）

東
日
本
震
災
に
対
す
る
タ
イ
ラ
ン
ド
国
民
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
反
応
分
析

（
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
）

日
向
洞
窟
遺
跡
の
発
掘
記
録
―
第
一
次
発
掘
調
査
報
告
書
（
東
北
芸

術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）

藤
原
鎌
足
と
阿
武
山
古
墳
（
高
槻
市
教
育
委
員
会
編
）

豊
後
の
国
山
香
郷
の
調
査　

資
料
編
３
（
大
分
県
立
歴
史
博
物
館
）

平
成
二
二
年
度
明
石
市
埋
蔵
文
化
財
年
報
（
明
石
市
）

平
成
二
六
年
秋
季
特
別
展　

古
墳
時
代
の
船
と
水
運
（
高
槻
市
立
今

城
塚
古
代
歴
史
館
）

膨
張
す
る
中
国
と
世
界
（
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
）

法
令
・
人
事
か
ら
見
た
近
世
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
研
究
（
研
究
代

表
者
山
本
博
文
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
一

四
―
七
）

北
東
ア
ジ
ア
の
経
済
・
社
会
の
変
容
と
日
本
Ⅱ
（
亜
細
亜
大
学
ア
ジ

ア
研
究
所
、
ア
ジ
ア
研
究
シ
リ
ー
ズ
八
七
）

“
ま
ち
”
と
“
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
”
の
文
化
が
結
ぶ
幸
せ
な
か
た
ち
（
京

都
文
化
博
物
館
地
域
共
働
事
業
実
行
委
員
会
）

間
部
詮
勝
と
幕
末
維
新
の
軌
跡
（
福
井
県
鯖
江
市
教
育
委
員
会
）

三
津
の
民
俗
―
静
岡
県
沼
津
市
三
津
（
小
熊
誠
編　

神
奈
川
大
学
歴

史
民
俗
調
査
報
告
一
五
集
）

美
濃
国
池
田
郡
八
幡
村
竹
中
家
文
書
目
録
（
そ
の
一
）（
岐
阜
大
学

教
育
学
部
郷
土
博
物
館
収
蔵
資
料
目
録
七
）

都
城
島
津
家
役
所
日
記
三
、
四
（
都
城
島
津
伝
承
館
史
料
集
三
、
四
、
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都
城
島
津
邸
）

柳
沢
家
伝
来
の
名
品
（
公
益
財
団
法
人
名
称
依
水
園
・
寧
楽
美
術
館
、

公
益
財
団
法
人
郡
山
城
史
跡
・
柳
沢
文
庫
保
存
会
）

山
中
信
天
翁
と
幕
末
維
新
（
碧
南
市
藤
井
達
吉
美
術
館
）

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
開
発
援
助
業
務
の
現
地
化
（
真
嶋
麻
子

著
、
津
田
塾
大
学
国
際
関
係
研
究
所
）

歴
史
教
育
に
お
け
る
高
等
学
校
・
大
学
間
接
続
の
抜
本
的
改
革
を
求

め
て
（
第
一
次
案
）（
高
等
学
校
歴
史
教
育
研
究
会
）
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奈良大学史学会　2014 年度決算

〈収入の部〉
予　算 決　算 備　　　考

会 費 624,000 620,000 新入生148名、 3 回生編入 1 名、前年度会費 1 名、教員10名、修士院生 1 名
利 息 0 171
前年度繰越金 605,223 605,223

計 1,229,223 1,225,394

〈支出の部〉
予　算 決　算 備　　　考

印刷製本費 250,000 249,600 奈良史学32号　1350冊
事 業 費 450,000 222,511 体験ツアー、青垣祭など
交 通 費 70,000 10,000 史学科特別講義車代　@5,000円× 2 回
図 書 費 150,000 9,382 共同研究室架蔵図書
事 務 費 70,000 79,788 共同研究室プリンタインク、文具など
備 品 費 80,000 65,664 共同研究室パソコン
会 合 費 40,000 4,034 教員・学生委員懇親会など
郵 送 費 20,000 18,696 奈良史学郵送費
謝 金 40,000 16,000 奈良史学発送アルバイト代
雑 費 20,000 0
予 備 費 39,223
次年度繰越金 　　 549,719

計 1,229,223 1,225,394
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編　

集　

後　

記

◇『
奈
良
史
学
』
三
十
三
号
を
お
送
り
し
ま
す
。
今
号
も
日
東
西
各

分
野
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
、
さ
ら
に
は
史
学
科
研
究
室
に
よ
る
史
料
調

査
の
報
告
な
ど
も
、掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
、

ご
執
筆
頂
い
た
皆
様
に
、
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
本
号
で
は
、
現
職
の
教
員
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
退
職

さ
れ
た
日
本
史
の
下
坂
守
、
東
洋
史
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
お
越
し

い
た
だ
い
て
い
る
田
中
一
輝
の
両
先
生
、
さ
ら
に
通
信
教
育
部
の
卒

業
生
で
あ
る
上
継
登
さ
ん
に
も
ご
執
筆
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
幅
広
く
お
願
い
で
き
ま
し
た
の
で
、
史
学
科
の
活
動
を

見
て
い
た
だ
け
る
内
容
に
な
り
ま
し
た
。

　

す
で
に
、
お
気
づ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
前
号
、
今
号
と
最
終
ペ

ー
ジ
か
ら
は
じ
ま
る
横
組
み
原
稿
を
掲
載
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

論
考
の
内
容
を
よ
り
発
揮
で
き
る
形
式
を
と
い
う
こ
と
で
採
用
し
て

み
た
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
も
）

奈　

良　

史　

学　
　

第
三
十
三
号

二
〇
一
六
年
一
月
三
十
一
日
発
行

発　

行　

者　
　

奈

良

大

学

史

学

会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

会　

長　

角　

谷　

常　

子

印　

刷　

所　
　

共
同
精
版
印
刷
株
式
会
社

奈
良
市
山
陵
町
一
五
〇
〇
奈
良
大
学
文
学
部
内

〒
六
三
一
― 

八
五
〇
二

℡　

〇
七
四
二 

― 

四
四 

―
一
二
五
一
（
代
）

振
替　

〇
〇
九
九
〇 

― 

二 

― 

三
一
五
九
四
九

　　
　
　
　

奈
良
市
三
条
大
路
二
丁
目
二 

― 

六

〒
六
三
〇 

― 

八
〇
一
三



3 岩崎真紀 聖人の誕生：コプト・キリスト教を事例
として（第五部会，〈特集〉第六十八回
学術大会紀要)

宗教研究第83巻第 4 輯 2010

4 田村愛理 イスラームの民間信仰からみた他者受容
のメカニズム：ジェルバ島の漂着聖女（報
告，公開シンポジウム「信仰における他
者−異宗教・異宗派の受容と排除の比較
史論−」、第一〇六回史学会大会報告)

史 学 雑 誌 第118編
第 1 号

2009

5 岩崎真紀 エジプトにおけるコプト・キリスト教復
興（第四部会，〈特集〉第六十七回学術
大会紀要）

宗教研究第82巻第 4 輯 2009

6 岩崎真紀 聖家族の足跡を辿る人々：コプト・キリ
スト教にみる巡礼の諸相（第三部会，〈特
集〉第六十六回学術大会紀要）

宗教研究第81巻第 4 輯 2008

7 小林理修 前期アフマド・シャー朝史の再検討：軍
事行動の分析を中心に：軍事行動の分析
を中心に（東洋史部会，第一〇四回史学
会大会報告 )

史 学 雑 誌 第116編
第 1 号

2007

8 塩尻和子 中世イスラーム世界のユダヤ教−共存と
対話の思想史（特集「諸文明間の対話」
は可能か−比較文明学の提言）

比較文明第17号 2001

9 田村愛理 イスラーム史の視点から（第16回 学習院
大学史学会大会シンポジウム「歴史にお
けるマイノリティ：異文化を組み込んだ
社会」特集号）

学習院史学39号 2001

10 田村愛理 イスラーム世界とマイノリティ：「イス
ラーム的」共生構造をめぐって

学習院史学35号 1997

11 田村愛理 『世界史の中のマイノリティ』 山川出版社 1997
12 田村愛理 「イスラム的」共存構造における相互依

存と対立−ズィンミ−／マイノリティの
視点から（イスラム世界の相互依存と対
立・対抗に関する研究）−（イスラムと
国家)

Ｎ Ｉ Ｒ Ａ 政 策 研 究
Vol.10 No.11

1997

13 田村愛理 「イスラーム的」共存構造における社会
集団間関係：ジェルバ島のユダヤ教徒コ
ミュニティから（日米関係を軸にみた東・
東南アジアの政治と経済）

学習院大学東洋文化研
究所『調査研究報告』
No.45

1996

− 91（ 14 ）−



25 小松香織 19世紀のオスマン海軍における非ムスリ
ム任用問題−「徴兵抽選拒否事件」関係
史料の分析を通して−

歴史人類33号 2005

26 宮武志郎 16世紀地中海世界におけるユダヤ教徒
ネットワークとユダヤ教徒医師

西南アジア研究NO.63 2005

27 吉田達矢 19世紀前半のオスマン帝国国境地帯にお
ける匪賊−オスマン文書史料から見た
「ギリシア人匪賊」の実像

文学研究論集第23号　
明治大学大学院

2005

28 吉田達矢 19世紀前半におけるオスマン帝国とギ
リシア王国間の人々の移動と帰属意識：
テッサリア地方の事例を中心に

日本中東学会年報第20
− 2 号

2005

29 坂本勉 イスタンブルのアルメニア商人（特集 イ
スタンブル−宗教と民族が交錯する国際
都市）−（内なるネットワーク）

アジア遊学NO.49 2003

30 宮武志郎 イベリア半島から移住したユダヤ教徒た
ち（特集 イスタンブル−宗教と民族が交
錯する国際都市）−（内なるネットワー
ク）

アジア遊学NO.49 2003

31 宮武志郎 15・16世紀オスマン朝におけるユダヤ教
徒宮廷侍医

史学第69巻第 3 ・ 4 号 2000

32 大河原知樹 オスマン朝の改革とユダヤ教徒金融家−
1822年シリア事件再考

イスラム世界48号 1997

33 黒木英充 オスマン帝国期アレッポにおける非ムス
リム人頭税：台帳のデータベース化とそ
の分析

アジア・アフリカ言語
文化研究通信　第91号

1997

34 設楽國廣 オスマン帝国末期のユダヤ教徒問題 史苑56巻 2 号 1996
35 宮武志郎 ヨセフ・ナスィ−オスマン朝における元

マラーノの軌跡−
オ リ エ ン ト 第39巻
第 1 号

1996

36 黒木英充 ギリシア正教＝カトリック衝突事件−ア
レッポ、1818年−

アジア・アフリカ言語
文化研究48・49合併号

1995

37 堀井聖恵 一八九六年クレタ八月協定の成立過程
（東洋史学専攻，一九九四年度修士論文
要旨，彙報)

史学第64巻第 3 ・ 4 号 1995

38 小松香織 オスマン海軍非ムスリム職員台帳 オ リ エ ン ト 第36巻
第 2 号

1993

39 宮武志郎 15・16世紀オスマン海軍による火器技術
の受容

オ リ エ ン ト 第34巻
第 1 号

1991

 3 ．その他
著者 タイトル 出典 発行年

1 大稔哲也 エジプトを生きるイスラーム教徒とキリ
スト教徒−2011年エジプト「 1 月25日革
命」までの歩み

藤女子大学紀要第13号 2012

2 三代川寛子 コプト・キリスト教徒−国民かズィン
ミーか

鈴木恵美編『現代エジ
プトを知るための60
章』明石書店

2012

− 92（ 13 ）−



8 吉田達矢 「正教会総主教座法（Ｒｕｍ　Patrikligi 
Nizamati）の成立過程に関する予備的考
察：オスマン語テキストの諸問題に関す
る検討を中心に

名古屋学院大学論集　
人文・科学編　第48
巻 2 号

2012

9 上野雅由樹 タンズィマート期アルメニア共同体の再
編−ミッレト憲法後のイスタンブル総主
教座を中心に（特集 オスマン帝国史の諸
問題）−（「西洋化」改革から共和国へ）

東洋文化第91号　東京
大学東洋文化研究所

2011

10 上野雅由樹 ミッレト制研究とオスマン帝国下の非ム
スリム共同体

史学雑誌第119編第11
号

2010

11 齋藤久美子 租税台帳に見るアナトリア南東部の人口
構成（特集 オスマン帝国史の諸問題）−
（前近代のオスマン帝国）

東洋文化第91号　東京
大学東洋文化研究所

2010

12 佐々木紳 新オスマン人運動の形成とクレタ問題：
『報道者Muhbir』紙の募金活動を中心と
して

アジア・アフリカ言語
文化研究79号

2010

13 吉田達矢 1840年代における東方正教会「共同体」
運営構造へのオスマン帝国の政策−ロゴ
フェト問題を中心に

アジア文化研究所研究
年報第45号アジア文化
研究所

2010

14 上野雅由樹 タンズィマート期アルメニア共同体運営
組織の展開　ミッレト憲法成立過程の考
察から

東洋学報第91巻第 2 号 2009

15 上野雅由樹 19世紀オスマン帝国のアルメニア共同体
における学校教育の普及過程

日本中東学会年報第25
− 1 号

2009

16 佐々木紳 一八六〇年代オスマン帝国の議会論：ハ
イレッティン＝カルスキの思想を中心に

史 学 雑 誌 第117編
第 8 号

2008

17 吉田達矢 「ギリシア独立戦争」勃発以降のオスマ
ン帝国政府の東方正教世界総主教に対す
る政策−就任手続きの検討から

イスラム世界71号 2008

18 大河原知樹 歴史人口學で見たシリアの都市社會−ダ
マスカスの結婚性向の計量分析

東洋史研究65巻 4 号 2007

19 吉田達矢 国際ワークショップ「19世紀中東・バル
カンへの新しいアプローチ−オスマン帝
国における近代国家の形成」に参加して

駿台史学第130号 2007

20 上野雅由樹 アルメニア・ミッレト憲法第一草案 日本中東学会年報第23
− 1 号

2007

21 柿崎正樹 「トルコ国民」概念とユダヤ教徒：トル
コの反ユダヤ主義を中心に

異文化コミュニケー
ション研究第18号

2006

22 吉田達矢 19世紀半ばエーゲ海地域社会における人
的ネットワーク−非ムスリム匪賊の活動
を中心に

駿台史学第127号 2006

23 坂本勉 イラン系アルメニア商人のネットワーク
とイスタンブル

慶応義塾大学言語文化
研究所紀要37号

2006

24 上野雅由樹 マフムト 2 世期オスマン帝国の非ムスリ
ム統合政策−アルメニア・カトリック共
同体独立承認の事例から−

オリエント第48巻 1 号 2005

− 93（ 12 ）−



15 太田敬子 アッバース朝初期の地方行政と徴税制度
−ズクニーン修道院年代記を中心として

オ リ エ ン ト 第41巻
第 2 号

1998

16 柳谷あゆみ ヌールッディーン治世の一側面：ズィン
ミーのキリスト教徒に対する政策から
（東洋史学専攻，一九九六年度修士論文
要旨，彙報)

史学第66巻第 4 号 1997

17 太田敬子 初期イスラーム時代のキリスト教徒人口
移動

オ リ エ ン ト 第39巻
第 2 号

1996

18 太田敬子 初期イスラーム時代のキリスト教徒アラ
ブ社会−タグリブ族の事例を中心として

東 洋 史 研 究 第55巻
第 1 号

1996

19 河田尚子 十字軍前夜のイスラム文明とキリスト教
文明の衝突−北アフリカの場合

比較文明第12号 1996

20 大稔哲也 史料としてのエジプト『参詣の書』−12
〜 15世紀の死者の街をめぐるテクストと
その可能性 

オリエント第38巻 2 号 1995

21 太田敬子 スグール・シャミーヤ再建史考：ムスリ
ム勢力の拡大の一プロセスとして

オ リ エ ン ト 第36巻
第 1 号

1993

22 太田敬子 アラブ勢力の拡大と北シリア山岳住民−
ウマイヤ朝時代のJarajimaの活動 

東 洋 学 報 第73巻
第 1 ・ 2 号

1991

 2 ．オスマン帝国期
著者 タイトル 出典 発行年

1 上野雅由樹 タンズィマート期オスマン帝国における
非ムスリムの『宗教的特権』と『政治的
特権』：アルメニア共同体の事例から（中
東研究博士論文要旨）

日本中東学会年報第28
− 2 号

2013

2 小松香織 海運史料にみるオスマン帝国末期の社会
変容

イスラーム地域研究
ジャーナルVol. 5

2013

3 吉田達矢 19世紀半ばのオスマン帝国における東方
正教徒の動向と帝国政府の統合政策（中
東研究博士論文要旨）

日本中東学会年報第28
− 2 号

2013

4 吉田達矢 19世紀半ばオスマン帝国政府の正教徒
統治政策：正会総主教座法（Ｒｕｍ　
Patrikligi Nizamati）の成立過程に関する
考察から

東洋学報　東洋文庫和
文紀要第95巻 2 号

2013 

5 上野雅由樹 非ムスリムのオスマン官界への参入−ハ
コブ・グルジギアン（一八〇六−六五）
の事例から−

鈴木薫編『オスマン帝
国史の諸相』山川出版
社

2012

6 佐々木紳 一八七〇年代オスマン帝国の憲政論議
（研究発表，東洋史部会，第一〇九回史
学会大会報告）

史 学 雑 誌 第121編
第 1 号

2012

7 長谷川圭彦 オスマン帝国における「公教育」と非ム
スリム
共学・審議会・視学官

鈴木薫編『オスマン帝
国史の諸相』山川出版
社

2012 
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別表「ズィンミー」を主に取り扱った論文等一覧表
（オスマン帝国期を基準に分類化、2014年 9 月現在。）
注 1 ： 「オスマン帝国期」とそれ以前に分け、それぞれに該当しないものを「その他」に分類。
注 2 ： 分類別にそれぞれ発行年の新しい順に記載。
 1 ．オスマン帝国期以前

著者 タイトル 出典 発行年
1 太田敬子 ナジュラーンの安全保障契約を巡る諸問

題⑵−アラビア半島からの退去令の時代
背景と影響−

北海道大学文学研究科
紀要 第135号

2011

2 太田敬子 ナジュラーンの安全保障契約を巡る諸問
題⑴−使徒ムハンマドの異教徒政策の伝
承とその影響−

北海道大学文学研究科
紀要 第133号

2011

3 辻明日香 14世紀アラビア語コプト聖人伝史料に関
する一考察

オ リ エ ン ト 第54巻
第 2 号

2011 

4 辻明日香 十四世紀エジプトにおけるコプト大迫害
再考：コプト聖人ルワイスの生涯を中心
に（研究発表，東洋史部会，第一〇七回
史学会大会報告）

史 学 雑 誌 第119編
第 1 号

2010

5 松田俊道 『聖カテリーナ修道院文書の歴史的研究』中央大学出版部 2010
6 辻明日香 黙示録からみたイスラム支配下のコプト

（2008年度歴史学研究会大会報告 新自由
主義の時代と現代歴史学の課題−その同
時代史的検証）−（合同部会 宗教的マイ
ノリティとその周辺−アイデンティティ
の相克と溶和）

歴史学研究846号 2008

7 辻明日香 合同部会　黙示録から見たイスラム支配
下のコプト（2008年度歴史学研究会大会
報告批判）

歴史学研究848号 2008

8 太田敬子 ダマスクスのヨハンネス−初期イスラー
ム時代のキリスト教知識人（特集 アラブ
の都市と知識人）

アジア遊学NO.86 2006

9 辻明日香 マムルーク朝エジプトにおけるズィン
ミー政策の転換−1301年の法令を中心に
−

オ リ エ ン ト 第49巻
第 2 号

2006

10 太田敬子 ルーム遠征とカリフ政権−コンスタン
ティノープル攻撃から捕虜交換式まで
（2004年度歴史学研究会大会報告 グロー
バル権力としての「帝国」）−（合同部
会「ローマ」概念の2000年）

歴史学研究794号 2004

11 太田敬子 マームーン時代におけるコプト教会とコ
プト共同体：バシュムール反乱を巡る社
会情況に関する一考察

日本中東学会年報 第
19− 2 号

2004

12 辻明日香 ウマルの誓約：伝承の成立 東洋学報第86巻第 1 号 2004
13 大稔哲也 参詣書と死者の街からみたコプトとムス

リム
史淵第138輯 2001

14 大稔哲也 イスラーム期エジプトにおけるコプト・
キリスト教徒の参詣・巡礼

歴史学研究755号 2001 
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ンⅡ）や辻明日香「ウマルの誓約」により、それがアッバース朝期（ 9 世紀頃）に
作成された可能性が高いことが示唆されている。したがって、アムルがエジプト全
土を支配した時点（642年）でそれが成立していたとは考えがたいが、「ウマルの条
約（ウマルの誓約）」に類するものによってなされたと推察する。

⒁　 太田敬子はこの反乱に焦点を当て、エジプトにおけるイスラーム化の進行とキリス
ト教社会の衰退について詳しく考察し、アッバース朝マームーン時代に表面化する
コプト教会と一般信徒との間の軋轢や不一致がコプト社会の変化と衰退を考察する
に際して重要な要因であることを検証している（太田敬子「マームーン時代」（別
表 1 −11））。

⒂　 辻明日香「マムルーク朝エジプトにおけるズィンミー政策の転換」（別表 1 − 9 ）、
166頁。

⒃　 同上。
⒄　 同上、176頁。
⒅　 同上。
⒆　 松田前掲書には1990年以降に発表した松田の研究論文（14本）と書き下ろしがまと

められている。
⒇　 三宅理一、平剛（写真）『異界の小都市』 2 『砂の楽園 コプトの僧院』TOTO出版、
1996年、240頁。

�　 ヤコブ派については松田俊道「マムルーク朝のエルサレム問題」（松田前掲書、104 
−125頁）で引用されているスルターン・ガウリーの布告（同上、118頁）に、皇帝派（メ
リク派、メルキタイ）やコプトと並んで、その修道士や修道女が登場する。またコ
プトについては多数散見され、例えば松田俊道「マムルーク朝のムサーリマ問題」（同
上、88−103頁）などがある。

�　 同上、84−85頁。なお、マザーリム制度とは不正、圧政（ズルム）に関する審議を
行う行政制度をいう。徴税官などの行政担当者による不正や圧政に対しては、公正
の実現をはかる上位の行政者がマザーリム法廷（行政裁判所）において独自の裁判
権を行使した。さらに、シャリーア法廷が一審のみであるため、判決自体をカー
ディー（裁判官【筆者捕記】）の不正行為として行政に救済を訴えることもできた（『岩
波イスラーム辞典』項目【マザーリム法廷】908頁参照）。

�　 松田前掲書、191−206頁。なお、ワクフとはアラビア語で「停止」を意味し、ワク
フ設定された財産の所有権の移動が永久に停止され、財から得られる収益の使い方
（モスクやマドラサの運営などの慈善目的）が、あらかじめ設定されたものに固定
されることに由来する財政寄進制度である（『岩波イスラーム辞典』項目【ワクフ】、
1076−1078頁参照）。
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⑵　 森山央朗「回顧と展望　西アジア・北アフリカ（イスラーム時代）」『史学雑誌』第
123編、第 5 号、2014年、290頁。

⑶　 佐藤次高『イスラームの国家と王権』岩波書店、2004年、 8 頁。
⑷　 主にデータベース・サービス、CiNii（NII学術情報ナビゲータ［サイニィ］）に基
づき、ズィンミーを取り扱ったと思われる研究について、1990年代以降に発表され
たものを対象に調査を行ったところ、70本を超える論文や講演録、報告等があった
（別表参照）。そのうちの半数以上は直近10年以内に発表されたものであった。これ
は研究対象としてズィンミーへの関心が近年、高まりつつあることを示していよう。
次いでそれを対象とした時代に着眼し、 1 ：「オスマン帝国期以前」（以下、別表 1 ）
と 2 ：「オスマン帝国期」（同 2 ）に、また概ね全般的に取り扱ったものなど、それ
ぞれに該当しないと思われるものを3：「その他」（同 3 ）に分類した。全体の半数
を超えるものがオスマン帝国期を対象にしており、またそのうちの約 7 割が直近10
年以内に発表されている。

⑸　 牧野信也訳『ハディース―イスラーム伝承集成』（中）、中央公論社、1994年、127頁。
⑹　 大塚和夫、小杉泰、小松久男、東長靖、羽田正、山内昌之編『岩波イスラーム辞典』
岩波書店、2002年、529頁（項目【ズィンミー】）。

⑺　 ムハンマドがナジュラーン地方にいた異教徒の部族、バヌー・アルハーリス・ブン・
カァブ族をイスラームに改宗させ、同盟契約を結んだことを指す。その内容はイブ
ン・イスハーク著 イブン・ヒシャーム編註、後藤明、医王秀行、高田康一、高野
太輔訳『預言者ムハンマド伝』 3 、岩波書店、2011年（第25章「使節の往来と別れ
の巡礼」第 1 節「アラブの使節と使徒の使節」）に詳しい（とくに501−508頁）。な
お、太田は本論文において、この時の契約書の実在とそれがシャリーアのサダカ規
定の発展に影響を与えた可能性が高いことを指摘している（22頁）。

⑻　 太田敬子「ナジュラーンⅡ」、 1 頁。
⑼　 同上、34頁。
⑽　 松田俊道『聖カテリーナ修道院文書』（別表 1 − 5 ）11頁。
⑾　 村山盛忠『パレスチナ問題とキリスト教』ぷねうま舎、2012年、182頁。
⑿　 アティーヤ『東方キリスト教』108頁。なお、コプトは教義的には単性論派と称
されるが、教会自らは単性論派とみなしていないため、正確には「非カルケドン
派」と呼ぶのがふさわしい。現在でもエジプトの総人口の1割程度の信者がいると
推定されている。（三代川寛子「コプト・キリスト教徒―国民かズィンミーか」（別
表 3 − 2 ）、187−188頁。）

⒀　 「アムル・イブン・アースによるエジプト征服後、ムスリムの姿勢は「ウマルの条約」
により長期間ビザンティン支配下で享受されなかったコプトの宗教的身分を保障し
た」（アティーヤ『東方キリスト教』、123頁）。本稿では先に「ウマルの条約（ウマ
ルの誓約）」の成立時期について、太田敬子「ナジュラーン1」および「ナジュラー
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態 �やワクフ制度の活用事例�などを解明し、イスラーム国家においては本来、

シャリーア（イスラーム法）の適用範囲外とされるズィンミーが、実際には国

家の政策によって事実上、容認されていたことを明らかにした。

松田の一連の研究はマムルーク朝下のズィンミーが国家の統治機構により、

その法的地位が確保され、かつ日常生活においても概ねムスリムと変わりがな

かったことを具体的事例に基づいて明らかにした点において、我が国のズィン

ミー研究に新たな成果をもたらした。今後のさらなる研究の進展に期待したい。

おわりに

我が国のズィンミー研究について、オスマン帝国以前の時代を取り扱った研

究から初期イスラーム時代を中心とした三つの研究（別表 1 − 1 , 2 ,12）、およ

びマムルーク朝のキリスト教社会を対象とした二つの研究（別表 1 − 5 , 9 ）を

取り上げた。また、個別の研究の隙間の時期についてはアティーヤの『東方キ

リスト教』を参考とした。

これらの先行研究は、イスラーム国家のズィンミー政策がムハンマドや正統

カリフの生きた初期イスラーム時代の伝承をもとにアッバース朝期に形成され、

マムルーク朝においてはそれが典拠とされていたこと、またマムルーク朝のズィ

ンミー政策は一貫してズィンミーの行動を規制する内容であったが、ズィンミー

全体としてはシャリーアの適用を受け、その法的地位が保護されていたことな

どを明らかにした。これら一連の研究は我が国のズィンミー研究に意義ある成

果をもたらしたといえるだろう。また同時に現代のイスラーム社会を考える上

においても貴重な示唆を与えていると言えないだろうか。

最後に本稿は初期イスラーム時代のズィンミー研究を中心に取り上げたが、

オスマン帝国期を取り扱った研究など、今回取り上げなかったものについては

今後の課題としたい。

註

⑴　 たとえば、林佳世子「イスラーム史研究と歴史史料」：林佳世子・桝屋友子編『記
録と表象　史料が語るイスラーム世界』東京大学出版会、2005年、22−25頁など。
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辻は同法令の発布以降に起こったムスリムのズィンミーに対する暴動の実態

が法令のズィンミー規制内容に沿った形であったことから、ムスリムの暴動が

実質的に法令により正当化され、同時にその規制の内容がエジプト社会に浸透

していったと分析する。また当該法令がその後に発布されたズィンミーを規制

する法令と類似することから、同法令がマムルーク朝のズィンミー政策の規範

となったと指摘する。

辻は14世紀におけるコプトのイスラームへの大規模な改宗について、「衣服規

制を始めとする差別や教会破壊による礼拝場の喪失といった日常生活における

行動の制限が官僚以外の一般のコプトをも改宗へと導いた」⒄と推論している。

また同時に当該研究を通じて「本来は伝承に過ぎない「ウマルの誓約」が実際

の契約として確認された」⒅と述べている。

当該研究はマムルーク朝のズィンミー政策が1301年の法令以降、継続性を伴っ

た内容であったこと、またそれは一貫してズィンミーの行動規制を図り、彼ら

の待遇を悪化させる一因となったことなどを明らかにした点で意義のある研究

といえよう。

第五章　聖カテリーナ修道院文書とズィンミー

さて、マムルーク朝期のズィンミー社会（キリスト教社会）の研究については、

キリスト教の修道院に伝来する古文書史料からそのありようを具体的に明らか

にし、我が国のズィンミー研究に新たな領域を切り開いた松田俊道による一連

の研究『聖カテリーナ修道院文書の歴史的研究』⒆（別表 1 − 5 参照）に注目し

たい。

松田はエジプトのシナイ半島に位置するキリスト教の聖カテリーナ修道院に

残されていた古文書（以下、『カテリーナ文書』と表記）をもとに中世エジプト

のズィンミー社会を具体的事例でもって明らかにした。

なお、聖カテリーナ修道院は先述のカルケドン公会議（451年）により、コプ

トと分かれたカルケドン信条を遵奉する皇帝派の教会（正教会）⒇である。ただ

し、『カテリーナ文書』には皇帝派以外にもコプトやヤコブ派のキリスト教徒に

関する史料も含まれる�。

松田は『カテリーナ文書』からズィンミーによるマザーリム制度の利用実
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（地租）」の納税義務を課す⒀。その後、コプトへの徴税は強化され、ウマイヤ朝

からアッバース朝までの 2 世紀の間、この傾向は続くが、疫病や失政によりコ

プトの貢納力が低下したにもかかわらず、強化された徴税はコプトによる反乱

をたびたび招く。特に831年、アッバース朝マームーン時代に起きたバシュムル

暴動（バシュムールの反乱）は最大規模であった⒁。

とはいえ、概ねコプト教徒はウマイヤ朝およびアッバース朝を通じ、政府か

ら信教の自由は保障され、同時に行政職も独占し続ける。この傾向はアッバー

ス朝から独立し、エジプトを支配したトゥールーン朝やその後のイフシード朝、

ファーティマ朝に至るまで続く。特にファーティマ朝ではカリフ、ハーキムに

よる大迫害を除けば、コプトは繁栄を謳歌する。

しかしながらこの傾向は十字軍の到来により変化し、ファーティマ朝は戦費

調達のため、コプトへさらなる重税を課す。しかし、その後ファーティマ朝に

代わり、アイユーブ朝を樹立したサラーフッディーン（サラーフ・アッディーン）

は、エルサレム攻略による対十字軍の勝利によりコプトへの不寛容政策を転換

させ、コプトは繁栄を取り戻し、次のマムルーク朝期を迎える。

第四章　マムルーク朝とズィンミー政策の転換

さて、先に見てきたとおり、エジプトへのイスラーム到来以降、紆余曲折は

ありつつも、概ねコプト教徒はズィンミーとしての納税義務を果たすことによ

り、宗教的身分を保障され、同時に歴代政権の行政職を担うなど、繫栄を謳歌

していた。しかしながら、そうしたコプト教徒がマムルーク朝期の14世紀半ば

に信者数が「人口の一割程度に激減」するに至るが⒂、その原因について、従来

の通説を批判し、その具体的要因や内容について考察したのが、辻明日香の研

究「マムルーク朝エジプトにおけるズィンミー政策の転換−1301年の法令を中

心に−」（別表 1 − 9 参照）である。

辻は通説がイスラーム到来後の「10世紀においてもエジプトの人口の五割程

度」いたコプトが14世紀に激減する原因として挙げる「ズィンミーを改宗に追

いやるような社会的圧力」⒃については具体性に欠けるとして退け、マムルーク

朝ナースィル政権によって発布されたズィンミーに対する1301年の法令に注目

し、その意義やそれが当時のエジプト社会に与えた影響を分析した。
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政府の政策を法学的に正当化しようという学者たちの努力が見られはじめ」⑼と

述べており、ウマルの誓約はアッバース朝期に作られた偽伝承とする辻の説が

さらに補強されるといえよう。

第三章　イスラーム統治下のコプト教徒

我が国の初期イスラーム時代のズィンミー研究については太田や辻の研究な

どが見られるが、それに続く時代においてはさほど進んでいない。しかしなが

ら、近年、邦訳ではあるが、ズィンミー自身の手による優れた著作が刊行され

た。アズィズ・Ｓ・アティーヤ著、村山盛忠訳『東方キリスト教の歴史』（教文

館、2014年：原題Aziz S.Atiya, A History of Eastern Christianity,London,1968：

以下、アティーヤ『東方キリスト教』）である。本著は初期イスラーム時代に続

くズィンミーの歴史を把握するため、またとりわけ、後にエジプトのマムルー

ク朝のキリスト教社会（ズィンミー）を取り扱った研究を取り上げるにあたり

極めて重要である。以下、基本的に本著に拠りつつ、現地のエジプト人に広まっ

たコプト・キリスト教の歴史について確認しておきたい。

原著者のアティーヤはエジプトのズィンミーの子孫たるコプト・キリスト教

徒の一人であり、中東史の研究者である。後に触れるエジプトのキリスト教修

道院（聖カテリーナ修道院）に残されていた古文書を整理、分類するなど、コ

プトをはじめとする東方キリスト教史や中東史研究において大きな功績を残し

ている⑽。また、翻訳者の村山盛忠は牧師としてキリスト教の伝道に携わる一方、

エジプトのコプト福音教会で宣教師として働いた経験を持つ⑾。その様子は村山

の『コプト社会に暮らす』（岩波新書、1974年）に詳しい。

エジプトのキリスト教の歴史はローマ帝国時代に遡り、 2 世紀頃にはエジプト

全土に広まる。カルケドン公会議（451年）により、エジプトのキリスト教会は

二つに分裂し、カルケドン信条を遵奉する皇帝派とカルケドン信条を拒否した

コプトに分かれる⑿。

エジプトへのイスラームの到来は第 2 代カリフ、ウマルの時代とされる。642

年、エジプト全土を支配下に置いたアムル・イブン・アース（アムル・ブン・

アルアース）はビザンツ時代のギリシア人役人に代わり、コプトに行政管理を

委ね、同時に宗教的身分を保障する代償として「ジズヤ（人頭税）」と「ハラ―ジュ
− 101（ 4 ）−



ラーンのキリスト教徒（ズィンミー）との関係について、特にウマルが彼らに

アラビア半島から退去を命じた異教徒排除政策とその影響を考察している。

太田はウマルのズィンミー政策について、その背景にイスラーム政権の周辺

地域（シリア、イラク）への遠征軍の強化とアラビア半島内における不穏分子

の排除があったとし、その政策の一環として、ムハンマド以来、協力関係を結

んでいたナジュラーンのキリスト教徒（ズィンミー）の排除が行われたとする。

太田はここにズィンミー政策の大転換がなされたと指摘し、このときのウマル

の政策を「後世のイスラーム国家における異教徒政策やシャリーア（イスラー

ム法）における非ムスリムの処遇規定の基礎をなす」⑻と述べる。

太田の一連の研究はムハンマドとその後の正統カリフ時代に遡って、イスラー

ム国家におけるズィンミーの法的始原と後代のイスラーム諸政権が異教徒統治

政策の理論的根拠とするナジュラーンのキリスト教徒（ズィンミー）との安全

保障契約について、諸史料や先行研究を詳細に分析、検討し、初期イスラーム

政権におけるズィンミー政策を具体的に明らかにした点で非常に重要な研究と

いえよう。

第二章　ウマルの誓約と伝承の成立について

初期イスラーム時代におけるズィンミー研究において、次に注目すべきもの

に辻明日香の研究「ウマルの誓約：伝承の成立」（別表 1 −12参照）が挙げられる。

当該研究は後代のイスラーム国家がズィンミーの統治政策において、必ずその

典拠とし、またイスラーム法学者やズィンミー研究者も必ず取り上げるウマル

の誓約について、先行研究や伝承過程を多角的に検証し、イスラーム国家のズィ

ンミー政策の根幹を追究した点で非常に重要である。

辻はウマルの誓約の性格と成立時期の検証のため、伝承経路の観点から分析

を行い、 4 系統ある伝承経路を整理、検討した結果、誓約はアッバース朝期に創

作され、現在の形になったと結論づける。またそれが偽伝承であるがゆえにアッ

バース朝期のズィンミーの位置付けを現わしていると指摘する。誓約の真偽や

その成立時期については未だ諸説あるものの、説得力のある考察といえよう。

なお、これに関連して先述の論文「ナジュラーンⅡ」において、太田は「アッ

バース朝初期は特に彼ら（ナジュラーンの民＝ズィンミー）に対するムスリム
− 102（ 3 ）−



近年における我が国のズィンミー研究の動向の把握を試みた。本来なら表に挙

げたすべての研究に言及しつつ、網羅的に分析すべきところであり、ここに言

及しない文献にも個別に貴重な内容を含むものは多いが、イスラーム統治下の

ズィンミー社会形成に直接かかわるものという基準で厳選し、その理解を試み

た。

第一章　ムハンマドとナジュラーンの人々

イスラーム最初期のズィンミー研究の中で特筆すべきは、太田敬子による「ナ

ジュラーンの安全保障契約を巡る諸問題⑴−使徒ムハンマドの異教徒政策の伝

承とその影響−」（以下、「ナジュラーン 1 」と表記。別表 1 − 2 参照）および「同

⑵−アラビア半島からの退去令の時代背景と影響−」（以下、「ナジュラーンⅡ」

と表記。別表 1 − 1 参照）である。

太田は「ナジュラーン 1 」において預言者ムハンマドの時代を取り上げ、ム

ハンマドがナジュラーン地方（アラビア半島南西部）のキリスト教徒と初めて

ズィンマを交わしたとされる伝承とその影響について考察した。次いで「ナジュ

ラーンⅡ」において、ムハンマド没後の正統カリフ時代にムハンマドとの契約

により庇護されていたズィンミー（ナジュラーンのキリスト教徒）が第 2 代カ

リフ、ウマルにより居住のアラビア半島から退去させられた事例を取り上げ、

その背景と後代に与えた影響を分析している。

このうち、「ナジュラーンⅠ」ではムハンマドが史上初めてナジュラーンのキ

リスト教徒に与えたとされるズィンマについて、その成立過程と内容の検討を

行い、安全保障契約に関する先行研究の問題点について、ナジュラーンのキリ

スト教徒のズィンマとは全く別の契約⑺がその時期や内容に矛盾があるにもかか

わらず、両者が混同されていることを指摘し、次いでムハンマド以降に成立し

た各史料からムハンマドとナジュラーンのキリスト教徒（ズィンミー）の間で

成立したズィンマの契約書の後半部分（「利子の禁止」および「利子を取った場

合によるズィンマの撤回」）が契約の成立後に追加、挿入された可能性を指摘し、

それが後代のウマルによって発令された、ナジュラーンのキリスト教徒（ズィ

ンミー）に対する退去命令を正当化する重要な典拠となったと述べる。

次に論文「ナジュラーンⅡ」ではムハンマド没後のイスラーム政権とナジュ
− 103（ 2 ）−



はじめに

近年のイスラーム史研究、とりわけ西アジア史においては文書の整理や公開

が進み⑴、またイスラーム古典原典の翻訳や刊行が相次ぐなど、原典史料の研究

も進捗している⑵。筆者は我が国のイスラーム史研究の動向について、ムスリム

（イスラーム教徒。以下、ムスリム）とともにイスラーム世界を形成するズィン

ミー⑶に着目し、近年の我が国のズィンミー研究についてその整理を試みた（別

表参照）⑷。

ところでズィンミーとは何を指すのか。『クルアーン（コーラン）』に次いで

重要なイスラームの聖典である『ハディース』によれば、それはユダヤ教徒や

キリスト教徒、ゾロアスター教徒、それに非アラブ系住民などを指し、豊かさ

に応じた納税義務などを負うとされている⑸。またそれは預言者ムハンマドがア

ラビア半島内の異教徒にズィンマ（庇護、安全保障契約）を与えたことに始ま

るとされている⑹。

我が国のズィンミー研究はオスマン帝国期については非常に盛んであるが（別

表 2 参照）、ムハンマドが生きた勃興期から東西に征服地を拡大する初期イス

ラーム時代についてはそれと比較して進展していない。しかしながら、イスラー

ム史全体を把握するため、ひいては現代のイスラーム世界を考察するためには、

イスラームの発祥から拡大期においてズィンミーがどのように取り扱われたの

かという研究は非常に重要と考える。

そこで、オスマン帝国期以前の時代を対象とした研究（別表 1 ）の中から、

初期イスラーム時代を中心に研究動向の指標と思われるものをいくつか選び、

近年の我が国のズィンミー研究の動向
―初期イスラーム時代を中心に―

上　 継　　　　 登

− 104（ 1 ）−
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